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第１章 はじめに 

1.1 本ガイドラインの位置づけ 

(1) 本ガイドラインは、平成30年5月発行 (令和元年6月一部改訂）国土交通省住宅局：「防災拠

点となる建築物に係る機能継続ガイドライン」（以降、防災拠点ガイドライン）を受け、建

築物および建築物の機能継続が期待できるインフラ(通信、エネルギー、設備）の具体的仕

様例を復旧期間グレードごとに示すものである。 

(2) 対象は地震およびこれに伴う津波、暴風雨に伴う河川氾濫・洪水とするが、立地に関して

は火山噴火も考慮する。 

(3) 各行政庁におかれては、これらの資料をご参考いただき、それぞれの防災計画に基づく防

災拠点および関連インフラの整備計画をお進めいただけると幸いである。 

【解説】 

 本ガイドラインは、令和4年度（2022年度）に建築技術開発コンソーシアム（CBRD）および科

学技術エキスパート会議（STEM）共同で設置された「巨大地震等対応防災拠点建築物集積エリ

ア計画研究会」における検討結果の一部を取りまとめたものである。大地震等の巨大災害時に災

害対応の拠点となる防災センターや避難所、病院等の施設は地震後も継続して使用可能である

ことが求められる。これらの設計を行うにあたっては、大地震時の損傷を認める最低基準として

の建築基準法の各規定だけでは不十分であり、より高いレベルの性能をもたせた「性能設計」の

仕様が必要となる。これらの需要を受け、国交省住宅局では「防災拠点となる建築物に係る機能

継続ガイドライン」（以降、防災拠点ガイドライン）を令和元年（2019年）に発行し、機能継続

を期待できるための建築仕様を定めている。また、一般社団法人 日本建築構造技術者協会（JSCA）

では「JSCA性能設計【耐震性能編】」を2017年に、【簡易版】を2021年に発行し、継続使用を可能

とするレベルを含めた基準法規定を超える建築構造の条件を鉄筋コンクリート造、鉄骨造に分

けて「普通級」「上級」「特級」の3段階で規定している。 

 上記「防災拠点ガイドライン」では、防災拠点に求められる性能については概説されているも

のの、定量的な仕様についてはあまり具体化されていない。また、これらの資料では建築物の機

能継続を期待できるインフラ、例えば通信、電気、ガス、上下水などの具体的仕様例については、

ほとんど触れられていない。防災拠点は、建物物そのものが継続可能であっても、これらのイン

フラが使用できないと実質的に機能を発揮することができないため、建築物と同様のクライテ

リアでこれらのインフラを継続可能とする仕様をも満足する必要がある。 

これらの背景を受け、本ガイドラインは、「防災拠点ガイドライン」の記述に基づき、建築物

のみならず、建築物の立地条件や機能継続を期待できるインフラ(通信、エネルギー、設備）の

具体的仕様例を復旧期間グレードごとに示すことを目的としている。対象とする災害は地震お

よびこれに伴う津波、暴風雨に伴う河川氾濫・洪水を主体とするが、立地に関しては火山噴火も

考慮することとする。 
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1.2 背景と目的 

(1) 本ガイドラインは、2020年代以降に我が国が直面する「人口減少および高齢化」「災害リス

クの激甚化・複合化」を意識し、特に地方都市をイメージして検討する。 

【解説】 

 本ガイドラインを設定するための背景として、2020年以降に日本が直面する以下のような条

件を意識して調査検討を実施した。 

(1)  人口減少・高齢化の時代 

我が国はこれから大きな人口減少の時代を迎える。総人口は2030年には1億1,662万人、2060

年には8,674万人（2010年人口の32.3％減）、2100年には明治初期相当の6,000万人台にまで減

少すると見込まれている。この人口はイギリス、フランスと同程度だが、両国の人口が微増

傾向にあることを考えると、我が国も早急に人口減少を食い止め平衡状態に移行すること

が急務である。 

(2) 災害リスクの激甚化・複合化 

地球規模の気候変動はもはや後戻りが困難な状況にあり、巨大台風や集中豪雨による洪水

リスクは過去にないほど高まっている。また、30年以内に発生確率70％以上とされる南海ト

ラフ地震、首都直下地震に代表される大地震災害や津波のリスク、火山活動の活発化による

噴火リスクはますます増大傾向にあり、地方都市は縮小するインフラの再整理をしながら

これらの複合的な災害に対応せねばならない。2024年1月に発生した能登半島地震では8万

棟を超える建物が被災し、倒壊は免れても継続して住むことが困難となった住宅が半年経

っても解体撤去、復興ができない状況が顕在化している。南海トラフ地震発生の際にはこの

ような状況が非常に広い範囲で再現される可能性が高く、防災拠点はもとより、より多くの

建物やインフラを「継続使用可能」な「逃げなくても済む」、「住み続けられる」まちづくり

に更新していく必要がある。 

(3) 課題解決のために 

これらの状況に対処するために、我が国の地方都市はコンパクトシティへの再整理を行い

ながら、災害に強く、若い子育て世代が安全・安心かつ快適に共稼ぎで子育てができる、移

住したくなる街づくりを戦略的かつ早急に進めることが必須である。このような活性化し

た地方都市でイノベーティブな産業を興せるようにする環境を整備することが望ましい未

来と考える。 

本研究会は、このような中長期の視点に立った地方都市の災害対応施設の在り方とその構成・

仕様に関し議論し、具体的な都市をイメージしてその計画を試みており、本ガイドラインは、特

に耐災害性能の高い建築物・インフラの具体的仕様について注目して取りまとめた資料である。

既にベースとなる多くの研究、報告がなされており、これらの既往の知見を参照・引用しながら

自治体の予算計画に引用できるような具体的かつ現実的な記述を心がける。 
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第２章 防災拠点施設の整備について 

2.1 求められる防災拠点施設の機能 

(1) 都道府県と市町村は、災害時のシナリオを想定し、防災拠点施設およびそれを支えるイン

フラの機能および仕様を検討する。 

(2) 防災拠点施設およびインフラのグレードは、設置する自治体の規模（立地、人口、財政な

ど）を考慮し、地域とのネットワークも視野に入れたレジリエントな地域防災計画に基づ

いて設定する。 

【解説】 

（１） 災害発生時には、都道府県、市町村は、災害対策基本法等に基づき、それぞれ求められ

る役割に応じ、災害発生後に求められる業務開始目標時間に沿って業務を実施することが求

められる。このため、各地方公共団体はあらかじめ災害発生後の時系列を踏まえた業務継続

計画を策定している（表2.1.1, 2.1.2）。この業務を確実に開始できるよう、それぞれの業務

を可能とする施設を立地や業務を支えるインフラも考慮しつつ確保することが求められる。 

 

都道府県は広域行政を担う自治体であり、主として被災した管轄市町村に対する支援を行

い、また、市町村では対応しきれない災害の場合には災害救助法を適用して自ら災害対応を

行う。防災拠点施設の事例（5.3参照）より、都道府県の防災拠点施設が有すべき機能を整理

すると、「災害対策本部機能」、他機関からの「広域支援部隊等拠点機能」、「災害医療支援機

能」、「災害支援物資の備蓄・集配機能」、プレスや市民向けの「情報発信機能」が考えられる。 

災害発生時には都道府県は被災地域に全国の警察及び消防、自衛隊、海上保安庁などの支

援部隊に救助・救急・消火活動などの応援要請を行うことになる。そのため、事前に都道府

県内の各圏域で支援部隊等との現地調整や都道府県災害対策本部との情報連絡を行う広域防

災拠点を計画することも考えられる。令和７年（2025年）５月の災害対策基本法改正では、

上記に加え、さらに国による地方公共団体に対する支援体制の強化が謳われている。 

 

市町村は基礎的自治体であり、住民に直接に対応して被災者支援活動をするとともに、被

災した水道、ガス、電気、通信などの生活インフラ等の復旧状況の把握と情報発信を行う。

防災拠点施設の事例（5.3参照）より、市町村の防災拠点施設が有すべき機能を整理すると、

災害時の市町村内の指示拠点となる「災害対策本部機能」だけでなく、消防団や地域住民に

よる防災組織などの「地域ネットワークの支援機能」、被災した住民の「一時避難場所機能」

が考えられる。 

市町村の防災拠点施設は、市役所や町村役場内に整備する場合のほか、小規模な自治体に

あっては、消防署などとの複合施設とする場合も考えられる。これらの施設はそれ自身が災

害後も継続使用可能であるだけではなく、機能を維持するための通信、電力、エネルギー、

上下水道等を確保する必要がある。 
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表2.1.1 業務開始目標時間別の業務の整理基準表（市町村を対象とした例） 

 

 

表2.1.2 業務開始目標時間別の業務の整理基準表（都道府県を対象とした例） 

 

＊大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き、内閣府（防災担当）、令和5年5月 
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（２） 防災拠点施設の機能は、相互に連携して機能を最大化することが求められることから、

単一の防災拠点施設に集約させるか、または近接して配置されることが効率的である。本ガ

イドラインでは、このような防災拠点集約エリアを「巨大地震等対策防災拠点建築物集積エ

リア」と呼ぶ（図2.1.1）。 

既に防災拠点機能が配置され、すべてを集約することが物理的に難しい場合には、機能に

応じて、本庁舎内または隣接する防災拠点施設に集約し、その他機能は自治体内の各種施設

（総合運動公園、防災道の駅など）に分散させることも考えられる。ただし、その際には相

互の施設間をつなぐ通信、道路等の継続性が保証される必要がある。 

市町村は、政令指定都市から小規模自治体まで多岐にわたることから、その自治体での防

災拠点施設の計画に関し、自治体の規模、すなわち立地、人口、財政などを考慮する必要が

ある。例えば、中核市も含まれる人口20～50万人規模の市の中には、市の防災拠点施設とし

て、「災害対策本部機能」、自衛隊や消防などの「広域支援部隊等拠点機能」、「ボランティア

センター本部機能」、「災害医療支援機能」、広域的な「災害支援物資の備蓄・集配機能」、「災

害用臨時ヘリポート」などを必要としている自治体がある。 

また、災害時にあっては、自治体は、消防団や地域住民による防災組織などの地域ネット

ワークと連携して対応することになり、そのことを念頭に自治体は地域防災計画を策定し

ている。そのため、その自治体が定めた地域防災計画に基づき、活動を行うことも視野に入

れて、防災拠点施設を計画する必要がある。 

 合併自治体など市域が広域化している自治体にあっては、市役所の本庁舎に「災害対策本

部機能」をおくとともに、市域を分割して、例えば合併前の旧市町村単位の支所に「現地対

策本部機能」のほか、消防団等の「地域ネットワークの現地支援機能」や「一時避難者支援

機能」などを設置し、支所が主導して災害対応にあたることが考えられる。また、隣接する

複数の小規模自治体にあっては、例えば「災害支援物資の備蓄・集配機能」で連携すること

も考えられる。このように、自治体の状況に応じて、効率的かつ効果的な防災拠点の機能や

配置等を検討することも有効である。 

 

 

図2.1.1 巨大地震対策防災拠点建築物集積エリアのイメージ 
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2.2 既往指針および事例 

本ガイドラインに関連する既往指針や事例を下記に示す。 

(1) まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発（国土交通省） 1998～2002年度 

(2) 都市再生安全確保計画制度（国土交通省） 2012年3月 

(3)  REDi Rating System – Resilience-based Earthquake Design Initiative（Arup） 2013年10月 

(4) 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（国土交通省） 2018年6月 

(5) JSCA性能設計（耐震設計編）（日本建築構造技術者協会） 2018年 

(6) 建物のレジリエンスとBCPレベル指標 検討特別調査委員会報告書（日本建築学会） 2020

年3月 

(7) 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省） 2024年 

(8) 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準（総務省） 制定：1987年（昭和62年）、最新改正：

令和7年3月（2025年3月） 

【解説】 

(1) 国土交通省の総合技術開発プロジェクト「まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発」 

平成10～14年度、1998～2002年度 

公開資料：https://www.nilim.go.jp/lab/jdg/soupuro/0.pdf 

国土交通省総合技術開発プロジェクト 循環型社会および安全な環境形成のための建築・都

市基盤整備技術の開発 まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発 （防災まちづくり総

プロ）報告書 平成１５年３月 

概要：都市の防災性能を向上させるための技術や手法を開発するプロジェクト。地震や火災

などの災害時における被害を軽減し、安全な都市環境を構築することを目的とする。 

例 防災要素の影響評価手法の開発：市街地の施設（耐火性建築物、道路、空地、緑地、河

川など）の整備状況による防災性能の評価手法を開発。 

防災対策技術の開発：地区施設の防災効果を解明し、今後の地区整備の方策を提案。例

えば、防災性能を向上させるための地区整備計画手法や、防災的活用技術の開発など。 

計画支援技術・防災対策推進方策の開発：防災まちづくりを支える意識形成・合意形成

を図る方策を検討し、これらを支援するツールを開発。具体的には、計画策定時の合意

形成手法や、防災性能評価システムの構築と運用方法など。 

 

(2) 国土交通省「都市再生安全確保計画制度」平成24年3月、2012年3月都市再生特別措置法改正 

公開資料：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000049.html 

概要：都大規模な地震が発生した際に、都市再生緊急整備地域内の滞在者の安全を確保する

ための制度。都市再生緊急整備協議会が作成する「都市再生安全確保計画」に基づき、官民

連携で安全対策を推進することを目的とする。 

例 退避経路や退避施設の整備：地震発生時に安全に避難できる経路や施設を整備。 
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備蓄倉庫の設置：緊急時に必要な物資を備蓄するための倉庫を設置。 

非常用電気・熱供給施設の整備：災害時にエネルギー供給を確保するための施設を整備。 

 

(3) REDi（Resilience-based Earthquake Design Initiative）Rating System 

公開資料：https://www.redi.arup.com/ 

概要：建物やインフラの耐震設計に焦点を当て、所有者、エンジニア、建築家が、従来の

設計基準を超えるレジリエンス目標を達成するための設計を実施するための指針を提供。 

レジリエンス設計：災害後の迅速な復旧を目指し、建物の機能を維持することに重点。 

包括的アプローチ：強化された設計、緊急時の計画、リスク検証を統合し、災害後の事業継

続と居住環境の確保を目指す。 

多様な適用範囲：地震だけでなく、他の自然災害や異なる地理的条件にも適用可能。 

 

(4) 国土交通省「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」2018年6月 

公開資料：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html 

概要：大地震などの災害時に防災拠点として機能する建築物が、その機能を継続できるよう

にするための指針。庁舎、避難所、病院などの建築物を対象とする。 

例 立地計画：防災拠点となる建築物の適切な立地を計画し、災害リスクを最小限に抑える。 

建築計画：建物の設計段階で、耐震性能や非構造部材の安全性を確保する。 

設備計画：耐震設計やライフライン途絶対策を含む設備計画を策定する。 

平時からの準備：大地震時の円滑な機能継続を確保するために、平時からの準備を行う。 

事例集：過去の災害対策事例を参考にし、具体的な対策を整理。 

 

(5) 一般社団法人 日本建築構造技術者協会「JSCA性能設計（耐震設計編）」2018年 

公開資料：https://jsca.or.jp/wp/wp-content/uploads/pamphlet2.pdf 

概要：構造設計者が建物の耐震性能を確保するために必要な設計手法や評価基準を提供。建

築物の安全性を高め、地震災害時における被害を最小限に抑え、建物の利用者や周辺地域の

安全を確保し、社会全体の防災力を向上させることを目指す。 

耐震性能の評価：建物の耐震性能を評価するための基準や手法。 

設計手法：耐震設計における具体的な手法やアプローチを解説。 

実務的な指針：実際の設計業務において役立つ実務的な指針や事例を提供。 

 

(6) 日本建築学会「建物のレジリエンスとBCPレベル指標」2020年3月 

公開資料：https://www.aij.or.jp/scripts/request/document/y010.pdf  

建物のレジリエンスとＢＣＰレベル指標検討特別調査委員会報告書  

事業継続計画策定のための地震災害等に対する建物維持・回復性能評価指標の提案に向け

て2020年3月  一般社団法人 日本建築学会 建物のレジリエンスとＢＣＰレベル指標検討特
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別調査委員会 

概要：建物の構造安全性だけでなく、企業の事業継続計画（BCP）や建物の機能維持・回復

（レジリエンス）性能に対する社会の認識や関心が高まる中で、地震災害時の建物の機能維

持・回復を目指して指標を策定。 

レジリエンス指標 

頑強性：建物が災害に対してどれだけ耐えられるか。 

冗長性：システムや設備に予備があるかどうか。 

即応性：災害発生後に迅速に対応できるか。 

代替性：主要な機能が失われた場合に代替手段があるか。 

BCPレベル指標 

事前対策の度合い：建物や設備の耐震性能、災害対策の準備状況。 

初動対応の迅速さ：災害発生後の初動対応のスムーズさ。 

復旧力：災害後の復旧活動の効率性と迅速さ。 

 

(7) 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省）2024年 

官庁施設として有すべき性能を確保することを目的に、官庁施設の基本的性能の水準並び

に技術的事項及びその検証方法を定めたもの。耐震性、防火性、防水性について記載され

ている。 

 

(8) 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準（総務省） 最新改正 令和7年3月（2025年3月） 

情報通信ネットワークの安全性と信頼性を確保するための指針。通信の安定提供、通信の疎

通確保、通信の不正使用防止を目的としている。 

通信が途絶えないようにするための対策として、耐震対策や停電対策、防火対策などが記載

されており、災害時にも通信が維持されるための設計が示されている。また、地震や台風な

どの自然災害に対する対策も、過去の災害経験を踏まえて盛り込まれている。 
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2.3 想定する防災拠点(ハブ)と避難エリアの構成 

(1) 地域性を考慮したレジリエントな防災計画：想定する防災拠点(ハブ)のイメージとして、

下記のタイプを例示している。 

A． フロント防災ハブタイプ  

対象地域の中に防災拠点施設を計画し災害に備える。防災拠点施設は想定レベルの

ハザードまではその機能を維持することが期待されるが、想定外の災害に備えバック

アップエリアを有する（都市イメージ 熊本、宮崎など） 

B． バックアップ防災ハブタイプ  

対象地域が分散しており各所に防災拠点施設を計画することが難しい地域は、ハザ

ードの小さい地域に防災拠点施設を設ける。被災時には中継都市等を介して被災地を

バックアップする。（都市イメージ 三陸、能登） 

【解説】 

 ここでは、過去の災害事例を参考に、より現実的で地域性を考慮した防災拠点(ハブ)のイメー

ジについて例示する（図2.4.1）。 

 

A.フロント防災ハブタイプ       B.バックアップ防災ハブタイプ 

図2.4.1 地域性を考慮した防災拠点(ハブ)のイメージ 

 

A. フロント防災ハブタイプ 

わが国の中核地方都市は河川の沖積平野上に建設されているものが多く、大きな河川の河口に

近く海抜も低いことから、行政・防災拠点自身が地震による液状化、津波、河川氾濫のリスク上、

最適ではない立地にあることが珍しくない。例えば、熊本県や宮崎県は県の行政・防災拠点が洪

水ハザードマップ上、最大規模洪水浸水想定区域内に位置しているが、これらを直ちにリスクの

低い高地に移動集約することは現実的に難しい。従って、このような立地条件にある都市におい

ては、立地上リスクのある防災拠点に災害対策本部が設置されることを想定し、建物およびそこ
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に接続する通信・電力・上下水道等のインフラを被災後も機能する仕様とするとともに、被災域

外の安全な立地域に避難・物資受け入れ・供給エリアを設定し、必要に応じより遠方・県外にバ

ックアップエリアを設定することで避難者の受け入れを行う共に、集約された物資の供給を行

うことが現実的であると考えられる。この場合、平常時の行政・防災拠点が被災または機能停止

した場合には、バックアップエリアに災害対策本部を一時的に移動することも想定しなければ

ならない。 

 

B. バックアップ防災ハブタイプ  

2011 年東日本大震災や 2024 年能登半島地震のように、被災域が県の中央行政・防災拠点から

離れた広域に及んでいる場合には、より被災域に近い中継都市に避難・物資受け入れ・供給エ

リアを設定し、これらを介して被災域への支援を実施する必要がある。この場合、中継都市か

ら被災域へのアクセスが確保されていることが非常に重要であり、道路、通信、電力、上下水

道が短期間で啓開・復旧可能な仕様となっていることが求められる。また、発災後の時期や復

興状況、避難者の状態に応じ、より被災域に近い避難所からより遠方かつ長期の仮設住宅まで

の段階的な支援を行う必要がある。受け入れ可能な病院等は防災拠点都市または中継都市にし

か設置されていないことが想定され、防災拠点からこれらの中継都市へはロバストなネットワ

ークが確保されていなければならない。 

 

以上、典型的な二つの例について記述したが、地域の特性はそれぞれの都市において異なっ

ており、地域特性に応じたシナリオを想定し、これに応じた重要建築物およびインフラの仕様

決定および整備を推進することが求められる。 
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2.4 想定する災害 

防災拠点を整備する上で、以下の災害を想定する。 

(1) 地震 

(2) 津波 

(3) 洪水 

(4) 火災 

(5) 火山噴火 

【解説】 

（1）地震による想定外力 

地震によって発生する外力（ここでは、揺れの大きさを示す）は、防災拠点を整備する地域ご

とに、周辺の地震環境に応じた設定がなされていることが望ましい。すなわち、防災拠点を含む

地域で将来発生しうる可能性がある複数の地震が選定され、これらの地震の発生確率とこれら

によって発生しうる揺れの大きさに基づいて想定外力が設定されることを意味する。 

地震の発生確率を考慮した揺れの大きさについては、地震調査研究推進本部による全国地震

動予測地図1)が参考となる。ここで、全国予測地図では2種類の地図が公開されている。なお、予

測地図は、(国研)防災科学技術研究所による地震ハザードステーション(J-SHIS)2)において結果

を表示、ダウンロードすることが可能である。 

1) 確率論的地震動予測地図 

現時点で考慮し得る全ての地震の位置・規模・発生確率に基づき、対象地点がどの程度の

確率でどの程度の揺れの大きさになるのかを予測した結果を地図上に表示 

2) 震源断層を特定した地震動予測地図 

ある特定の地震が発生したことを仮定し、対象地点がどの程度の揺れの大きさになるのか

を予測した結果を地図上に表示 

各自治体でも上記2)に想定する地震被害想定を策定している場合もあるので、この結果も併

せて参考とすることが望ましい。 

建築基準法では構造躯体に対して、倒壊等防止検証用の地震力として「極めて稀に発生する地

震による力」と損傷防止検証用の地震力として「稀に発生する地震による力」を定めている。 

「極めて稀に発生する地震による力」は、限界耐力計算に方法を定めた令第82条の5第5号の耐

震安全性の検証時に用いる地震力を引用し、それに「相当する力」と定義される。これは、許容

応力度等計算用の令88条第3項の地震力（標準せん断力係数C0を1.0以上としたもの）が同レベル

であり、この「相当する力」とみなすことができる。 

「稀に発生する地震による力」は、保有水平耐力計算等に用いられる令第88条第2項の地震力

（標準せん断力係数C0を0.2以上としたもの）、及び同条第4項の地下部分の地震力に「相当する

力」とされ、令82条条の5第3号の限界耐力計算における損傷防止の検証用の地震力が「相当する

力」に該当する。 
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上記における「極めて稀に発生する地震」と「稀に発生する地震」については基準法で明確に

定義はされていないが、前者が数百年に一度程度発生する大規模地震、後者が数十年に一度程度

発生する中規模地震が想定されていると考えられる。 

本ガイドラインで規定する防災拠点は、構造躯体の耐震安全性と併せて発災後にも継続して使

用可能（機能維持されていること）であることが求められている。防災拠点としての機能を維持

するために、設計時に配慮するべき事項が「災害拠点建築物の設計ガイドライン（案）」3)に示さ

れていることから、これらの関連する資料も参考とし、適切な地震外力を設定することが望まし

い。この場合、「極めて稀に発生する地震」による地震力あるいはこれを上回る地震力となるこ

とも想定されることから、全国地震動予測地図や各自治体による地震被害想定結果等を参考に

適切な地震力が設定される必要がある。 

 

（2）津波による想定外力 

津波外力の評価に際しては、まず当該地域の津波の危険性を把握する必要がある。津波災害警

戒区域を有する市町村では津波ハザードマップを作成し、公表している。これは津波災害時にお

ける被害を最小限度に抑えることを目的とし、予想される浸水の程度や避難情報等の各種情報

を分かりやすくマップに表示したものである。国土交通省のハザードマップポータルサイト4)か

ら全国の津波ハザードマップへアクセスすることが可能である。 

津波ハザードマップの策定に際し、津波による浸水想定の設定が必要となる。総合的な地域づ

くりの中で津波防災を推進することを目的として平成23年に制定された「津波防災地域づくり

に関する法律」では、津波浸水想定の設定について示されている。上記法律では、発生頻度は極

めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対して、最大クラスの津

波があった場合に想定される浸水の区域及び水深を都道府県知事が設定し公表するものとして

いる。上記設定は、想定地震に対する地形データを反映した海域及び陸域の津波の伝播を表現す

る津波浸水シミュレーション結果にもとづいたものである。想定される浸水の区域及び水深は

国土交通省、関係市町村へ通知、公表される。都道府県から通知された情報をもとに市町村単位

で津波ハザードマップが作成されている。 

発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対する津波浸水シミュレーションの事

例として、内閣府が実施した南海トラフの巨大地震に対する結果が公表されている5)。南海トラ

フで発生する最大クラスの津波について、津波高の平均値（満潮位）が５ｍ以上と想定される市

町村数は124 市町村（13 都県）、津波高の平均値（満潮位）が10ｍ以上と想定される市町村数は

21 市町村（５都県）であった。 

本ガイドラインで規定する防災拠点施設は、大災害時でも拠点施設としての機能維持が求め

られる。津波を含めた災害におけるハザードマップ、拠点施設が立地する自治体の防災計画等よ

り、当該地点に対する拠点施設建設の是非が判断される。当該地点における津波の浸水が考えら

れる場合は、想定浸水深および基準水位（津波の浸水深に、津波が建物等に衝突した際の水位の

12
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上昇（せき上げ）を加えた水位）に配慮した対応が必要となる。 

建築物に作用する津波の波圧及び波力については、文献6)～9)が参照できる。文献7)では、海

岸からの離隔距離、堤防および前面建物の有無を考慮した波圧の算定式が示されている。また、

開口部（窓等）への流入による波力低減が可能であること、ピロティの開放部分は荷重算定の対

象から除外できることなども示されている。 

 

（3）洪水  

 気象庁10)によれば、「洪水」とは、「河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河

道から河川敷内に水があふれること、及び、堤防等から河川敷の外側に水があふれること」と定

義している。また、「河川の水がいっぱいになってあふれでること」を「氾濫」と定義し、氾濫

のうち、「外水氾濫」を「河川の水位が上昇し、堤防を越えたり破壊するなどして堤防から水が

あふれ出ること」、「内水氾濫」を「河川の水位の上昇や流域内の多量の降雨などにより、河川外

の住宅地などの排水が困難となり浸水すること」と定義している。このことから、洪水について

は、外水氾濫のほかに、内水氾濫にも考慮することが重要である。 

木内(2022)11)によれば、洪水による被害や危険性（リスク）は、洪水によって発生しうる外力

（浸水範囲、浸水深、流速など）の大きさと起こりやすさ（ハザード）のほかに、浸水範囲に含

まれうる居住地等の広がり（暴露性）、建物・施設の浸水への備えや地域の避難等の対策の程度

（脆弱性）に応じて変わるという。 

洪水によって発生しうる外力については、国土交通省が令和3年5月に策定した「水災害リスク

を踏まえた防災まちづくりのガイドライン」12)が参考になる。これによれば、水災害リスクを踏

まえた防災まちづくりの検討にあたっては、すでに公表されているハザード情報を把握する必

要があるとし、次の７つを例示している。 

１） 洪水浸水想定区域 

２） 都市浸水想定 

３） 雨水出水（内水）浸水想定区域 

４） 高潮浸水想定区域 

５） 家屋倒壊等氾濫想定区域 

６） 過去の浸水実績図 

７） 治水地形分類図 

 

また、現在公表されている洪水浸水想定区域図は、想定最大規模（年超過確率（１年間にある

量以上の降雨が発生する確率）１／１０００程度以下の降雨量）や計画規模（年超過確率１／１

００～２００程度の降雨量）のハザードを対象に想定している。そのような状況を踏まえ、国土

交通省のガイドラインによれば、洪水の発生頻度やハザードの規模等に応じた段階的な対策を

検討する場合には、中高頻度の外力規模（例えば、年超過確率１／１０、１／３０、１／５０）
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の浸水想定区域や、施設整備後のハザード情報など、時間軸や多段的な外力規模に応じたハザー

ド情報が必要としている。 

 

本ガイドラインで規定する防災拠点施設は、大地震等の巨大災害時に災害対応の拠点となる施

設であり、災害発生後も継続して使用可能であることが求められている。そのため、防災拠点施

設の整備にあたっては、洪水への対応が重要であり、外水氾濫などの洪水に備え、洪水浸水想定

区域図などのハザード情報に加え、多段階の浸水想定区域図など時間軸等を踏まえたハザード

情報も参考にすることが望ましい。 

 

（4）火災 

耐火計画上想定すべき災害は、 

・通常時における火災（通常の火災） 

・地震に起因して発生する火災（地震後火災） 

・津波に起因して発生する火災（津波火災） 

であり、これらに対応する外力として、「通常の火災」を想定する。 

建築基準法において通常の火災は、建築物の屋内において発生する通常の火災と建築物の周

囲において発生する通常の火災が定められている。これらには、爆発等は含まない。建築物の屋

内において発生する通常の火災では、建築物の防火区画においてその内部（屋内）にある収納可

燃物や内装仕上等の固定可燃物が燃焼する火災をいう。また、建築物の周囲において発生する通

常の火災は、建築物の周囲にある可燃物や隣接する敷地にある建築物等が燃焼する火災をいう。   

地震直後には、消防力を超える火災等の被害が発生したり、水利の機能不全等により、公設常

備消防や消防団による消火活動は期待できないことが想定されることから、放任火災を通常の

火災としている。なお、耐火建築物には、このような放任火災に対して延焼や倒壊等が生じない

ために必要な耐火性能が要求されている。 

津波は一般的に地震に引き続き起こることを想定すると、津波による可燃物の移動・集積は想

定されるものの、定量的な見積が難しいことから、津波による当該可燃物の集積が起こりにくい

ような対策を行うことで、津波火災に対しても、通常の火災に対する性能を有すればよいことに

なる。 

 

（5）火山噴火 

 近年、日本各地で火山活動の活発化が見られ、多くの噴火が見られた9-10世紀の状況に類似し

てきているとの指摘もある13）。火山噴火に伴う溶岩流、火砕流、火山ガス等、直接の被害が予想

される地域への防災拠点施設の設置は立地上避けるべきであることはもちろんであるが、降灰

に伴う影響は広範囲かつ長期に渡る危険性があり、かつ電力通信設備への影響が大きい点に留

意し防災計画を策定する必要がある。 
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第3章 防災拠点施設に求められるグレード 

3.1 防災拠点施設に求められるグレードの定義 

(1) 防災拠点に求められるグレードは、地震・津波・洪水などの極稀災害や火災に対する復

旧期間に関する目標性能をイメージして、「特級 Platinum」「上級 Gold」「普通級 

Silver」の3つのレベルに分類される。 

(2) 対象とする極稀災害は2.4に示される再現期間500年程度（洪水に関しては想定最大規模

または計画規模）の災害とする。 

(3) このほか火山噴火に対する立地上の配慮も必要となる。 

 

表3.1.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対する目標性能 

 

 

【解説】 

防災拠点施設に求められる耐震性能は、「特級 Platinum」「上級 Gold」「普通級 Silver」の3つ

のグレードに分類される。これらのグレードに対応する目標性能は、平時に求められる建物機能

を概ね確保できるまでの復旧期間（Downtime）を主軸に、災害応急対策活動の円滑性、これらの

活動を支えるインフラの復旧までの時間をREDi Rating System1）およびJSCA性能設計2）も参照し、

これらを考慮して定めている。対象とする極稀災害は、2.4節を参照されたい。 

なお、REDiでは復旧時間（Downtime）のほか、直接経済損失（Direct Financial Loss）、人的被

害（Occupant Safety）について設定されており、考慮した設計を行うことが望ましいが、これら

の項目に関しては一般建物を想定した参考値として記載している3)。 

各グレードの性能に関する具体的な数値は、あくまでも設計上の目標であり、性能を保証する

ものではない。とはいえ、今後は経済損失や復旧期間を意識した設計が求められるようになり、

これにより災害時の影響を最小限に抑え、迅速な復旧の実現も期待される。 

防災拠点施設やインフラの設計段階においては、災害時の機能喪失を最小限に抑えるための

人的被害
(Occupant Safety)

＊参考

直接経済損失
(Direct Financial Loss)

＊参考値
復旧期間

（Downtime）

負傷無し新設の5％程度以下
72時間以内
発災後も建物全体が概ね継続使用可能
（災害応急対策活動等は円滑に実施できる）
インフラも継続使用可能

特級
Platinum

負傷無し新設の20％程度以下

１か月以内
発災後も災害対応を行う機能上重要な諸室は継
続使用可能
（災害応急対策活動等を実施できる。）
インフラは１週間以内に復旧

上級
Gold

一部軽傷の
可能性あり－

６か月以内
発災後も重要機能を維持するための諸室が概ね
継続使用可能
（災害応急対策活動等を概ね実施できる。）
インフラは１か月以内に復旧

普通級
Silver
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対策の検討が必要である。免震・制振構造の採用など、構造躯体のみならず内外装・設備・什器

を含めた継続使用性を期待できる構造計画の策定や、停電時にも機能を維持可能な電力供給シ

ステムの導入などが一般的に挙げられる。また、復旧期間を短縮するための事前準備も重要であ

る。これら対策の効果については、現時点で定量的な評価手法は確立されていないが、本ガイド

ラインでは、目標達成のための具体的な対策を整理し、提示することとした。 

次章から、立地条件、建物、各種インフラの具体的な仕様例について詳述する。 

 

参考文献 

1) Resilience-based Earthquake Design Initiative (REDi). (2013). REDi™ Rating System: 

Resilience-based Earthquake Design Initiative for the Next Generation of Buildings. 
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2) 日本建築構造技術者協会（JSCA）: JSCA性能設計マニュアル 2017年版［耐震性能編］. 一般

社団法人 日本建築構造技術者協会, 2018. 

3) 日本免震構造協会：免震建物のリスクを考えた経済性 

https://www.jssi.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/society_economy/risk3.pdf 
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第4章 防災拠点施設の具体化 

4.1 防災拠点施設の具体化の方針 

防災拠点施設に求められるグレードに対して以下の要素について性能目標を設定する。 

4.2  立地計画 

4.3  建築計画 

4.4  構造計画（構造躯体及び非構造部材） 

4.5  基礎計画および敷地内地盤 

4.6  設備計画（建物内給排水設備）上下水 

4.7  情報通信インフラ 

4.8  エネルギーインフラ（電力） 

4.9  エネルギーインフラ（ガス） 

4.10  耐火計画 

4.11  上下水インフラ 
4.12  道路・橋梁 

【解説】 
前章の災拠点施設に求められるグレードを実現するためには、構造体だけでなく、非構

造・設備も含めた建築単体の機能と、さらには、関連するインフラの機能について考慮する
必要がある。 
本章では防災拠点施設に求められるグレードを満足するために、各要素が保有すべき目

標性能を整理する。 
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4.2 立地計画 

(1) 立地（対洪水リスク、対津波リスク） 

 

表4.2.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 

 

 

上記とは別に、火山噴火に伴う溶岩流・火砕流等の想定領域に位置していないことを必要条

件とする。 

【解説】 

（１）国土交通省住宅局のガイドラインにおける立地の考え方 

防災拠点施設の整備にあたり、建築物自体の被害を最小限として機能継続が図られるための

立地についての検討が必要であり、国土交通省住宅局が公表している「防災拠点等となる建築物

に係る機能継続ガイドライン（新築版＋追補版）」１）において個別建築物の立地の考え方が示さ

れている。 

 

当該ガイドライン（11～12ページ）によれば、周辺のライフラインや道路を含め、各種ハザー

ドマップ等に基づき、以下のような災害によるリスクが低い立地を選定する必要がある。 

① 国や地方公共団体が作成している津波ハザードマップ、高潮ハザードマップ、河川氾

濫、内水氾濫ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ等各種ハザードマップの危険エ

リアを考慮する必要がある。 

② 浸水が見込まれるエリアに立地する場合には、浸水高よりも高い位置に活動場所や避難

のための空間を確保する必要がある。 

③ 液状化が見込まれる場合は、地盤改良等の液状化対策を実施する必要がある。また、周

辺道路等が液状化により使用できなくなることも考えられる。 

 

建物仕様
Building specification

津波リスク
Tunami risk

洪⽔リスク
Flood risk

浸⽔想定区域内であっても、中間層
免震＋電源設備の浸⽔域上部配置な
どの対策が成されていれば特級とし

て良い

津波浸⽔想定区域外⼜はエ
リア内でもインフラ、交通

アクセスに⽀障なし

洪⽔ハザードマップ想定最⼤
規模洪⽔浸⽔想定区域外⼜は
エリア内でもインフラ、交通

アクセスに⽀障なし

特級
Platinum

上級以上
（対洪⽔・津波対策なし）

津波浸⽔想定区域外⼜はエ
リア内でもインフラ、交通

は１週間以内に復旧

洪⽔ハザードマップ計画規模
洪⽔浸⽔想定区域外⼜はエリ
ア内でもインフラ、交通は１

週間以内に復旧

上級
Gold

普通級以上
（対洪⽔・津波対策なし）

津波浸⽔想定区域外⼜はエ
リア内でもインフラ、交通

は１か⽉以内に復旧

洪⽔ハザードマップ計画規模
洪⽔浸⽔想定区域外⼜はエリ
ア内でもインフラ、交通は１

か⽉以内に復旧

普通級
Silver
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上述の①～③のうち、①については、国土交通省が公開するハザードポータルサイト２）が参

考に活用できる。同サイトでは、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土

地の特徴・成り立ちなどを重ねてみることができる。 

 

②については、例えば、災害時に庁内での迅速な指令系統を構築するため、主要機能は、最大

浸水深よりも上階に集約・配置し、水害の影響を受けないようにすることが考えられる。主要機

能は、特別職関連諸室（首長室など）、災害対策本部や危機管理部などの防災関連諸室、関係部

署の執務室のほか、電気室や機械室・サーバー室などの設備関連室、備蓄スペース等があげられ

る。 

 

③については、液状化が見込まれる地域に防災拠点施設を整備する際には、地盤改良などの

液状化対策を実施することが望ましい。また、防災拠点施設のある敷地だけでなく、周辺道路等

が液状化すれば、当該道路は使用できなくなり、防災拠点施設の出入りにも制約が生じることか

ら、周辺の道路等公共施設に対する対策も検討する必要がある。 

 

（２）その他防災拠点施設の立地に関する留意事項 

土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法）、津波災害（特別）警戒区域（津波防災地域づくり

に関する法律）、造成宅地防災区域（盛土規制法）等の法的規制を遵守する必要がある。 
防災拠点施設に非常用発電設備が設置されることになり、その燃料が石油類である場合は、建

築基準法施行令の用途規制で定める最大貯蔵量に配慮する必要がある。 
また、防災拠点施設周辺に、既存不適格の木造密集地域がある場合は、地震による倒壊による

道路閉塞や火災による延焼危険性が想定されることのほか、東日本大震災においては津波に起

因する火災により大きな被害を経験したことから、防災拠点施設の立地を計画する際には、機能

を維持する上での計画地周辺の影響にも留意することが望ましい。 
 
（３）立地に求められるグレード 

防災拠点施設の立地に求められるグレードを対洪水リスク、対津波リスクの観点に分けて整理

している。 

 

1) 対洪水リスク 

洪水ハザードマップにおける洪水浸水想定区域は、想定最大規模降雨（概ね1000年に1度以上

の確率で発生する降雨）と計画規模降雨（河川を将来的に氾濫させないよう整備する際に目標と

する大雨）に分かれて作成されており、想定最大規模降雨による洪水ハザードマップが想定最大

規模洪水浸水想定区域、計画規模降雨によるものが計画規模洪水浸水想定区域という。 

防災拠点施設は、災害時にあっても建物自体の被害を最小限とし継続使用が可能な建築物で

あることが求められることから、特級グレードの付与条件は、想定最大規模洪水浸水想定区域外

に立地すること、または、その想定最大規模洪水浸水想定区域内にあってもインフラ、交通アク

20



21 
 

セスに支障がないところに立地することとした。 

上級及び普通級の防災拠点建築物は、想定最大規模洪水浸水想定区域よりは劣後する計画規

模洪水浸水想定区域外に立地することを付与の条件とした。 

また、第３章3.1において、上級または普通級の防災拠点施設に求められるグレードの定義は、

極稀災害に対してインフラを定常状態に復旧する期間をそれぞれ１週間以内、１か月以内とし

ていることから、地理的制約のため計画規模洪水浸水想定区域内に防災拠点施設を整備せざる

をえない場合には、インフラや交通インフラの復旧期間が1週間以内の立地の場合は上級を、1か

月以内の場合は普通級を付与することとした。 

 

2) 対津波リスク 

津波浸水想定区域は、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、都道府県知事が、津波によ

り浸水する恐れがある土地の区域を設定し公表するものである。 

防災拠点施設は、災害時にあっても建物自体の被害を最小限とし、継続使用が可能な建築物で

あることが求められることから、グレード（特級、上級、普通級）の付与の条件は、津波浸水想

定区域外とした。 

また、地理的制約のため津波浸水想定区域内に防災拠点施設を整備せざるを得ない際には、イ

ンフラ、交通アクセスに支障がない立地の場合は特級を、インフラや交通インフラの復旧期間が

１週間以内の立地の場合は上級を、1か月以内の場合は普通級を付与することとした。 

 

3) 建物仕様による代替 

地理的制約から洪水または津波の浸水想定区域内に防災拠点施設を整備せざるをえない場合

がある。そのような立地であっても、災害時に建物自体の被害を最小限とし継続使用が可能とす

るため、建物仕様で代替する手法もある。 

例えば、免震装置を地階ではなく建築物の中間階に設置する計画とすることや、電源室を最大

浸水深よりも上階に設置することが考えられる。 

本ガイドラインでは、浸水想定区域内であっても、中間層での免震装置と電源設備を想定浸水

深より上階に設置の両方を満足すれば、特級を付与することとした。 

 
（４）火山噴火リスク 

 本ガイドラインでは、防災拠点施設の立地を検討する際には、火山噴火リスクも考慮する必要

があり、溶岩流・火砕流等の想定領域に位置していないことを必要条件としている。 
火山噴火リスクを有する自治体では「火山ハザードマップ」を公開しており、代表的なものと

して、静岡県の「富士山ハザードマップ」３）がある。これにより、火山災害要因（大きな噴石、

火砕流、融雪型火山泥流等）の影響が及ぶおそれのある範囲が地図上に特定され、防災対応をと

るべき危険な範囲が視覚的にわかる。 
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4.3 建築計画 

(1) 機能および諸室の計画 

2.1 求められる防災拠点施設の機能に記載されている機能を具体的にし、必要な諸室を計

画する。 

(2) クライテリア      

表4.3.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 

 

 

(3) 建物仕様        

表4.3.2 極稀災害（再現期間500年程度）に対する仕様1），2），3） 

 

クライテリア

・災害応急対策活動等を円滑に実施できる機能を有している
・発災後も建物全体が概ね継続使用可能
・災害後72時間以内に平時に求められる建物機能を概ね確保できる

特級
Platinum

・災害応急対策活動等を実施できる機能を有している
・発災後も災害対応を行う機能上重要な諸室は継続使用可能
・災害後1カ月以内に平時に求められる建物機能を概ね確保できる

上級
Gold

・災害応急対策活動等を概ね実施できる機能を有している
・発災後も重要機能を維持するための諸室が概ね継続使用可能
・災害後6か月以内で平時に求められる建物機能を概ね確保できる

普通級
Silver

建物仕様
Building specification

上級に比べ追加、変更されている事項
地震対策：構造躯体の健全性を遠隔確認できる
浸水対策：建物内への浸水を防止できる
応急活動：ヘリポートを備えている
備蓄 ：２週間分以上の備蓄を確保する

特級
Platinum

普通級に比べ追加、変更されている事項を示す
地震対策：構造躯体の健全性を遠隔確認できることが望ましい
浸水対策：災害応急対策活動および重要機能諸室、重要インフラは想定水位より上階に配置

する
応急活動：十分な駐車場、広場等を配置している

外部からの応援者に対応できる計画とする
ヘリポートの設置が望ましい

備蓄 ：1週間分以上の備蓄を確保する
トイレ ：発災後もトイレ機能を確保する

上級
Gold

地震対策：揺れに伴う２次的被害を防止できる計画とする
建物の即時利用エリアを確認できる

浸水対策：重要な財産・情報、復旧の長期化する機器の浸水対策がなされている
応急活動：必要諸室は応急対策活動等を考慮した広さ及び形状、配置、機能を確保している

十分な駐車場、広場等の配置が望ましい
備蓄 ：3日間分以上の備蓄を確保する
トイレ ：災害用トイレを確保する

普通級
Silver
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(4) 本節に記載のない建物仕様について 

本節に記載のない建築計画に関連する仕様は、4.2、4.4～4.11のグレードに倣うものとする。 

【解説】 

（1） 機能および諸室の計画 

建築計画においては、2.1 求められる防災拠点施設の機能に記載の機能を具体的に検討し、必

要な諸室を計画する。以下に、防災拠点施設に求められる具体的な機能の例を示す。 

・災害情報の収集・分析・広報伝達、地区住民等の避難・救助や物資調達・緊急輸送、応急復

旧・復興、二次災害防止対策等に際しての指示機能 

・復旧・復興に必要な資材等の備蓄機能 

・必要に応じて地区住民を災害時に受け入れるための避難機能 

防災拠点機能を担う室の例としては、災害対策本部会議室、指令室、通信室、情報分析室、災

害応急対策関連執務室、救護室、広報室、一時避難収容室、備蓄室、自家発電機室等である。こ

れらの室に対して機能継続を可能とするために、室及びそれを配置する階、さらに建築物全体に

ついて必要となる構造性能を確保した上で、その室の機能を確保するための電源、水、燃料を含

めた設備機能を確保する。 

これら機能や室を１棟の建築物に集約できない場合は、複数の建築物で重要機能を損なうこ

となく分散させる。また、必要に応じて、ここに掲げる以外の機能を付加することもある。 

医療施設等を直接対象としていないが、業務（事業）継続計画、活動内容や対象者による要求

条件の相違等に留意した上で、本ガイドラインにおける考え方や対応技術を参考にしてもらい

たい。 

 避難者の受入れ機能については必要に応じて計画する。その際、防災拠点機能を損なわないよ

うに計画する。避難者を受け入れる場合は、高齢者、障害者等の利用を想定した計画が望ましい。 

 

（2） クライテリア 

防災拠点となる建築物に対して以下に示す3つの観点から特級、上級、普通級にグレーディン

グを行った。 

① 災害応急対策活動等を遂行するための機能 

② 発災後に求められる重要機能を維持するための諸室の継続使用性 

③ 平時に求められる建物機能を確保するまでの復旧期間 

以下に特級、上級、普通級の各クライテリアに対する解説を示す。 

 

特級（Platinum） 

 発災直後も建物全体が概ね継続使用可能とすることで、発災直後からの情報収集・発信、窓口

業務の本格化、物資調達（食料・トイレ・携帯電話の充電など）、罹災証明発行などの災害対応
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業務を円滑に実施できることを目標とする。そのため、建物全体において構造躯体、2次部材、

仕上げ材、必要な設備やライフラインが大きな補修や復旧をすることなく概ね継続使用できる

レベルの被害にとどめる。 

 防災拠点となる建築物が平時に求められる建物機能確保については、電力、都市ガス、上水道、

下水道、通信などのライフラインを含め、発災後約72時間以内に復旧できることを目標とする。

ライフラインについては、「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（令和５年～）被

害想定について」令和7年3月31日 中央防災会議、「東京都の新たな被害想定～首都直下地震等

による東京の被害想定～」令和4年5月25日 東京都防災会議および類似情報を参考に、必要に応

じて独自にライフラインを確保する。 

 

上級（Gold） 

 発災直後から災害対応を行う機能上重要な諸室は継続使用可能とすることで、発災直後から

の情報収集・発信、窓口業務の本格化、物資調達（食料・トイレ・携帯電話の充電）、罹災証明

発行などの災害対応業務を実施できることを目標とする。そのため、災害対応を行う機能上重要

な諸室については構造躯体、2次部材、仕上げ材、必要な設備やライフラインが大きな補修や復

旧をすることなく継続使用できるレベルの被害にとどめる。 

 防災拠点となる建築物が平時に求められる建物機能については、発災後約1カ月以内に復旧で

きることを目標とする。ライフラインについては、「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググ

ループ（令和５年～）被害想定について」令和7年3月31日 中央防災会議、「東京都の新たな被

害想定～首都直下地震等による東京の被害想定～」令和4年5月25日 東京都防災会議および類

似情報を参考に、必要に応じて独自にライフラインを確保する。 

 

普通級（Silver） 

 発災直後から災害対応を行う機能上重要な諸室は概ね継続使用可能とすることで、発災直後

からの情報収集・発信、窓口業務の本格化、物資調達（食料・トイレ・携帯電話の充電など）、

罹災証明発行などの災害対応業務が概ね実施できることを目標とする。そのため、災害対応を行

う機能上重要な諸室については構造躯体、2次部材、仕上げ材、必要な設備やライフラインが大

きな補修や復旧をすることなく概ね継続使用できるレベルの被害にとどめる。 

 防災拠点となる建築物が平時に求められる建物機能については、発災後約6カ月程度までに復

旧できることを目標とする。ライフラインについては、「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキン

ググループ（令和５年～）被害想定について」令和7年3月31日 中央防災会議、「東京都の新た

な被害想定～首都直下地震等による東京の被害想定～」令和4年5月25日 東京都防災会議およ

び類似情報を参考に、必要に応じて独自にライフラインを確保する。 
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(5) 建物仕様 

建物仕様については、特級、上級、普通級のクライテリアを満足するため、地震対策、浸水対

策、応急活動、備蓄、トイレなどに関する事例として紹介する。構造躯体、設備、エネルギーな

どの詳細については、4.2、4.5～4.11に倣うものとする。また、以下に示す仕様以外にも、計画

される建築地のハザード情報、被害想定、復旧期間などを参考にクライテリアが満足されるよう

調整されるものとする。 

 

（3.1）普通級（Silver） 

以下に示す仕様を上回るものとする。仕様については「防災拠点等となる建築物に係る機能継

続ガイドライン（新築版＋追補版）」令和元年６月 国土交通省住宅局、「災害拠点建築物の設計

ガイドライン（案）」2018年 国土交通省 国土技術政策総合研究所資料、｢官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準｣平成25年 国土交通省大臣官房官庁営繕を参考とした。 

 

災害拠点建築物の配置計画 

災害拠点建築物の敷地は、拠点機能に応じた広さ、形状とし、その配置は想定する機能が十分

発揮できるよう計画する。災害拠点建築物の配置は、災害時に想定される外力の方向や周辺建物

等との位置関係に留意して、災害時にその機能等を損なうことのないよう計画する。また、二次

災害の発生や、災害対策活動を考慮した車の動線計画、駐車場等の配置等にも留意して計画する。 

 

活動拠点室などの建築計画 

建築計画に当たっては、活動拠点室、活動支援室及び活動通路、活動上重要な設備室、危険物

を貯蔵又は使用する室等を特定し、それ以外の一般室と区分する。また、これらとは別に、機能

の停止が許されない室を特定する。 

活動拠点室、活動支援室及び活動通路、活動上重要な設備室、危険物を貯蔵又は使用する室、

機能の停止が許されない室等は、巨大地震等の後に要求される機能が発揮できるよう、その性能

を確保するものとする。一般室は、大地震動時及び大地震動後の人命の安全確保と二次災害の防

止が図られる性能とする。 

活動拠点室、活動支援室及び活動通路、活動上重要な設備室、危険物を貯蔵又は使用する室、

機能の停止が許されない室等は、大地震時に施設に求められる機能を維持・継続させるために必

要な規模の室、設備等を確保し、機能継続のために必要な対策を講じる。 

活動拠点室、活動支援室及び活動通路、活動上重要な設備室、危険物を貯蔵又は使用する室、

機能の停止が許されない室等は、エレベーターが停止した際のアクセスを考慮して配置する。 

 

ライフラインの状況を踏まえた業務計画に対応する建築計画 

被災後における建築物の機能については、当該建築物において想定される被害だけでなく、建

築物に繋がるライフライン機能（道路、電力、上下水、ガス等）の喪失・復旧の想定も踏まえ、
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時間軸に沿って想定した状況に対応できるように計画する。 

災害拠点建築物が発災時に性能を発揮し各部の損傷等が想定される範囲内にとどまった（ハ

ードウエア的な目標性能）としても、必要な物資の備蓄・供給やオペレーション上の支障等（ソ

フト的な目標性能）によって機能継続に支障が生ずることが考えられる。そのため、被災後の業

務計画の検討の一環として、発災後の時系列的な施設の利用状況や敷地周辺の被災状況（被災シ

ナリオ）を想定し、各段階で実現されることが期待される機能を整理しておくことが有効である。

特に、災害応急対策活動を支える各種の建築設備や備蓄物資については、その機能確保の状況が

応急対策活動の質を大きく左右する。そのため、災害拠点建築物に期待される役割に応じて、時

間軸に沿ってその状況を整理し、計画した効果が得られるかどうかを確認しながら建築計画を

行うことが重要である（図4.3.1参照）。 

 

 

図4.3.1 被災シナリオとライフライン確保の想定例 

 

非構造部材の耐震設計 

活動拠点室等、活動上重要な設備室、危険物を貯蔵又は使用する室、機能の停止が許されない

室等は、大地震時における人命の安全確保及び二次災害の防止に加えて、大きな補修をすること

なく、施設の機能が概ね継続できるように計画するとともに確実な施工を行う。該当する室の非

構造部材については、大地震時の構造体の変形に対して追従するとともに、大地震時の水平・鉛

直方向の地震力に対し、必要な安全性及び機能継続性を確保する。また、局所的な力の集中や共

振による応答増幅を考慮した設計とする。 

窓は、施設が立地する地域の気候特性、方位等を考慮した日射遮蔽性を確保するとともに、災

害時に必要となる自然採光及び自然通風の活用を考慮する。 

 

ライフラインの途絶等に対応した建築設備の機能確保 

対象建築物におけるライフライン（電力、ガス、上下水道等）の途絶時における機能継続およ

び円滑な復旧ができるよう計画する。想定を超えた災害、想定外の故障等に備えて、建築設備シ
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ステムの並列冗長化・分散化を図る。また、一部分の不具合が全体的な機能喪失に波及しにくい

構成にするとともに、代替設備の導入が容易な構成とする。平常時に使用する設備が非常時にも

継続利用できる計画が望ましい。仕様の詳細については4.6～4.9に記載する。 

 

揺れに伴う２次的被害を防止し、建物の即時利用エリアを確認できる 

大規模災害の発生直後の混乱した状況においては、専門技術者による詳細な躯体の損傷の評

価判定が期待できないことも想定される。そのため、あらかじめ建物カルテおよび点検シートを

作成し、専門技術者でない施設管理者等が建築物の継続使用を判断できるようにする。継続使用

の判断については、平成27年に内閣府から発行された「大規模地震直後における施設管理者等に

よる建物の緊急点検に係る指針」が活用できる。 

 

浸水対策 

ハザードマップ等により浸水の可能性のある地域においては、重要な財産・情報、復旧の長期

化する機器の浸水対策を行う。対策は建物内への浸水経路の止水対策を実施するとともに、浸水

対策が必要な各室については、止水性の高い壁や建具などによる区画を行う。災害応急対策活動

および重要機能諸室、重要インフラは想定水位より上階に配置することが望ましい。 

 

一時避難場所・避難所 

必要に応じて一時避難場所・避難所の機能を確保する場合は、高齢者、障害者等の利用を想定

した計画とする。津波到達時間が短く高台避難などが困難な場合は垂直避難できる計画とする。 

 

備蓄 

3日間分以上の備蓄を確保する。備蓄物資については、業務継続計画等から算出される必要な

食料・飲料水等のほか、災害時に使用する照明器具、小型発電機、簡易トイレなどの機器類の収

納・保管スペース、搬入出経路を確保する。また、設備の停止、ライフラインの途絶に備えた適

切な備蓄を行う。 

エレベーター停止等により重量物を階段で運搬することを想定した運搬手段を確保しておく

ことが望ましい。大地震後の軽微な補修・調整、被災部分の安全確保等に必要な資材等について

も備蓄しておくことが望ましい。 

 

トイレ 

マンホールトイレ等の災害用トイレを確保する。 

災害用トイレは、発災後の時間経過と被災状況を考慮し、携帯トイレ・簡易トイレ、マンホー

ルトイレ、仮設トイレ等、複数のタイプを組み合わせて確保する。 

マンホールトイレについては、雑用水槽にくわえ下水道本管への排水ができないことを想定し

た緊急用排水槽を確保する。洗浄水については、雨水や井水などの活用も有効である。雑用水槽、
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緊急用排水槽については3日分の備蓄を確保しておき、4日目以降については給水および汚水回

収を行うものとする。マンホールトイレについては、「マンホールトイレ整備・運用 のための

ガイドライン」令和３年３月 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部に詳述されている。 

 

 

（3.2）上級（Gold） 

以下に示す仕様を上回るものとする。普通級に比べ追加、変更されている事項を以下に示す。

記載のない項目については普通級以上の仕様とする。 

 

災害拠点建築物の配置計画・建築計画 

普通級にくわえ、外部からの支援部隊等を受け入れ、物資の一時集積､荷さばき等に要するス

ペースとして十分な駐車場、広場等を配置する。ヘリポートの設置が望ましい。 

 

地震対策 

普通級にくわえ、地震発生後に、建物内に設置されたセンサーの記録に基づいて、建物の健全

度を即時に推定するシステムの設置が望ましい。推定結果は、モニターで表示されるほか、メー

ルで遠隔地にレポート結果を送付する機能を設定するなどの機能を有しているものもあり、地

震の揺れによる建物の健全度を即時に把握して建物の継続利用の可否判断に利用できる。これ

らの健全度推定システムはゼネコン、設計事務所などが開発し提供している。 

 

浸水対策 

災害応急対策活動および重要機能諸室、重要インフラは想定水位より上階に配置する。 

 

備蓄 

7日間分以上の備蓄を確保する。備蓄物資については、業務継続計画等から算出される必要な

食料・飲料水等のほか、災害時に使用する照明器具、小型発電機、簡易トイレなどの機器類の収

納・保管スペース、搬入出経路を確保する。また、設備の停止、ライフラインの途絶に備えた適

切な備蓄を行う。 

エレベーター停止等により重量物を階段で運搬することを想定した運搬手段を確保しておく

ことが望ましい。大地震後の軽微な補修・調整、被災部分の安全確保等に必要な資材等について

も備蓄しておくことが望ましい。 

 

トイレ 

発災後もトイレ機能を維持する。災害時のトイレは、発災後の時間経過と被災状況を考慮し、

携帯トイレ・簡易トイレ、マンホールトイレ、仮設トイレ等、複数のタイプを組み合わせて確保

する。マンホールトイレについては、雑用水槽にくわえ下水道本管への排水ができないことを想
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定した緊急用排水槽を確保する。洗浄水については、雨水や井水などの活用も有効である。雑用

水槽、緊急用排水槽については7日分の備蓄を確保しておき、7日目以降については給水および汚

水回収を行うものとする。マンホールトイレについては、「マンホールトイレ整備・運用 のた

めのガイドライン」令和３年３月 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部に詳述されている。 

 

 

（3.3）特級（Platinum） 

以下に示す仕様を上回るものとする。上級に比べ追加、変更されている事項を以下に示す。記

載のない項目については上級以上の仕様とする。 

 

災害拠点建築物の配置計画・建築計画 

上級にくわえ、外部からの支援部隊等を受け入れ、物資の一時集積､荷さばき等に要するスペ

ースとして十分な駐車場、広場等を配置している。また、ヘリポートを設置する。 

 

地震対策 

構造躯体の健全性を遠隔確認できる。地震発生後に、建物内に設置されたセンサーの記録に基

づいて、建物の健全度を即時に推定するシステムを設置する。推定結果は、モニターで表示され

るほか、メールで遠隔地にレポート結果を送付する機能を設定するなどの機能を有しているも

のもあり、地震の揺れによる建物の健全度を即時に把握して建物の継続利用の可否を判断する

ことができる。これらの健全度推定システムはゼネコン、設計事務所などが開発し提供している。 

 

浸水対策 

建物内への浸水を防止する。そのため、外壁、外壁に面した開口部などは、河川氾濫、津波な

どに対する止水および防水性能を確保する。 

建物全体を浸水から守るため、敷地外周に止水壁（防潮壁）を設置する対策、敷地を嵩上げす

る対策もある。 

 

備蓄 

2週間分以上の備蓄を確保する。備蓄物資については、業務継続計画等から算出される必要な

食料・飲料水等のほか、災害時に使用する照明器具、小型発電機、簡易トイレなどの機器類の収

納・保管スペース、搬入出経路を確保する。また、設備の停止、ライフラインの途絶に備えた適

切な備蓄を行う。 

エレベーター停止等により重量物を階段で運搬することを想定した運搬手段を確保しておく

ことが望ましい。大地震後の軽微な補修・調整、被災部分の安全確保等に必要な資材等について

も備蓄しておくことが望ましい。 

参考文献 
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4.4 構造計画（構造躯体および非構造部材） 

3.1に定める防災拠点建築物又は建築物の部分に求められるグレード（特級、上級、普通級）

に応じて、2.4に示す極稀災害に対し、以下の(1)から(3)の基準を満たすよう構造計画を行う。 

 

(1) 構造躯体 

鉄筋コンクリート造（RC造）にあっては、外力作用時における層間変形角、層塑性率及び部

材塑性率を表4.4.1に、鉄骨造にあってはこれらに加え部材の累積塑性倍率を、木造にあって

は層間変形角を表4.4.2に示す数値以下とする。ただし、グレードに応じて求められる性能を

実現できることが確認された場合には、この限りではない。 

 

表4.4.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア RC造 

  

表4.4.2極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 鉄骨造及び木造 

 

 

RC造(壁フレーム構造)RC造(フレーム構造)

層間変形角： 1/225
層塑性率 ：－ (弾性限耐力以下)
部材塑性率：－ (弾性限耐力以下)

層間変形角： 1/150
層塑性率 ：－(弾性限耐力以下)
部材塑性率：－ (弾性限耐力以下)

特級
Platinum

層間変形角：1/150
層塑性率 ： 2.0
部材塑性率：μmu/1.33

層間変形角：1/100
層塑性率 ：2.0
部材塑性率：μmu/1.33

上級
Gold

層間変形角：1/100
層塑性率 ： 3.0
部材塑性率：μmu

層間変形角：1/75
層塑性率 ： 3.0
部材塑性率：μmu

普通級
Silver

上表において、μmuはRC造の部材塑性率の性能限界値であり、はりにあっては5.0、柱にあっては3.0とする。

木造鉄骨造

層間変形角：1/100 (骨組損傷無)

層間変形角：1/150
層塑性率 ：1.5
部材塑性率：2.5
部材の累積塑性倍率：ηmu⁄4.0

特級
Platinum

層間変形角：1/50

層間変形角：1/100
層塑性率 ：2.0
部材塑性率：3.75
部材の累積塑性倍率：ηmu⁄1.77

上級
Gold

層間変形角：1/30

層間変形角：1/75
層塑性率 ：3.0
部材塑性率：5.0
部材塑性率：ηmu

普通級
Silver

上表において、ηmuは鉄骨造の部材の累積塑性変形倍率の性能限界値であり、はり端の接合方法に応じて以下の
表に揚げる値とする。
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(2) 非構造部材 

  外力作用時において、次の表4.4.3に示す損傷より軽微な損傷となる状態を保つものとす

る。 

 

表4.4.3 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 非構造部材 

  

(3) ヘルスモニタリングシステムの実装 

過大入力時において機能不全の状態に陥った場合に、周囲の防災拠点からの迅速な支援が可

能となるよう、ヘルスモニタリングを実施することにより、災害後、直ちに建築構造等の機能

の健全性あるいは損傷程度を把握し表示できるようにする。 

 

【解説】 

常時及び極めて稀に発生する巨大災害以外の災害に対しては、建築基準法令の規定を満たす

必要がある。ここでの基準は、第１章に述べられた通り、大地震等の巨大災害時において防災拠

点となる建築物に対しては最低基準としての建築基準法の各規程だけでは不十分であることか

ら、より高いレベルの性能を持たせることを目的としたものである。 

なお、本文冒頭で「防災拠点建築物又は建築物の部分」としているように、本基準は、建築物

のある部分、例えば一部の階あるいは一部の区画のみの構造性能を強化して防災拠点とする場

合も適用可能とするものである。 

 

(1) 構造躯体について 

本文の表4.4.1及び表4.4.2に示すRC造と鉄骨造に関する層間変形角等の数値は、（一財）日本

建築構造技術者協会によるJSCA性能設計説明書2017年版【耐震性能編】1)を参照し定めたもので

ηmuの性能限界値はり端の接合方法

21.5JASS６型

36.5ノンスカラップ

13.6はり端混用（はり端部でフランジを現場接合、
ウェブを高力ボルト摩擦接合とした場合）

非構造部材

ほぼ損傷無特級
Platinum

多少損傷上級
Gold

一部脱落しても人命に危害をあたえない普通級
Silver
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ある。このJSCA性能設計書では、耐震性能グレードが特級、上級及び基準級に区分され、地震の

大きさに応じた層間変形角等のグレード毎の性能判定値が、RC造（フレーム構造と壁フレーム構

造の2種類）と鉄骨造のそれぞれについて性能数値表として示されている。ここで、各構造はさ

らに高層建築物（高さ31m超）と中層建築物（高さ20m～30m）に分類されているため、性能数値

表は、構造種別と建築物高さに応じ、計6種類用意されている（JSCA性能説明書1)中の表4.2.1-

4.2.4及び表4.3.1-4.3.2）。 

本文の表4.4.1と表4.4.2の鉄骨造に関する部分は、JSCA性能設計書による耐震性能グレード

が本ガイドライン3.1節に定める防災拠点施設に求められるグレード（特級、上級、普通級）に

対応すると見なし、RC造と鉄骨造のそれぞれについて、JSCA性能設計書の高層建築物に関する性

能数値表から「極めて稀に発生する地震動【震度6強程度】」に対する層間変形角等の性能判定用

の数値を抜粋し示したものである。なお、JSCA性能設計書によれば、これらの数値により性能判

定された建築物の極めて稀に発生する地震動に対する想定される被害程度は、特級で「軽微な被

害、主要機能確保」、上級で「小破、指定機能確保」、基準級で「中破（～大破）、限定機能確保

（～機能損失）」となる。また、修復性については、損傷程度が小破の場合、容易に修復可能で

あり、中破の場合、修復可能とされる。軽微な被害に留まれば継続使用可能となる。 

RC造と鉄骨造に係る本文表に示す数値は、JSCA性能設計書における高層建築物の性能数値表

に拠っているが、JSCA性能設計書においては、中層建築物の場合には、層間変形角の基準が上級

と基準級に対し緩和される。JSCA性能設計書は2021年に適用範囲の低層建築物への拡張が図ら

れている2)。これによれば、性能値は中層と低層で同じとなっている。 

JSCA性能設計書(2021年版)2)に示されている高層と中低層での極めて稀に発生する地震動に

対する層間変形角の判定基準値を以下の解説表1に示す。同表は、JSCA性能設計書(2021年版)中

の表2.5及び表2.6をまとめて編集したものである。本文中のただし書きの規定に適合するもの

として、本文表4.4.1の層間変形角の代わりに、中低層建築物の場合には、以下の表の数値を用

いてよい。 

 

解説表１ 

構造形式 耐震性能グレード 
層間変形角の判定基準値 

高層建築物 中低層建築物 

RC造 (フレーム

構造) 

特級 1/150 1/150 

上級 1/100 1/75 

基準級（普通級） 1/75 1/50 

RC造 (壁フレー

ム構造) 

特級 1/225 1/225 

上級 1/150 1/100 

基準級（普通級） 1/100 1/75 

鉄骨造 

特級 1/150 1/150 

上級 1/100 1/75 

基準級（普通級） 1/75 1/50 
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JSCA性能設計書において、木造については性能数値表が定められていない。そこで、本文表

4.4.2において木造については、日本建築学会による部材検定と応答評価(案)3)から、各種構造の

耐震グレードの表示例として示された木質構造の特級、上級、普通級ごとの２次設計用外乱に対

する構造体の具体的クライテリア(応答層間変形角)を引用している。日本建築学会による参考

文献3)では、RC造及び鉄骨造についても同様に特級、上級、普通級ごとの具体的クライテリア(応

答層間変形角)が示されているが、これらは、RC造（壁フレーム構造）の特級を除き、解説表１

に示すJSCA性能設計書による中低層建築物の層間変形角の判定基準値と同じ値となっている。

RC造（壁フレーム構造）特級の層間変形角についても、JSCA性能設計書の場合1/225、日本建築

学会の場合1/250であり、ほぼ同じ値と見なせる。 

 

現状において、防災拠点施設建築物の多くは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「(平成

25年制定)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」4)によるものと考えられる。同基準においては、

官庁施設の種類に応じて構造安全性の目標が定められている。構造躯体の構造安全性について

は、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類に分類されているが、それぞれ順に本ガイドラインの特級、上級、普通級

に相当するものと考えられる。この官庁施設計画基準においては極めて稀に発生する地震動に

対する層間変形角の制限値が以下の通り定められている。 

[構造種別]          「層間変形角の制限値」 

鉄筋コンクリート造          1/200 

鉄骨鉄筋コンクリート造        1/200 

鉄骨造                1/100 

これらの制限値は、構造安全性の分類に拠らず適用されるものとされる。また、必要保有水平

耐力の割り増し係数として、構造安全性の分類に応じた以下の重要度係数が課せられる。 

[構造安全性の分類]      「重要度係数（I）」 

Ⅰ類             1.5 

Ⅱ類             1.25 

Ⅲ類             1.0 

以上に示す官庁施設計画基準による層間変形角の制限値と本文表4.4.1に示す本ガイドライン

による層間変形角とを比較する。RC造の場合には、官庁施設計画基準による層間変形角の制限値

は、特級のRC造(壁フレーム構造)より大きく、RC造(フレーム構造)より小さい。本文表4.4.1の

上級以下になると本ガイドラインによる層間変形角の方が官庁施設計画基準より大きくなる。

鉄骨造の場合は、特級で層間変形角は本ガイドラインの方が小さく抑えられ、上級で同等、普通

級で官庁施設計画基準の方が小さく抑えられる。また、官庁施設計画基準では重要度係数を課す

ことで保有水平耐力に余裕を持たせているが、本ガイドラインは塑性率等を確認することでよ

り直接的に構造部材の損傷を抑制している。 

以上に示すように、官庁施設計画基準と本ガイドラインを比較した場合、層間変形角の制限値

等に細かな違いはあるものの、巨大災害時における災害拠点施設としての機能確保という目標
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は本ガイドラインと同じであり、官庁施設計画基準によっても本ガイドラインによる場合と同

等の構造性能が得られるものと見なせる。 

なお、重要度係数は直接的には必要保有水平耐力を割増しするために課せられるが、構造物の

変形を抑制するという観点からすると、終局耐力を上げるだけではなく、高い初期剛性が必要で

あることが指摘されている3)。また、官庁施設計画基準では構造安全性は、耐力ベースの重要度

係数によりグレード分けされていると言えるが、本ガイドラインでは、本文表4.4.1及び表4.4.2

に示す通り、変形角の制限値に基づきグレード分けを行っている。変形角を制限することにより、

非構造部材の損傷も抑制され、耐力を割増しするより、より直接的に建物の機能確保に繋がるも

のと考えたことによる。 

 

本文中には、免震構造と制振構造の取り扱いを明記していないが、建設コストの問題はあるに

しろ、一般的には、適切に設計されたこれらを適用することで、より効率的に表4.4.1及表4.4.2

に示す、より上位のグレードの性能を満たす構造を実現できることは明らかであろう。 

 

(2) 非構造部材について 

ここでの非構造部材とは、帳壁、間仕切り壁、仕上げ材、天井等を指す。表4.4.3では各グレ

ードで、極めて稀に発生する巨大災害時に非構造部材に許容される損傷状態を定めているが、こ

れらは上級で小破、普通級で中破程度の被害に相当する。 

JSCA性能設計書1)によれば、非構造部材の中破の様相として、鉄骨造の場合で天井材に損傷が

生じ一部で脱落が生じる、内壁の下地材に損傷が生じ一部で脱落する、外装材の一部に損傷が生

じるが脱落は生じないと言った例が挙げられる。小破の場合は天井材、内壁は一部に損傷、外壁

は継目のシール材に剥離、ずれなどの損傷が生じる等の例が挙げられる。表4.4.3は、こうした

JSCA性能設計書の記述を参考としている。 

非構造部材の損傷程度と修復期間を明確に対応づけることは一般には困難であるが、概ね、小

破の場合で２週間程度、中破の場合で２カ月程度と考えれば、構造躯体の場合と整合する。 

非構造部材の設計に当たっては、構造躯体の層間変形に対する追従性と非構造部材そのもの

に作用する地震力に対する安全性確保が必要になる。特に、非構造部材と構造躯体との接合方法

に入念な配慮が求められる。本文表4.4.1及び表4.4.2に示す通り、構造躯体のグレードが上がる

ほど、層間変形が抑制されるので、非構造部材の変形追従性もより確実に確保されると言える。 

 

(3) ヘルスモニタリングについて 

本ガイドラインでは、災害拠点間でネットワークが構成されることを想定している。このよう

なネットワークが構成される場合には、過大入力時に、周囲の災害拠点との連携や周囲からの支

援が期待される。そのため、個々の災害拠点においてはヘルスモニタリングシステムを実装する

こととして、ヘルスモニタリングにより健全性あるいは損傷の程度を速やかに判断できるよう

にする。災害拠点での被害が過大となり防災拠点としての機能に支障が生じた場合には、ヘルス
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モニタリングの結果を受け取った周囲の災害拠点より、速やかに支援が得られるものと期待さ

れる。 

 

(4) その他 

災害拠点施設となる建築物が、発災後、直ちに災害拠点としての役割を果たすには、室内被害

を防止することも極めて重要である。このような室内被害防止対策は、構造計画時というより建

物利用時になされるものと考えられるため本文には含めていないが、以下に関連する基準を示

すこととする。 

官庁施設に関する耐震基準4)、建築設計基準5)では、過去の地震被害を踏まえ、以下のように建

物内の家具、備品類の固定への配慮、措置を求めている。以下はこれらの参考文献4)5)より記載

内容を抜粋したものである。 

 

◆官庁施設の総合耐震・対津波計画基準4)  

2.2.3.3 建築非構造部材の各部設計 

1) 建築非構造部材の各部設計は、大地震動時及び大地震動後の人命の安全確保、物的被害の

軽減、避難経路の確保及び災害応急対策活動の実施のため、建築非構造部材が所要の機能を

発揮するよう、建築非構造部材の特性及び接合部の接合方法を的確に把握したうえで適切

に行う。また、家具又は備品類の固定に配慮し、適切に補強その他の必要な措置を講ずる。 

 

◆建築設計基準5)  

第２章 設 計 

2.8 各部・詳細 

2.8.1 共通の事項 

(2) 家具、造作等及びこれらの固定方法は、想定される通常の使用条件において、容易に損

傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩みを生じないものとする。 

第３章 建築非構造部材その他の耐震設計 

3.2 家具、門扉・囲障その他の工作物 

(1) 家具は、避難経路を考慮して適切な位置に設置するとともに、地震力に対する安全性を確

保したものとする。 

(2) 門扉・囲障その他の工作物は、災害応急対策活動又は避難に必要となる経路において通行

に支障が生じないよう設置位置を設定するとともに、地震力に対する安全性を確保したも

のとする。 

 

◆建築設計基準の資料5) 

第3 章 建築非構造部材その他の耐震設計 

3.2 家具、門扉・囲障その他の工作物 
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(1)壁等に固定する家具、門扉・囲障その他の工作物は、大地震動時に転倒、移動しないよ

うにする。 

(2)壁等に固定する家具は、収納物の散乱防止を考慮したものとする。 

(3)壁等に固定する家具の固定金具は、地震による引抜き力に対して固定できる強度である

ことを確認する。 

(4)建築非構造部材に家具を固定する場合は、建築非構造部材に補強その他の必要な措置を

講ずる。 

具体的な家具類の固定方法について東京消防庁がハンドブック6)にまとめている。ハンドブッ

クでは、家庭内あるいはオフィス内の家具類、家電製品の転倒、落下、移動対策の正しい方法や

対策を実施する上での留意点が示されているのでこれらを参考に出来る。 

 

 

参考文献 

1) (一社)日本建築構造技術者協会：JSCA 性能設計説明書 2017 年版【耐震性能編】，2018.3 

2) (一社)日本建築構造技術者協会：JSCA 性能設計説明書 2021 年版【耐震性能編(簡易法)】，

2023.3 

3) (一社)日本建築学会，規準・論文グローバル対応タスクフォース：部材検定と応答評価(案), 

2025 

4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部：官庁施設の総合耐震・対津波計画基準，2013 

5) 国土交通省大臣官房官庁営繕部，地方整備局等営繕部：建築設計基準，2024 

6) 東京消防庁：家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック，2024 
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4.5 基礎計画及び敷地内地盤 

(1) 建物基礎 

表4.5.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 建物基礎 

 

 

(2) 敷地内の地盤 

表4.5.2 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 敷地内の地盤 

 

 

 

液状化対策杭基礎直接基礎

液状化による地盤変状させ
ない対策を施すことが望ま
しい。
液状化を許容する場合は、
液状化による地盤変状を考
慮した検討を⾏う

構造上の補修・補強を必要とす
るような損傷が⽣じない
不同沈下は⽣じない
• 杭体︓短期許容応⼒度内
• 杭反⼒︓短期許容⽀持⼒・引
抜⼒以下・基礎の傾斜⾓︓使
⽤限界状態以下

構造上の補修・補強を必要とす
るような損傷が⽣じない
不同沈下は⽣じない
• 基礎部材︓短期許容応⼒度内
• 基礎の傾斜⾓︓使⽤限界状態
以下

特級
Platinum

液状化の発⽣を最⼩限にと
どめる対策を施すことが望
ましい。
液状化を許容する場合は、
液状化による地盤変状を考
慮した検討を⾏う

軽微な損傷を許容するが、耐⼒
低下を⽣じない
有害な不同沈下を⽣じさせない
• 杭体︓弾性限耐⼒内
• 杭反⼒︓短期許容⽀持⼒・引
抜⼒以下

• 基礎の傾斜⾓︓損傷限界状態
以下

軽微な損傷を許容するが、耐⼒
低下を⽣じない
有害な不同沈下を⽣じさせない
• 基礎部材︓弾性限耐⼒以下
• 基礎の傾斜⾓︓損傷限界状態
以下

上級
Gold

液状化対策を⾏わない場合
は、液状化による地盤変状
を考慮した検討を⾏う

部分的な損傷を許容するが、建
物全体の転倒や倒壊に⾄らない
• 杭体︓終局耐⼒内
• 杭反⼒︓終局許容⽀持⼒・引
抜⼒以下

• 基礎の傾斜⾓︓損傷限界状態
以下

部分的な損傷を許容するが、建
物全体の転倒や倒壊に⾄らない
• 基礎部材︓脆性的な破壊を⽣
じない

• 基礎の傾斜⾓︓終局限界状態
以下

普通級
Silver

それ以外の地盤屋外サービスエリア地盤

• 液状化は許容する
• ただし、地盤の変状が、施設建物や屋外サー
ビスエリアの機能に及ばないようにする

• 液状化の発⽣を最⼩限にとめる
• 地盤変状の影響が⽣じないようにする

特級
Platinum

• 液状化は許容する
• ただし、地盤の変状が、施設建物や屋外サー
ビスエリアの復旧を妨げない範囲にとどめる

• 液状化の発⽣を早期復旧可能な範囲にと
どめる

• 地盤変状の影響を復旧可能な範囲にとど
める。最⼩限にとどめる

上級
Gold

• 液状化や地盤変状を許容する
• ただし⼈的被害や施設建物の安全性に影響し
ないことを確認する

• 液状化や地盤変状を許容する
• ただし、⼈的被害や施設建物の機能に影
響しないことを確認する

普通級
Silver
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【解説】 

建物の基礎に生じる被害は、建物の機能や安全性を著しく損なう。また、敷地内の地盤の被害

により、防災拠点施設に期待される機能が発揮できず、例えば、指揮活動や救助活動などに重大

な支障が生じる可能性もある。 

本節では、建物直下の地盤の性状に大きく影響を受ける建物基礎（直接基礎・杭基礎）と、敷

地内の地盤（屋外サービスエリア・それ以外）についてグレーディングを行った。 

 

（1）建物基礎に対するクライテリア 

基礎の設計を行うにあたり、地盤調査を実施し、基礎形式を決定する。液状化が発生する可能

性がある地盤に対しては、液状化の程度と建物に求められる機能を考慮し、液状化対策の採否を

判断する。液状化対策を施さずに、より強固な基礎により抵抗する設計が可能な場合もあれば、

対策を施し液状化のリスクが低減された地盤に対して基礎を設計することも可能である。 

地盤の性状に合わせた基礎の検討結果が、直接基礎は、基礎部材と基礎の傾斜角、杭基礎は、

杭体、杭反力、基礎の傾斜角の目標を設定することで、グレードに相応しい機能を満足できると

した。 

検討については、現行の建築基準法では、基礎に関する大地震時の2次設計が不要であるが、

昨今の地震被害を鑑み、大地震に対する基礎の検討を行うことを推奨する。具体的な検討方法に

ついては、建築基礎構造設計指針1）（以降「基礎指針」という）等を参照されたい。 

直接基礎は、基礎部材の応力と基礎の傾斜角に対する目標性能を定める。基礎の傾斜角につい

ては、例えば、基礎指針に、建物種別や地盤の状況に応じた使用限界状態、損傷限界状態、終局

限界状態が示されている。（図4.5.1） 

杭基礎は、杭体の応力と杭反力、基礎の傾斜角に対する目標性能を定める。基礎の傾斜角

は、直接基礎と同様の状態で区分している。 

 

表 4.5.1 設計使用限界の例  

基礎指針 表 5.3.8 沈下の設計用限界値の目安 1） 

想定荷重 性能グレード 
要求性能のレベル 

（限界状態） 
変形角の設計用限界値の目安 

常時荷重 ― 仕様限界状態 
即時沈下 1×10－3(rad) 

圧密沈下 2×10－3(rad) 

レベル 1荷重 ― 
損傷限界状態 5×10－3(rad) 

レベル 2荷重 
S 

A 終局限界状態 7×10－3(rad) 
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（２）敷地内の地盤に対するクライテリア 

防災拠点施設敷地内の地盤については、屋外サービスエリアの地盤と、それ以外の地盤に分

類してクライテリアを設定した。屋外サービスエリアとは、外構部（配管等のライン）、構内道

路や駐車場、原材料や商品の積み下ろし場等を指し、災害時には救援・復旧活動に重要な役割

を果たす場合がある。 

地震時の地盤被害として代表的なものは液状化であるが、そのほかに盛土や擁壁の崩壊、地

すべりなどを考慮すべき地域もあることから、土砂崩壊・地すべり等をまとめて地盤変状と称

した。防災拠点施設の立地地点の周辺地形に応じて、液状化と地盤変状の両方の観点からクラ

イテリアを設定した。 

「特級」に該当する施設・建屋は、災害直後でも通常通りの機能を維持することが求められ

ていることから、屋外サービスエリアも液状化や地盤変状を最小限にとどめ、配管の健全性や

車両の通行、物資の積み下ろし等に支障のないようにクライテリアを設定した。それ以外の地

盤は、液状化は許容するが、地盤変状が他のエリアに及ばないようにすることが重要である。 

「上級」に該当するサービスエリアについては、早期復旧可能な範囲に液状化や地盤変状を

とどめることとした。早期復旧の方法としては、沈下や傾斜を復旧する資器材の事前確保や、

配管等が損傷した場合の代替品準備などがある。 

「普通級」では人的被害が生じないことを目標に、建屋の倒壊を回避できるレベルとした。 

 

液状化についての地盤の変状については、FL 値や Dcy 値、PL 値などの指標や、液状化地盤の

地表からの深度や、液状化地盤の上部の地盤の種類等を総合的に判断することとする。 

 

 

 

参考文献 
1) 日本建築学会（2019）.『建築基礎構造設計指針（第3版）』.日本建築学会. 
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4.6 設備計画（建物内給排水設備） 

（1）建物内給排水設備 

表4.6.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 建物内給排水設備 

 

【解説】 

防災拠点となる建物内の給排水設備は、上下水道が途絶しない限り、給排水機能を維持するこ

とが求められ、耐震性・継続性・代替性・復旧容易性を配慮した計画が必要となる。具体的な対

策については後述する。 

また、給排水設備は、建物内に水と排水を貯留できる点が、電気やガス等の他のインフラ設備

とは大きく異なる。上下水道が途絶した場合でも、建物内に水と排水を貯留できるように計画し

ておけば、給排水機能を維持できる可能性がより高くなる。 

空気調和・衛生工学会発行の「災害時のBCP検証手法ガイドライン－空調・衛生設備を中心に

－」を参考に、基本条件・耐震性・継続性・代替性・復旧容易性の5つの観点から、給排水設備

計画における検討すべきクライテリアについてシートにまとめた。 

 

 

  

対策概要下水
Sewerage servicek

上水
Water supply

・非常用の備蓄水量と排水貯留
槽を14日間分確保
・機器や盤類及び配管の耐震ク
ラスS

継続使用可能継続使用可能特級
Platinum

・非常用の備蓄水量と排水貯留
槽を7日間分確保
・機器や盤類及び配管の耐震ク
ラスS

１週間以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

１週間以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

上級
Gold

・非常用の備蓄水量と排水貯留
槽を3日間分確保
・機器や盤類及び配管の耐震ク
ラスA

１か月以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

1ケ月以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

普通級
Silver
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4.6.1 給水機能の維持 

 非常時の給水機能を維持するための対策を、飲料水・雑用水の確保の観点も含めて、クライテ

リアごとに整理した（表4.6.2）。以下の5分野に考慮して対策を行うことが重要である。 

 

（1）基本条件 

 上水道が断水した場合の想定として必要容量を検討する。ただし、水道法、建築物における衛

生的環境の確保に関する法律などに定められた貯留水の水質維持にも注意が必要となり、災害

時の優先利用先、節約利用の方法を検討し、備蓄容量が過大にならないようにすることも重要で

ある。 

また、受水槽など給水機器は水損の可能性が少ない場所に設置するのが望ましい。洪水ハザー

ドマップにおける浸水想定レベルに応じた対策や局所的な集中豪雨による給水機器の水損対策

などにも注意する。 

 

（2）耐震性 

 受水槽や配管支持などの耐震基準については、地震動による機器と配管間などの変位吸収措

置の状況なども合わせて検討する。 

 

（3）継続性 

受水槽まわりの緊急遮断弁設置、貯留水の水質維持の措置や機器類の複数台設置、非常電源 

対応（給水ポンプ、凍結防止ヒーター等）など設備のバックアップ方法について検討する。 

 

（4）代替性 

通常の給水設備に代わって給水を行えるような代替設備（給水車対応、井戸利用、蓄熱槽利用

等）の設置について検討する。 

 

（5）復旧容易性 

万が一機器や配管が被害を受けた場合に、早期に状況を把握し被害を最小限にし、復旧が容易

にできるシステムを検討する。 
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表4.6.2 給水機能維持のためのクライテリア 

  

特級 上級 普通級

内容 内容 内容

備蓄水量 災害時に確保できている水量 14日間分以上 7日間分以上 3日間分以上

水槽・機器
上階設置や防水板などにより浸水レベル
以上の水害対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

受水槽・高置水槽 水槽類の耐震
耐震クラスSとする
（幹線や給排水管等の付帯
設備含む）

耐震クラスSとする
(保安設備等、ビル機能維
持に重要な設備施設につい
ては耐震クラスＳとする)

耐震クラスAとする

機器 機器や盤の転倒防止対策 耐震クラスSとする 耐震クラスAとする ⇐　同左

配管の耐震支持 耐震クラスSとする 耐震クラスAとする ⇐　同左

可とう継ぎ手など地震時の配管・機器間
などの変位吸収対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

屋外配管
地盤改良・建物躯体からの配管支持など
の沈下対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

建物引き込み部
可とう継ぎ手など地震時の建物・配管間
の変位吸収対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

引き込み管
緊急遮断弁の設置(引き込み管破損時の土
砂流入への対応として、上水受水槽の１
次側に対する緊急遮断弁設置)

設置する ⇐　同左 設置しない

受水槽
緊急遮断弁の設置(２次側に緊急給水遮断
弁を設けて配管破損による漏水に備え
る。)

設置する ⇐　同左 ⇐　同左

高置水槽
緊急遮断弁の設置(２次側に緊急給水遮断
弁を設けて配管破損による漏水に備え
る。)

設置する ⇐　同左 ⇐　同左

受水槽 水槽に直接採水可能な給水栓の設置 設置する ⇐　同左 ⇐　同左

衛生器具
手動水栓、発電機対応器具、手動操作可
能対応器具

発電機対応器具を採用する
とともに、手動操作可能対
応器具とする。

⇐　同左
手動操作可能対応器具とす
る。(発電機対応はしない)

水質維持 滅菌装置を設置 設置する ⇐　同左 ⇐　同左

受水槽 受水槽が複数基設置 複数基設置する ⇐　同左 複数基設置しない

水搬送機器 ポンプ等を複数台設置 複数基設置する ⇐　同左 ⇐　同左

制御盤 CPU基盤２重化、故障時自動切替対応 対応する ⇐　同左 故障時自動切替対応のみ

機器電源
ポンプ、凍結防止ヒーター等の電源が非
常電源対応

対応する ⇐　同左 ⇐　同左

補給水
給水車から直接補給できる位置に水槽を
設置するか、補給水配管が設置されてい
る

設置する ⇐　同左 設置しない

飲料水
井戸設備(濾過装置含む)・浄水設備・ペッ
トボトルなどの代替手段がある

設置する ⇐　同左 ⇐　同左

雑用水
雨水貯留槽・井戸設備・蓄熱槽・冷却塔
補給水槽・消火水槽などの代替手段があ
る

設置する ⇐　同左 ⇐　同左

仮設機器
各種水槽から直接取水できるよう簡易ポ
ンプが設置されている

設置する ⇐　同左 ⇐　同左

機器 インバーターバイパス回路付 設置する ⇐　同左 ⇐　同左

警報装置
メイン配管ＰＳなど要所に漏水検知を設
置

設置する ⇐　同左 設置しない

配管
断水エリアを限定できるように配管系統
が細分化されている

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

配管
各分岐部に止水弁を設け、必要な系統以
外を遮断できる

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

配管 十分な保守スペースが確保されている 対策を講じる ⇐　同左 対応しない

材料選定
特注品とならない標準的な材料が使用さ
れている

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

機器選定
特注品とならない標準的な機器が使用さ
れている

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

区分

災害時に必要となる水が備蓄
されている

水槽、機器は水損の可能性が
少ない場所に設置されている

災害時に運転する機器等の電
源は、発電機回路となってい
る
給水車から水槽に補給できる
構造となっている

受水槽は長期間の貯水に対
し、水質維持対策が設けられ
ている

災害時に利用できる他の水源
がある

代替性

復旧
容易性

復旧の容易性を考慮した材料
及び機器選定がなされている

飲料水・雑用水確保
のための整備

整備内容

基本
条件

耐震性
機器や盤類及び配管の耐震性
能が確保されている

継続性

液状化の危険性がある場合、
対策がとられている

災害時に使用する器具は、停
電時・断水時にも出水可能で
ある

機器は、予備器設置又は複数
台に分割されている

必要な系統以外を遮断できる
対策が講じられている
機器や配管まわりには、十分
な保守スペースが取られてい
る

早期に水漏れを検知する対策
が講じられている

断水エリアを限定できる対策
が講じられている

インバーターを持つ機器は、
電源のバイパス切替が可能で
ある

配管
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4.6.2 排水機能の維持 

 非常時の排水機能を維持するための対策を、排水の貯留の観点も含めて、クライテリアごとに

整理した（表4.6.3）。以下の5分野に考慮して対策を行うことが重要である。 

 

（1）基本条件 

公共下水道が遮断された場合の想定として排水放流先の確保ができるか検討する。施設内に

一時貯留する非常用排水貯留槽を設置する場合、必要容量を算定する。  

 

（2）耐震性 

配管支持などの耐震基準については、地震動による機器と配管間などの変位吸収措置の状況

なども合わせて検討する。 

 

（3）継続性 

排水再利用設備の設置状況、機器類の複数台設置、非常電源対応（排水ポンプ、排水処理設備

等）などの設備バックアップ方法について検討する。集中豪雨時などに公共下水本管（合流地区）

の水位上昇による建物低層部への下水逆流も考慮する必要がある。 

 

（4）代替性 

通常の排水設備に代わって排水を行えるような代替設備を検討する。 

 

（5）復旧容易性 

万が一機器や配管が被害を受けた場合に、早期に状況を把握し被害を最小限にし、復旧が容易

にできるシステムを検討する。 
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表4.6.3 排水機能維持のためのクライテリア 

 

特級 上級 普通級

内容 内容 内容

敷地外 河川等への直接放流の可否 可能であれば対応 ⇐　同左 対応しない

敷地内 非常時用の排水貯留槽を設けている 14日間分 7日間分 3日間分

配管の耐震支持 耐震クラスSとする 耐震クラスSとする 耐震クラスAとする

可とう継ぎ手など地震時の配管・機器間
などの変位吸収対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

屋外配管
地盤改良・建物躯体からの配管支持など
の沈下対策

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

建物引き込み部
可とう継ぎ手など地震時の建物・配管間
の変位吸収対策が講じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

屋外排水管

逆流防止弁の設置や１階排水系統は排水
槽へ貯留しポンプアップ排水にするなど
建物低層部へ逆流しないような対策が講
じられている

対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

再利用設備
排水再利用設備が設置されている(雨水利
用設備や汚水・厨房排水処理設備など)

雨水利用だけでなく、汚
水・厨房排水処理を行う

⇐　同左 雨水利用を行う

排水搬送機器 排水ポンプを複数台設置 設置する ⇐　同左 ⇐　同左

制御盤 故障時自動切換え対応 対応する ⇐　同左 ⇐　同左

排水搬送機器 排水ポンプの電源が非常電源対応 対応する ⇐　同左 ⇐　同左

排水処理設備
排水処理設備(再利用設備含む)の電源が非
常電源対応

対応する ⇐　同左 ⇐　同左

非常用トイレ 排水槽、排水桝 設置する ⇐　同左 ⇐　同左

排水貯留 湧水槽などを非常用排水槽に利用できる 対策を講じる ⇐　同左 ⇐　同左

警報装置
メイン配管ＰＳなど要所に漏水検知を設
置

設置する ⇐　同左 設置しない

配管 十分な保守スペースが確保されている 対策を講じる ⇐　同左 対応しない

材料選定
特注品とならない標準的な材料が使用さ
れている

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

機器選定
特注品とならない標準的な機器が使用さ
れている

対策を講じる ⇐　同左 対応しない

継続性

機器は、予備器設置又は複数
台に分割されている

復旧の容易性を考慮した材料
及び機器選定がなされている

復旧
容易性

代替性

災害時に運転する機器の電源
は発電機回路になっている

合流地区で集中豪雨時など下
水本管からの逆流防止対策が
とられている

液状化の危険性がある場合、
対策がとられている

雑用水などに利用できる排水
再利用設備が設置されている

災害用マンホールトイレのマ
ンホールが設置してある

災害時に使用する排水の放流
先が被害状況に応じ、切り替
えられる

早期に水漏れを検知する対策
が講じられている
機器や配管まわりには、十分
な保守スペースが取られてい
る

耐震性
機器や盤類及び配管の耐震性
能が確保されている

配管

排水確保のための整備 整備内容

基本
条件

災害時の排水放流先が確保さ
れている

区分
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4.7 情報通信インフラ 

(1) 目標復旧期間 

表4.7.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 

 
 

(2) 要求仕様 

表4.7.2 要求仕様 

 

備考情報通信ネットワーク
Information and Communication Network

継続・復旧する機能
・重要な閉域ネットワークの
使⽤ （LGWAN※等）

・インターネットの使⽤
・防災無線の使⽤

※LGWAN:総合⾏政ネットワーク

継続使⽤可能
・集積エリア内のシステム・ネットワークの継続使⽤が可能

特級
Platinum

１週間以内に復旧
（⾳声通話・インターネット使⽤の暫定復旧は24時間以内）
・集積エリア内の機器点検・交換、災害対策⽤移動通信機器

の設置によりシステム・ネットワークの使⽤が可能

上級
Gold

1ケ⽉以内に復旧
（⾳声通話の暫定復旧は24時間以内）
・集積エリア内の機器点検・調達・交換によりシステム・

ネットワークの使⽤が可能

普通級
Silver

要求仕様情報通信ネット
ワーク

【冗⻑性】
①通信回線の多重化

（光回線、無線回線、⾼速衛星回線の導⼊）
②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採⽤）
③アクセス回線の多重化（アクセスポイント（通信事業者施設）、引き

込み経路の⼆重化）
④システム・ネットワークの同⼀予備の準備（予備機も電源を⼊れ、稼

働中のものと常に同期。異常時の速やかな切り替えが可能であり、シス
テム・ネットワークに停⽌時間が発⽣しない。）

【電⼒供給】
①無停電電源装置による電⼒供給（短時間の停電への対応）
②⾮常⽤発電設備などによる電⼒供給（⻑時間の停電への対応）

【物理的耐震性】
①機器及び機器設置⽅法の耐震化（⼤地震時の振動に対する対応）

継続使⽤可能
・集積エリア内のシ

ステム・ネット
ワークの継続使⽤
が可能

特級
Platinum

【冗⻑性】
①通信回線の多重化（光回線、無線回線の導⼊）
②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採⽤）
③アクセス回線の多重化（アクセスポイント（通信事業者施設）、引き

込み経路の⼆重化）
④システム・ネットワークの同⼀予備の準備（予備機は電源を⼊れない。

切り替えの際にシステムやネットワークに停⽌時間が発⽣する。）
⑤総務省が保有する災害対策⽤移動通信機器、ＩＣＴユニットの活⽤

【電⼒供給】
①無停電電源装置による電⼒供給（短時間の停電への対応）
②移動⽤発電設備などによる電⼒供給（⻑時間の停電への対応）

【物理的耐震性】
①機器及び機器設置⽅法の耐震化（⼤地震時の振動に対する対応）

１週間以内に復旧
（⾳声通話・イン
ターネット使⽤の暫
定復旧は24時間以
内）
・集積エリア内の機

器点検・交換、災
害対策⽤移動通信
機器の設置により
システム・ネット
ワークの使⽤が可
能

上級
Gold

【冗⻑性】
①通信回線の多重化（光回線、無線回線の導⼊）
②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採⽤）
③アクセス回線の多重化（アクセスポイント（通信事業者施設）、引き

込み経路の⼆重化）
④通信事業者の保有する災害対策機器の活⽤

【電⼒供給】
①無停電電源装置による電⼒供給（短時間の停電への対応）
②移動⽤発電設備などによる電⼒供給（⻑時間の停電への対応）

【物理的耐震性】
①機器及び機器設置⽅法の耐震化（⼤地震時の振動に対する対応）

1ケ⽉以内に復旧
（⾳声通話の暫定復

旧は24時間以内）
・集積エリア内の機

器点検・調達・交
換によりシステ
ム・ネットワーク
の使⽤が可能

普通級
Silver
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【解説】 

情報通信インフラは、デジタル化の発展した現代社会においてその重要性をますます増して

おり、公共サービス、災害対応、経済、教育、医療など多岐にわたる分野において不可欠な基盤

となっている。防災拠点建築物集積エリアの施設においても、それぞれの施設利用組織が実施し

なければならない業務を滞りなく行うためには、情報通信インフラの継続使用に関する対策を

設計に考慮することが重要となる。 

本項では、それぞれの施設が目標とする緊急時や災害時の復旧期間に対応する情報通信イン

フラの仕様例について示す。 

 

4.7.1 施設のグレードと目標復旧期間 

各グレードに対応する情報通信インフラの目標復旧期間を下表に示す。なお、対象とする災

害は、極めて稀に発生する災害である。 

 

表4.7.3 情報通信インフラの目標復旧時間 

グレード 目標復旧期間 備考 

特級 
継続使用可能 集積エリア内のシステム・ネットワークの

継続使用が可能 

上級 

１週間以内に復旧 

(音声通話・インターネット使

用の暫定復旧は24時間以内) 

集積エリア内の機器点検・交換、災害対策

用移動通信機器の設置によりシステム・ネ

ットワークの使用が可能 

普通級 

１ヶ月以内に復旧 

(音声通話の暫定復旧は24時間

以内) 

集積エリア内の機器点検・調達・交換によ

りシステム・ネットワークの使用が可能 

 

対象となる施設は、主に都道府県や市町村が使用する防災拠点施設であるため、情報通信イ

ンフラが継続・復旧しなければならない機能として、以下に示す機能を想定した。 

○重要な閉域ネットワークの使用（「LGWAN：総合行政ネットワーク」等） 

○インターネットの使用 

○防災無線の使用 

 

4.7.2 通信ネットワークの被災シナリオ 

極めて稀に発生する災害に対しても情報通信インフラの継続使用や被災時の早期復旧を可

能とするためには、継続使用を阻害する原因に対して事前の対策を準備しておく必要がある。 

情報通信インフラの継続使用を阻害する通信ネットワークの被災シナリオとしては、下記

が想定される。 

○光回線通信事業者 ：通信事業者施設内の設備被災 

停電長期化による通信事業者施設内通信設備への電力供給断 

通信事業者施設と防災拠点をつなぐアクセス回線の被災（有線） 
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○無線回線通信事業者：通信事業者施設内の設備被災 

停電長期化による通信事業者施設内設備への電力供給断 

通信事業者施設と無線基地局をつなぐアクセス回線の被災（有線） 

無線基地局の設備被災 

停電長期化による無線基地局設備への電力供給断 

○防災拠点     ：防災拠点内の設備の故障・不具合 

停電長期化による防災拠点内設備への電力供給断 

 

 

 

図4.7.1 通信ネットワークの被災シナリオ 

 

4.7.3 要求仕様に考慮する要素 

情報通信インフラの継続使用、早期復旧を可能とするためには、以下の要素を情報通信イン

フラの仕様に考慮することが重要である。 

○冗長性   ：通信回線などの多重化、同一予備機などの準備によるシステムの信頼性向上 

○電力供給  ：停電時にもシステムが稼働し続けるための電源対策 

○物理的耐震性：大地震時の振動に対するシステムの耐震性向上 

 

4.7.4 特級グレードの要求仕様 

特級グレードの施設では、極めてまれに発生する災害に対しても情報通信インフラの継続

使用を目標としている。以下に特級グレードの施設のための要求仕様を示す。 
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表4.7.4 特級グレードのための要求仕様 

要素 要求仕様 

冗長性 

①通信回線の多重化（光回線、無線回線、高速衛星回線の導入） 

②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採用） 

③アクセス回線の多重化（アクセスポイント(通信事業者施設)、引き込み

経路の二重化） 

④システム・ネットワークの同一予備の準備（予備機も電源を入れ、稼働

中のものと常に同期。異常時の速やかな切り替えが可能であり、システ

ム・ネットワークに停止時間が発生しない。） 

電力供給 
①無停電電源装置による電力供給（短時間の停電への対応） 

②非常用発電設備などによる電力供給（長時間の停電への対応） 

物理的耐震性 ①機器及び機器設置方法の耐震化（大地震時の振動に対する対応） 

 

(１) 冗長性 

情報通信インフラの継続使用を期待できるようにするためには、単一または複数の被災

シナリオの発生が通信の停止に直結しないよう、通信回線、通信事業者、アクセス回線の多

重化による冗長化を図ることが重要である。また、施設内のシステム・ネットワークについ

ても、稼働中のものと同一の予備を準備し、異常時には自動的に切り替えが可能な構成とし

ておくことも必要である。 

 

① 通信回線の多重化 

通信回線の多重化では、光回線、無線回線および高速衛星回線の導入が考えられ、使用中

の回線異常時には他の回線に自動的に切り替わる設定としておく。なお、非地上系ネットワ

ークである高速衛星回線は、地上の災害の影響を受けないため災害時における通信の確保

に有用であるが、現時点では利用者が増えた場合の安定性・性能が見極められない面などが

あることに注意が必要である。 

 

② 通信事業者の多重化 

通信事業者の多重化では、複数の通信事業者の採用により異なる通信ネットワークを構

成するものであり、一つの通信ネットワークに何らかの障害が発生した場合においても通

信の継続使用を期待することができる。 

 

③ アクセス回線の多重化 

アクセス回線の多重化では、防災拠点がつながるアクセスポイント（通信事業者施設）に

何らかの被災シナリオが発生しても通信が停止しないように、アクセスポイントを二重化

するものであり、それぞれのアクセスポイントと防災拠点をつなぐアクセス回線の経路に

ついても完全に独立させる必要がある。更に、一つのアクセスポイントから防災拠点までの

アクセス回線経路を複数確保しておくこと、防災拠点施設内へのアクセス回線の引き込み

口を複数口確保して建物内ネットワーク経路を複数化することも物理的な損傷リスクの分
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散につながる。 

 

④ システム・ネットワークの同一予備の準備 

主系と予備系の両方のシステム・ネットワーク機器に電源を入れ、常に同期させることに

より、主系に障害が発生した場合でも即座に予備系に切り替えることが可能となり、システ

ム・ネットワークの停止時間の発生を防止することができる。 

なお、災害発生直後に情報インフラが使用できなくなった関係組織との相互連絡や情報

収集に活用するために、衛星電話を設置しておく。 

 

(２) 電力供給 

停電などにより電力供給の途絶が発生した場合においても情報通信インフラを安定稼働

し続けるためには、短時間の停電への対応を目的として無停電電源装置を採用するととも

に、長時間の停電に対応するために施設に備えられている非常用発電設備などからの電力

供給をし続ける必要がある。 

 

① 無停電電源装置による電力供給 

電源の瞬断や短時間の停電発生時においても通信を確保するために、無停電電源装置を

導入する。無停電電源装置の容量は、情報通信インフラが必要とする電力供給量や非常用発

電機が起動する時間などを考慮して適切な容量を確保する必要がある。 

 

② 非常用発電設備などによる電力供給 

無停電電源装置の電力供給では不足する長時間の停電時においても通信を確保するため

に、施設に備えられている非常用発電設備などの電源設備から情報通信インフラに電力を

供給し続ける必要がある。 

 

(３) 物理的耐震性 

極めて稀に発生する巨大地震時においても通信を確保するためには、想定される巨大地

震時の施設内の振動に対しても、施設内に構築される情報通信インフラには故障や不具合

が生じないように対策する必要がある。 

例えば、機器自体や機器を収納するラックも含めた機器の固定方法などについて、想定さ

れる振動に対しても機能障害や物理的損傷が生じないことを、振動台を用いる振動試験等

により事前に確認しておくことも一つの方法である。 

 

4.7.5 上級グレードの要求仕様 

上級グレードの施設では、極めてまれに発生する災害に対して情報通信インフラの１週間

以内の復旧を目標とし、音声通話とインターネット使用の暫定復旧については24時間以内と
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している。 

復旧は、集積エリア内の機器については点検・交換により、通信回線については災害対策用

移動通信機器などの設置により確保する。 

以下に上級グレードの施設のための要求仕様を示す。 

 

表4.7.5 上級グレードのための要求仕様 

要素 要求仕様 

冗長性 

①通信回線の多重化（光回線、無線回線の導入） 

②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採用） 

③アクセス回線の多重化（アクセスポイント(通信事業者施設)、引き込

み経路の二重化） 

④システム・ネットワークの同一予備の準備（予備機は電源を入れな

い。切り替えの際にシステムやネットワークに停止時間が発生する。） 

⑤災害対策用移動通信機器、ICTユニットの総務省からの借用 

電力供給 
①無停電電源装置による電力供給（短時間の停電への対応） 

②移動用発電設備などによる電力供給（長時間の停電への対応） 

物理的耐震性 ①機器及び機器設置方法の耐震化（大地震時の振動に対する対応） 

 

(１) 冗長性 

情報通信インフラを１週間以内に復旧することを目標とするには、特級グレードと同様

に、通信回線、通信事業者、アクセス回線の多重化により冗長化を図ることが重要である。 

 

① 通信回線の多重化 

通信回線の多重化では、光回線、無線回線の導入が考えられ、使用中の回線の異常時には

他の回線に自動的に切り替わる設定としておく。上級グレードでは、高速衛星回線の導入は

要求仕様に含めていない。 

 

② 通信事業者の多重化 

通信事業者の多重化は、特級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

③ アクセス回線の多重化 

アクセス回線の多重化についても、特級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

④ システム・ネットワークの同一予備の準備 

上級グレードでは、主系と同じ予備系のシステム・ネットワーク機器を準備しておき、主

系に障害が発生した場合に予備系を起動し、手動にてシステムを切り替えることにより情

報通信インフラを復旧させる。 

 

⑤ 総務省が保有する災害対策用移動通信機器、ICTユニットの借用 
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複数の被災シナリオの発生により、防災拠点から光回線、無線回線の両方が使用できなく

なった場合には、総務省が全国の総合通信局などに配備している災害対策用移動通信機器

およびICTユニットを借用し、情報通信インフラの必要機能を復旧させる。この時、音声通

話とインターネット使用の暫定復旧については、24時間以内を目標とする。 

なお、災害発生直後の関係組織との相互連絡や情報収集に活用するために、上級グレード

の施設には衛星電話を設置しておく。 

 

(２) 電力供給 

短時間の停電には無停電電源装置にて対応するが、長時間の停電には、移動用発電設備な

どの発電設備を準備して対応する。 

 

① 無停電電源装置による電力供給 

無停電電源装置による電力供給については、特級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

② 移動用発電設備などによる電力供給 

長時間の停電には、可搬型の移動用発電設備などの発電設備を準備して対応する。なお、

施設に非常用発電設備などの電源設備が備えられている場合は、非常用電源より情報通信

インフラに電力を供給し続ける設計とする。 

 

(３) 物理的耐震性 

物理的耐震性については、特級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

4.7.6 普通級の要求仕様 

普通級グレードの施設では、極めて稀に発生する災害に対して情報通信インフラの１ヶ月

以内の復旧を目標とし、音声通話の暫定復旧については24時間以内としている。 

復旧は、集積エリア内の機器については点検・調達・交換による。 

以下に普通級グレードの施設のための要求仕様を示す。 

 

表4.7.6 普通級グレードのための要求仕様 

要素 要求仕様 

冗長性 

①通信回線の多重化（光回線、無線回線の導入） 

②通信事業者の多重化（複数の通信事業者を採用） 

③アクセス回線の多重化（アクセスポイント(通信事業者施設)、引き込

み経路の二重化） 

④通信事業者の保有する災害対策機器の活用 

電力供給 
①無停電電源装置による電力供給（短時間の停電への対応） 

②移動用発電設備などによる電力供給（長時間の停電への対応） 

物理的耐震性 ①機器及び機器設置方法の耐震化（大地震時の振動に対する対応） 
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(１) 冗長性 

極めて稀に発生する災害に対して情報通信インフラを１ヶ月以内に復旧することが目標

であっても、災害発生時以外における通信事業者側の設備障害などにより通信ができなる

ことも想定されるため、通信回線、通信事業者、アクセス回線を多重化し、冗長化を図るこ

とが重要である。 

なお、普通級グレードでは、システム・ネットワーク機器の予備は準備しておかず、災害

時には点検により故障が確認された機器を調達により準備し、交換して復旧することを想

定している。 

 

① 通信回線の多重化 

通信回線の多重化は、上級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

② 通信事業者の多重化 

通信事業者の多重化は、特級グレード、上級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

③ アクセス回線の多重化 

アクセス回線の多重化についても、特級グレード、上級グレードと同じ要求仕様としてい

る。 

 

④ 通信事業者の保有する災害対策機器の活用 

複数の被災シナリオの発生により、防災拠点から光回線、無線回線の両方が使用できなく

なった場合には、通信事業者が保有するポータブル衛星を活用する特設公衆電話などの設

置により、24時間以内を目標に音声通話を暫定復旧させる。通信事業者と事前に協議の上、

地域防災計画などにおいて詳細な手順を取り決めておくことが望ましい。 

なお、災害発生直後の関係組織との相互連絡や情報収集に活用するために、上級グレード

の施設と同様に衛星電話を設置しておく。 

 

(２) 電力供給 

電力供給については、上級グレードと同じ要求仕様としている。 

 

(３) 物理的耐震性 

物理的耐震性については、特級グレード、上級グレードと同じ要求仕様としている。 
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4.8 エネルギーインフラ（電力） 

【解説】 

電力系統は災害時にも可能な限り電力供給を継続するため、一定の災害に耐えられる設備設

計や、被災時の影響を軽減するための多重化、早期復旧のための資機材などの備えをしているが、

防災拠点としては、求めるグレードに応じた電気設備の自衛的な対策を講じることで、電力供給

の途絶時においても、対象エリア施設に必要な電力を確保することが望ましい。 

系統電源の途絶時においても電力の継続使用を可能とする場合は、電源の確保のための非常

用電源や分散型電源の設置、エリア内の単一設備被害に備えた設備の多重化・多ルート化などの

冗長設計、耐震補強や浸水対策などの受電設備対策を行うことが考えられる。また、恒常的な電

力供給信頼度の向上策として、複数回線受電などの契約を行うことも選択肢の一つである。 

図 4.8.1 電気設備の自衛的な対策例  

(1) 電力設備 

表4.8.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 

 

備考電力
Electric supply

継続使用可能
＊非常用電源、分散型電源の設置（嵩上げ、高所設置等の対策有り）
＊設備構成の多重化・多ルート化
＊受電設備対策（嵩上げ、高所への移設、水密化、高圧変圧器の耐震対策等）
＊2系統以上の供給契約

特級
Platinum

電力供給が復旧す
るまでの期間は、
一時的な電力確保
（非常用発電機
等）にて対応

１週間以内に復旧
＊設備構成の多重化、多ルート化
＊受電設備対策（嵩上げ、高所への移設、水密化、高圧変圧器の耐震対策等）
＊2系統以上の供給契約
＊非常用発電機等の設置

上級
Gold

同上
1ケ月以内に復旧
＊受電設備対策（嵩上げ、高所への移設、水密化、高圧変圧器の耐震対策等）
＊非常用発電機等の設置

普通級
Silver

※非常用発電機の燃料の備蓄は3日～14日分程度を確保する
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防災拠点としての各グレードに応じた具体的な対策例を以下に示す。対策の採用にあたって

は、防災拠点の規模や条件に応じて検討する必要がある。 

 

【特級グレード】 

〇非常用電源、分散型電源の設置 

防災拠点に非常用電源を設置することで、電力供給が途絶えた場合でも電力を確保する

ことができる。 

具体的には、非常用電源は、非常用発電機や蓄電池などが考えられる。また、LP ガス発

電機や外部電源接続盤、V2X システム 1)などを導入することで、電力の一時的な確保が可能

となる。 

分散型電源として、複数の小規模な発電機や太陽光発電システム、蓄電池を設置すること

で、電力供給の冗長性を高めることも可能となる。 

非常用電源は 3日～14日程度分の燃料を確保することを原則とする。また、非常用電源燃

料枯渇後のバックアップとして中圧導管ガス(4.9 節参照)による発電設備等を併設するこ

とが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8.2 非常用電源の設置イメージ     図 4.8.3 分散型電源の導入イメージ 

 

【特級グレード・上級グレード】 

〇設備構成の多重化・多ルート化 

防災拠点の電気設備は、単一の設備に依存せず、複数の設備によって構成されることが望

ましい。具体的には、エリア内の単一設備被害に備えた設備の多重化・多ルート化などが考

えられる。 
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また、複数の送電線や変電所からの電力供給を受けることで、一つの送電線や変電所が損

傷した場合でも、他の経路からの電力供給を確保することができる。恒常的な電力供給信頼

度の向上策として、複数回線受電などの契約を行うことが考えられる。 

【特級・上級・普通級グレード】 

〇設備の耐震補強、浸水対策 

防災拠点の電気設備は、地震や洪水などの災害に強い構造となるように設計されること

が望ましい。高圧変圧器の耐震対策や受電設備の嵩上げ、高所への移設、水密化などの浸水

対策を施すことで、設備被害を最小限に抑えることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 4.8.1 機器の嵩上げイメージ       写真 4.8.2 防水扉設置イメージ 

 

【上級・普通級グレード】 

〇非常用発電機等の設置 

上級・普通級グレードにおいて、復旧期間が 1 週間あるいは 1 か月といった期間に及ぶ場合

は、設備の停止による影響を最小限に抑えるために、主回路や電子機器などの設備の復旧に必

要な期間を考慮した対策や多重化などの冗長設計を組み合わせることが必要である。これら

の対策によって、設備の復旧に必要な期間を最小化し、システムの可用性を向上させることが

期待される。 

電力供給が復旧するまでの期間は、LP ガス発電機等の非常用発電機、外部電源接続盤等に

よる一時的な電力確保や追加の電力源を組み合わせて活用することで復旧までの電力供給を

確保する。 

 

電力復旧までの一時的な電力確保の対策として活用が期待できる、具体的な仕様例を以下

に示す。 

 

＜LP ガス発電機＞ 

LP ガス発電機は、液化石油ガス（LP ガス）を燃料として使用して電力を発生する装置。防災

拠点に LP ガスタンクを設置し、緊急時には LP ガス発電機を起動して電力を供給可能であり、タ

ンクを連結することで、停止することなく重要設備へ自動で電力供給され、72 時間以上の長時

間連続稼働も可能となり、PC・ネットワーク機器などの重要機器の電力確保ができる。また、LP
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ガスは比較的安定した燃料であり、石油系の燃料と比べて排気ガスの発生量が少ないという利

点もある。 

 

＜外部電源接続盤＞ 

外部電源接続盤は、防災拠点において外部の電源と接続することができる装置である。例えば、

自動車や可搬型発電機等と接続するだけで、避難所や防災拠点等の施設への電力供給を可能と

する外部電源接続盤や、EV（電気自動車）と定置用蓄電池を用いて、停電時に重要な負荷への電

力供給ができる「V2X システム 1)」の導入により電力の一時的な確保が可能となる。外部電源接

続盤を使用することで、電力の一時的な確保や復旧作業において、迅速に対応することが可能と

なる。 

 

LP ガス発電機や外部電源接続盤は、防災拠点における長時間の電力供給や緊急時の電力確保

に役立つ装置であり、これらの装置を適切に設置・運用することで、災害時においても安定した

電力供給を確保することが可能となるが、具体的な設置方法や容量は、防災拠点の規模や電力需

要に応じて検討する必要がある。 

 

 

1) 「V2X（Vehicle-to-Everything）システム」 

車両と周囲のインフラストラクチャーや他のデバイスとの間で通信を行う技術。「V2X システ

ム」を使用して、車両は電力の一時的な確保を支援することができる。「V2X システム」による

電力の一時的な確保は、停電時や災害時などの緊急時において、電力供給のバックアップや補完

を行うことができるが、実際の導入には、車両とインフラストラクチャーの互換性や通信規格の

適合性など、様々な要素が考慮される必要がある。 
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4.9 エネルギーインフラ（ガス） 

(1) 都市ガス供給 

 

表4.9.1 極稀災害（再現期間500年程度）に対するクライテリア 

 

  

【解説】 

（1）全般 

都市ガスは製造所から高圧導管で送り出された後、整圧器（ガバナ）で中圧に減圧され、中

圧導管にて大規模な工場や施設等に届けられる。一般家庭や小規模な商業施設等には、さら

に減圧された低圧ガスが低圧導管で運ばれることが一般的である。 

都市ガス導管は、主に地中に埋設されており、台風や豪雨などの風雨による影響を受けにく

い他、中圧、低圧導管とも耐震性を有した配管材料の採用を進めており地震にも強い構造と

なっている。ただし、地震時にあらかじめ定めた値よりも大きな揺れを感知した場合等には、

二次災害を防止するための保安措置としてガス供給を緊急停止し、導管やその他設備の安全

性の確認や損傷導管の復旧を行う。 

尚、都市ガス供給エリア外等ではプロパンガスの使用が想定されるが、プロパンガス使用時

においても都市ガスと同程度のクライテリアを満たす必要がある。 

 

備考対策概要ガス（都市ガス）
Gas supply

• 中圧導管によるガス供給によ
りガス供給継続の可能性が⾼
い

• 中圧導管での敷地内引き込みによる
中圧ガス供給

• コージェネレーションシステムの整
備による電源の確保

• 低圧ガス使⽤機器がある場合には、
敷地内に整圧器（ガバナ）を設置し
低圧ガス供給

• 整圧器（ガバナ）は⾼所設置
• 低圧ガス配管を溶接配管として耐震

性を確保
• 低圧埋設配管に耐震性の⾼いポリエ

チレン管を採⽤

継続使⽤可能特級
Platinum

• 都市ガス事業者が保安措置と
して地震の規模に応じて被害
を判定し供給停⽌エリアを極
⼩化しつつ、ガス供給停⽌

• 敷地内のマイコンメーター感
震器の⾃動遮断機能による安
全対策によりガス供給停⽌

• 移動式ガス発⽣設備による臨
時供給の可能性あり

• 低圧導管での敷地内引き込みによる
低圧ガス供給、⼀旦供給停⽌・早期
復旧

• 低圧ガス配管を溶接配管として耐震
性を確保

• 低圧埋設配管に耐震性の⾼いポリエ
チレン管を採⽤
（中圧導管、低圧導管の2引き込みに
より、中圧ガス供給部分のみ継続使
⽤可能）

１週間以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

上級
Gold

• 低圧導管での敷地内引き込みによる
低圧ガス供給、⼀旦供給停⽌・早期
復旧

1ケ⽉以内に復旧
（※復旧までの期間は
災害規模等による）

普通級
Silver
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図4.9.1 都市ガスの供給概念図（出典：一般社団法人日本ガス協会ホームページ） 
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【主に特級グレード】 

（2）中圧導管によるガス供給 

中圧導管は、耐震性を有する配管材料の採用を進めており、ガスの供給継続の可能性が高い

導管となっている。中圧導管の敷地内引き込みによる中圧ガス供給と合わせて、ガスコージ

ェネレーションシステム（都市ガスを燃料としてエンジン、タービン、燃料電池等で発電し、

この時に生じる熱エネルギーも蒸気や温水に変えて有効利用するシステム）を施設内設備と

して整備することで電源を確保し、より信頼性の高いエネルギー供給システムを構築するこ

とができる。また、第三者機関である一般社団法人 日本内燃力発電設備協会における都市ガ

ス供給系統の評価1）を取得し、その他所定の基準を満たすことにより、都市ガスを燃料とす

るコージェネレーションシステムを常用発電機として使用するとともに、予備燃料なしの防

災用非常用発電機（非常用発電機兼用コージェネレーション）としても活用することができ

る。 

尚、低圧ガス使用機器がある場合には、敷地内に整圧器（ガバナ）を設置し低圧ガス供給を

行うことも可能である。また敷地内に整圧器（ガバナ）を設置する場合、地方自治体等で公

開されているハザードマップ等の想定浸水深より高い位置に設置することが望ましい。 

 

1）一般社団法人 日本内燃力発電設備協会における都市ガス供給系統の評価は、都市ガス

製造所の出口バルブ以降からガス専焼発電設備のガス入口バルブまでを対象範囲とし

て行われ、ボーリングデータ、微地形分類図、過去の液状化履歴図などにより液状化

の可能性について検討、橋梁を通る場合には 橋梁の耐震性、ガス導管が建築物へ引き

込まれる部分では建物外壁貫通部付近の立体配管系の地盤変位吸収能力などについて

検討して評価を行う。 

 

【主に上級・普通級グレード】 

（3）低圧導管によるガス供給 

低圧導管においても、耐震性を有する配管材料の採用を進めており、ガスの供給継続の可能

性が高い導管となっている。導管網を細分化したブロックを構築し、地震時にはブロック単

位で地震の規模等に応じて供給停止エリアを極小化する取り組みや施設敷地内に設置された

マイコンメーターの自動遮断機能による安全対策が進んでいる。敷地内の低圧ガス配管は、

溶接配管や埋設配管にポリエチレン管を採用することでより耐震性を高めることも考えられ

る。また、供給停止した際には、社会的重要施設に対して移動式ガス発生設備で臨時供給を

行うことも考えられる。クライテリアが上級グレードの場合は移動式ガス発生設備での臨時

供給を円滑に受けるためには、移動式ガス発生設備が接続可能な設備（接続口）をあらかじ

め設置しておくことが望ましいとされている。 
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図4.9.2 都市ガス導管網のブロック化概念図（出典：一般社団法人日本ガス協会ホームページ） 

 

 

 

図4.9.3 移動式ガス発生設備による臨時供給の事例 

（出典：大阪ガスネットワーク株式会社ホームページ） 

 

 

単位ブロック︓供給停⽌ができる最⼩範囲 

統合ブロック︓複数の単位ブロックをまとめたブロック 

複数の単位ブロックをまとめて供給停⽌する場合に利⽤する 
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4.10 耐火計画 

3.1に定める防災拠点建築物又は建築物の部分に求められるグレード（特級、上級、普通住）

に応じて、以下の基準を満たすように、耐火計画を行う。 

 

(1) 初期消火設備 

スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備等で自動式のものを、防火上支障のある

部分を除き、以下の表4.10.1に示すように設置し、4.3 建築計画(2)クライテリアの表に求めら

れるとおりとする。 

表4.10.1 初期消火設備の設置 

 

 

(2) 主要構造部（構造躯体（防火区画を構成するものを含む）） 

防火区画を構成するものを含む構造躯体については、耐火構造とし、かつ、4.4 構造計画（構

造躯体及び非構造部材）の表4.4.1 RC造、表4.4.2 鉄骨造及び木造に求められるとおりとする。

ただし、鉄骨造にあっては、通常の火災によるはりのたわみ及び伸び出しにより防火区画を構

成する部材に損傷を与えないことが明らかなものに限る。 

 

(3) 主要構造部（非構造躯体（防火区画を構成するもの）） 

防火区画を構成する非構造躯体は、耐火構造とし、かつ、4.4 構造計画（構造躯体及び非構

造部材）の表4.4.3に求められるとおりとする。 

 

(4) 防火設備等 

防火区画を構成する防火扉や防火シャッター等の防火設備は、表4.4.1～3及び4.3 建築計画

(2)クライテリアの表に求められる内容を満たすものとする。 

【解説】 

耐火計画の考え方 

 平常時における建築物の火災対策の基本は、 

① 出火防止 

クライテリア

・災害応急対策活動等を実施できるよう、建築物全体に設備を設置する。特級
Platinum

・災害応急対策活動等を実施できるよう、必要となる部分に設備を設置する。上級
Gold

・災害応急対策活動等を概ね実施するよう、必要となる部分に設備を設置する。普通級
Silver
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② 避難安全性確保 

③ 構造耐火性確保 

④ 消火活動支援 

⑤ 市街地火災防止 

であり、火災の規模を一定程度に制限するために防火区画を設けること等が、②～⑤に対する重

要な手段のうちのひとつであり、この防火区画と、③～⑤について検討するのが耐火計画である。

この場合の外力には、屋内で発生する通常の火災と建築物の周囲で発生する通常の火災が想定

される。 

過去に地震に起因して発生した火災（地震後火災）やその後の津波に起因して発生した火災

（津波火災）により、財産の消失や避難できずに人命を失う等大きな被害をもたらした。そのた

め、平常時における対策を基本として、地震や津波後に発生する火災に対して、機能継続をする

上での耐火計画を以下に示す。 

 

(1) 初期消火設備 

 まず、平常時における建築物の火災対策としては、建築基準法に定められている基準に加え、

機能継続を条件とするために、出火後の初期において消火する必要がある。そのためには、防火

上支障のある部分（例えば、手術室等）を除き、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備等で自動式のものを設置し、その設置場所は表4.10.1に示すとおりとする。 

 

スプリンクラー設備については、 

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（新築版と追補版の合体版）」 

（令和元年6月、国土交通省住宅局） 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html 

の22ページに、 

と、記載されており、本ガイドラインは、 

「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」（平成30年5月、総務省消防庁） 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/300511_yo361.pdf 

で参照できる。 

 

(2) 主要構造部（構造躯体（防火区画を構成するものを含む） 

地震直後には、消防力を超える火災等の被害が発生したり、水利の機能不全等により、公設常

備消防や消防団による消火活動は期待できないことが想定されることから、特定主要構造部に

ついては、隣棟等からの延焼を防止するために耐火構造とする。 

 

また、スプリンクラー等の消防設備については、総務省消防庁が作成した「スプリンクラー設

備等の耐震措置に関するガイドライン」を参考として設計することが望ましい。 
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 地震後火災においても、建築物内において火災を拡大させないために防火区画は重要であり、

平常時と同様に機能する必要がある。そのためには、防火区画を構成する壁や床といった特定主

要構造部と防火扉や防火シャッター等の防火設備の機能が維持される必要がある。 

建築基準法政令第109条の2の2で、主要構造部を準耐火構造等とした建築物（主要構造部を耐

火構造とする耐火建築物含む）の層間変形角については、 

「法第2条第9号の3イに該当する建築物及び第136条の2第1号ロ又は第2号ロに掲げる基準に

適合する建築物の地上部分の層間変形角は、150分の1以内でなければならない。ただし、主

要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって

確かめられた場合においては、この限りでない。」 

と定められ、地震時の相関変形に対する性能維持が要求されている。この基準の趣旨は、 

「大地震時に想定される変形を一定限度に抑えることが求められるが、一般的な工法につ

いてはこれまでの実験により、関東大震災クラスの大地震時において作用する水平力によ

り生ずる建築物の構造体自体の変形を1/100radian程度に抑えることにより、所要の耐火性

能を確保することが可能であることが確認されている。また、現在建築されている一般的な

木造建築物においては、令88条に規定する地震力（中地震を想定）による層間変形角を1/150

程度に制限すれば大地震時の層間変形角が目標とする1/100程度に収まることが予想される

ことからも規定を設けた。」1) 

であり、「稀に発生する地震による力」に対する耐火性能は維持される。 

そのため、「極めて稀に発生する地震による力」に対する特定主要構造部においても、耐火性

能を維持する上で、層間変形角1/100を指標とし、特定主要構造部以外にも、区画を管や風道等

が貫通する部分や防火設備等の作動信頼性の観点から、層間変形角の値に応じて、4.4 構造計画

（構造躯体及び非構造部材）の表4.4.1 RC造、表4.4.2 鉄骨造及び木造に求められるとおりとす

る。 

ただし、鉄骨造にあっては、通常の火災によるはりの温度上昇に伴うたわみ及び伸び出しによ

りはり下にある防火区画を構成する部材等に損傷を与えないことや、はりの伸び出しによる柱

の変形により区画を構成する壁との間に空隙を生じないこと等のおそれがないことが明らかな

ものに限る。現在のところ、可撓性のある材料を被覆や目地材に用いることにより、ある程度の

層間変形角に対しても区画機能を維持することが期待できるものの、既往の知見は限られる。 

 

(3) 主要構造部（非構造躯体（防火区画を構成するもの）） 

防火区画を構成する非構造躯体は、構造躯体と同様な理由から耐火構造とし、かつ、4.4 構

造計画（構造躯体及び非構造部材）の表4.4.3に求められるとおりとする。 

 

(4) 防火設備等 

防火区画を構成する防火扉や防火シャッター等の設備が作動するには、それらが設置される

部材が地震による変形等に対しても作動できることが必要であることから、表4.4.1～3に求め
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られる内容を満たすものとする。 

また、作動にはライフライン（電気）を必要とするものにあっては、4.3 建築計画(2)クライ

テリアの表4.3.1に求められる内容を満たすものとする。 

 

 なお、復旧までの間に建築物を使用する場合において、火災が発生すると、在館者の②避難安

全性確保が重要になるため、火災の覚知（感知器）、初期消火（スプリンクラー設備等）にライ

フライン（電気）を要する設備、クライテリアを満たさないものについては防火設備等が作動し

ない状況を想定して、避難計画を考慮する必要がある。 

 

 

参考文献 

1) 建設省住宅局建築指導課、日本建築主事会議、木造建築物等の技術基準・同解説、日本建築

センター、平成4年6月15日発行 
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4.11 上下水インフラ 

 防災拠点に繋がる上下水道については、想定される災害に対し、継続使用を期待できる高い耐

災害性能または早期の復旧を期待できる仕様とすることを特級の条件とする。具体的な仕様の

設定については下記サイトを参照されたい。下水道に関しては管路およびマンホールの耐震化

や液状化対策、浄水施設の耐震化等が挙げられている。 

 

＊国土交通省：水道施設の耐震化の推進 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_sui

do_taishin_index.html 
 

4.12 道路・橋梁 

 道路法による道路とは、一般交通の用に供する道と定義されており、あらゆる利用者が無料で

自由に使えることが原則である。そのため、道路の基本的機能は交通機能であるが、それと同時

に空間機能を有する点が、他の交通と大きく異なる点である。空間機能には、市街地形成機能、

収容空間機能、防災空間機能、環境空間機能が代表的なものであるが、災害からの復旧・復興の

観点では、避難路や緊急車両の通路としての防災空間機能と上下水道、電力等を道路の地下に収

納するための収容空間機能が重要となる。災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応

急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線は緊急輸送道路に指定され、地域防災

計画等で、地震発生後の緊急輸送を確保するための効率的な地震対策の推進を図ることが求め

られている。 

 道路ネットワークにおいて、河川部など土工で道路を形成できない地点において、橋梁が建設

される。過去の地震においては、橋梁部が弱点となることが多く、その耐震対策が図られてきた。

特に緊急輸送道路上の橋梁の対策が優先的に進められ、免震構造の採用などが進められている。 
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 橋梁の耐震対策が進められ、橋梁の地震被害は減少傾向にあるが、橋梁は無被害であるが橋梁

部と土工部の接続部における地盤沈下等の被害により、道路が使用できないなどの被害が令和6

年能登半島地震などで顕在化している。道路の構造物設計は、橋梁、トンネル、土工等、それぞ

れの構造物の設計方法により実施されているが、それぞれの耐震性能の不整合により、道路機能

に影響を与える事象が発生している。平成27年に道路土工構造物技術基準が制定されているが、

能登半島地震による被害を踏まえた対応や、道路機能を確保する観点からの性能規定の充実を

目的として、地盤等のリスク低減に伴う手戻りやコスト増の緩和、盛土等における適切な排水対

応 および連続・隣接する各構造物の限界状態を踏まえた、より復旧性の高い設計や補修が可能

となるよう改定されている。 

 

 防災拠点と被災域、避難・物資供給エリア、バックアップエリア、中継都市を繋ぐ主要道路は

想定される災害に対し、継続使用を期待できる高い耐災害性能または早期の啓開を期待できる

仕様とすることを特級の条件とし、3.1節のインフラ復旧期間に応じてグレードを評価する。具

体的な仕様の設定については、盛り土部に対する十分な排水機能の付与、橋梁の耐震化・免震化

等が想定される。継続使用を期待できる高い耐災害性能または早期の啓開を期待できる仕様と

することが困難な場合には、複線化を図るなどバックアップルートを確保する。 

 

＊国土交通省：道路における震災対策 

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index1.html 

＊国土交通省：「道路土工構造物技術基準」の改定について～令和６年能登半島地震による被害

を踏まえた対応等～ 

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001960.html 
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第5章 計画例題と具体的事例 

5.1 計画例題 

 

本節では2.3に示す、フロント防災ハブタイプとバックアップ防災ハブタイプの2つの地域性

を考慮した防災拠点の計画例題を示す。 

 

5.1.1 地域性を考慮した防災拠点（ハブ）の計画方針  

本計画例題において考慮した主な拠点機能を下表に示す。災害発生時における迅速かつ持続

的な支援体制の確保を目的として、以下の条件を重視する必要がある。 

・各エリアへのアクセスが確保されていること 

・防災拠点のインフラが短期間で復旧可能であること 

・発災後の時期や復興状況に応じた段階的な支援体制の構築 

 

表5.1.1 本計画例題で考慮する主な拠点機能 

フェーズ 機能名 説明 

指令・調整 災害対策本部機能 災害時に設置される指令・調整機関。情報収集、意思決

定、関係機関との連携を担う 

支援部隊

の展開準

備 

広域支援部隊拠点機

能 

警察・消防・自衛隊・医療班などの支援部隊が集結・活

動準備を行う拠点。 

広域支援部隊のキャ

ンプスペース機能 

支援部隊が宿泊・物資管理・情報共有を行うためのスペ

ース。 

物資・医療

の確保と

展開 

災害支援物資の備蓄・

集配機能 

水・食料・医薬品などを事前に備蓄し、災害時に集積・

仕分け・配送する機能。 

災害医療支援機能 医療チームの派遣、医薬品提供、重症者搬送などを行う

機能。 

物資等の備蓄機能 地域住民や支援部隊向けに水・食料・医薬品・資材など

を平時から備蓄する機能。 

住民の避

難対応 

避難所機能 災害時に被災者が安全・衛生的に一時生活を送るための

場所と支援体制を提供する機能。 

福祉避難所機能 避難所での生活が困難な高齢者・障がい者などを対象に、

介護設備のある福祉施設等で受け入れる機能。 

復旧・支援

受け入れ 

支援物資・人員の受け

入れ機能 

国内外からの支援物資や人員（ボランティア・医療班な

ど）を受け入れる機能。 

復旧工事拠点 インフラ復旧や建物修繕などの工事を行う拠点。 
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5.1.2 計画例題：フロント防災ハブタイプ 

 

過去の災害事例を踏まえ、地域特性を考慮した現実的な「フロント防災ハブタイプ」の計画事

例を示す。 

 

（1）地域特性を踏まえた構成要素のエリア設定 

フロント防災ハブタイプは、以下の3つの構成要素で構成される： 

想定被災域防災拠点 

避難・物資供給エリア 

バックアップエリア 

 

（2）各構成要素に求められる拠点機能 

防災拠点は、想定を超える災害による損傷を受ける可能性があるため、機能喪失を前提とした

計画が必要である。喪失した機能は、避難・物資供給エリアやバックアップエリアに分散・補完

できるかを慎重に検討する。 

 

① 想定被災域防災拠点 

地域行政の中心地に近接して設置されることが多く、行政庁舎が防災拠点機能を兼ねる場合も

ある。災害時には指令塔として、意思決定・情報収集・支援調整の中枢機能を担う。 

 

② 避難・物資供給エリア 

災害時には避難所や物資供給拠点として機能し、平時には防災訓練場や公園、道の駅などとして

多目的に利用される。被災リスクの低い場所に柔軟に設定することが求められる。 

 

③ バックアップエリア 

被災域との道路交通網が確保可能な近隣自治体に設置され、支援物資や人員の供給を担う。 
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表5.1.2 各構成要素（ハブ）に求められる拠点機能の設定 フロント防災タイプ 

 

 

①想定被災域内 

防災拠点 

②避難・物資供給 

エリア 

③バックアップ 

エリア 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

災害対策本部機能 

 
◎ ◎ ― ― 〇 △ 

広域支援部隊拠点機能 

 
― ― ― ― ◎ ◎ 

広域支援部隊の 

キャンプスペース機能 
― ― 〇 〇 ◎ ◎ 

災害支援物資の 

備蓄・集配機能 
― ― ◎ ◎ 〇 〇 

災害医療支援機能 

 
◎ ◎ ◎ ◎ ― ― 

物資等の備蓄機能 

 
― ― 〇 ○ ◎ ◎ 

避難所機能 

 
◎ ◎ 〇 〇 ― ― 

福祉避難所機能 

 
〇 〇 ◎ ◎ ― ― 

支援物資・人員の 

受け入れ機能 
― ― △ △ ◎   ◎ 

復旧工事拠点 

 
― ― ◎ ◎ △ △ 

◎：主機能 〇：補助機能 △：支援  

 

 

（3）計画例 

 図5.1に計画例を示す。想定災害シナリオを表5.2に示す。 
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5.1.3 計画例題：バックアップ防災ハブタイプ 

 

広域に分散した被災域を想定し、地域特性を踏まえた「バックアップ防災ハブタイプ」の計画

事例を示す。 

 

（1）地域特性を踏まえた構成要素のエリア設定 

バックアップ防災ハブタイプは、以下の3つの構成要素で構成される： 

想定被災域防災拠点 

避難・物資供給エリア 

バックアップエリア 

 

（2）各構成要素に求められる拠点機能 

東日本大震災（2011年）や能登半島地震（2024年）のように、被災域が広域に及ぶ場合には、

中継都市に避難・物資受け入れ・供給エリアを設け、そこを介して支援を行う必要がある。 

 

① 想定被災域 

高機能施設の分散配置は困難なため、基幹広域防災拠点や中継都市に高次機能を委ね、住民の避

難や支援部隊（DMAT、消防、自衛隊）の活動を支援する。 

 

②中継都市（防災連携拠点） 

中継都市は常時機能し続ける必要があり、冗長性の高いインフラ計画が重要。複数経路を想定し、

ネットワークの遮断を防ぐ。 

 

③ 基幹広域防災拠点 

災害リスクを可能な限り低減し、高い対災害性能を備えた施設として計画する。 
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表5.1.3 各構成要素（ハブ）に求められる拠点機能の設定 バックアップ防災タイプ 

 

 

① 想定被災域 

 

② 中継都市 ③ 基幹広域防災拠点 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

数日～ 

数週間後 
3～6か月後 

災害対策本部機能 

 
― ― △ △ ◎ ◎ 

広域支援部隊拠点機能 

 
― ― ― ― ◎ ◎ 

広域支援部隊の 

キャンプスペース機能 
― ― △ △ ◎ ◎ 

災害支援物資の 

備蓄・集配機能 
― ― ◎ ◎ 〇 〇 

災害医療支援機能 

 
― ― ◎ ◎ 〇 〇 

物資等の備蓄機能 

 
― ― 〇 ○ ◎ ◎ 

避難所機能 

 
◎ ◎ ― ― ― ― 

福祉避難所機能 

 
〇 ○ ◎ ◎ △ △ 

支援物資・人員の 

受け入れ機能 
― ― △ △ ◎   ◎ 

復旧工事拠点 

 
― ― ◎ ◎ △ △ 

◎：主機能 〇：補助機能 △：支援 

 

（3）計画例 

図5.2に計画例を示す。想定災害シナリオを表5.4に示す。 

 

参考文献 

1）防災拠点のネットワーク構築に向けた検討会  

https://www.cbr.mlit.go.jp/senryaku/kouikiNW/kouikiNW.htm 
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表5－2 計画例題 フロント防災タイプ 数日～1週間後 災害シナリオ 

 被災/復旧状況 想定被災域内防災拠点 避難・物資供給エリア バックアップエリア その他 

施設 

 防災庁舎（特級） 消防署（特級） 病院

（特級）：中間層免震建物 

浸水域外避難施設：学校等（上級） 

指令施設：公民館等（上級） 

病院（特級）：免震建物 

避難施設：学校等（上級） 

指令施設：公民館等（特級） 

消防署（上級） 

ボランティア受入施設：学校（上級） 

3拠点を繋ぐ道路・橋梁：特級 

特級防災拠点を繋ぐ基幹インフラ：特級 

災害発生 

M9クラスの海溝型地震が発生 

津波警報発令 

数時間後に津波が到達 

多くの建物は被災し、基幹インフラ以外

は損傷し機能していない。 

津波火災発生。 

防災拠点特級は浸水レベル以上が機能し

ている。 

住民は高台から浸水域外避難所へ。 

一部の建物は被災し、基幹インフラ以外

は損傷し機能していない。 

防災拠点施設特級は機能を維持してい

る。 

防災拠点施設上級は建物な軽微な被害を

受け、インフラもダウンしているが使用

は可能。 

一部の住民は避難所へ。 

 

一部の建物は被災し、基幹インフラ以外

は損傷し機能していない。 

防災拠点施設特級は機能を維持してい

る。 

防災拠点施設上級は建物な軽微な被害を

受け、インフラもダウンしているが使用

は可能。 

 

数日後 

津波が引く 

被災者は避難。物資供給エリアに移動 

防災庁舎は被害把握・避難計画・他エリ

ア立ち上げの指揮。 

一部の入院患者、住民は避難・物資供給

エリアへの移動。 

一部の入院患者、住民はエリアにとどま

る。 

避難物資の到着。 

避難生活の開始。 

入院患者の避難受入。 

復旧協力事業者の宿泊施設、資材・重機

置き場、活動スペース確保。 

 

暫定指令施設立ち上げ、被災地内防災庁

舎と連携 

 
復旧協力事業者（地元、広域）協定 

ボランティア受入準備 

1週間後 

☆上級建物へのインフラ再開 浸水域外避難施設の生活の安定（上級建

物インフラ再開をうけ） 

災害廃棄物の集積場所の設置。 

 

避難生活が安定（上級建物インフラ再開

をうけ）。 

物資供給エリアから津波被災地へ物資運

搬。 

ボランティアの宿泊施設確保（上級建物

インフラ再開をうけ） 

 

1か月後 

★普通級建物へのインフラ再開 

☆上級建物ほぼ通常利用可能 

津波被害の大きい帰宅不可能エリアと帰

宅可能エリアを分ける 

がれきの撤去開始 

帰宅可能エリアの復興住宅の建設地確保 

 

仮設住宅の建設地確保 

 

 ●被災状況調査 

3か月後 

 仮設住宅の建設、生活再開 

復興住宅建設地の造盛工事開始 

仮設住宅の建設、生活再開 

 

 ●復興まちづくり基礎調査 

（被災状況に基づく居住エリア、拠点エ

リアの見直し、地域資源の把握） 

6か月後 

★普通級建物利用再開 がれき除去完了 

ライフライン工事開始 

花、みどりの芽吹き 

 

  ●復興まちづくり計画策定 

（復興ビジョン） 

（復興事業の優先順位付け） 

１年後～ 

 帰宅可能エリアの復興住宅の建設が完了

し生活再開 

道路、区画整理、造成工事開始 

被災者住宅の再建開始 

 

  ●復興まちづくり計画事業化 
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図5.1.1 計画例題 フロント防災タイプ 数日～1週間後 
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図5.1.2 計画例題 フロント防災タイプ 3～6か月後 
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表5－4 計画例題 バックアップ防災タイプ 数日～1週間後 災害シナリオ 

 

 

 被災/復旧状況 想定被災域 中継都市 基幹広域防災拠点 その他 

施設 

 防災施設 病院（特級）、消防署（特級） 

避難施設：学校・公民館等、道の駅（上

級） 

 

防災庁舎、消防署、病院（特級）：免震

建物 

：学校・公民館等（上級） 

3拠点を繋ぐ道路・橋梁：特級 

特級防災拠点を繋ぐ基幹インフラ：特

級 

災害発生 

M9クラスの海溝型地震が発生 

津波警報発令 

数時間後に津波が到達 

多くの建物・インフラが被災、津波火

災発生。 

防災施設も機能を失う。 

住民は高台から浸水域外避難所へ。 

一部の建物は被災し、基幹インフラ以

外は損傷し機能していない。 

防災拠点施設特級は機能を維持してい

る。 

防災拠点施設上級は建物な軽微な被害

を受け、インフラもダウンしているが

使用は可能。 

一部の住民は避難所へ。 

一部の建物は被災し、基幹インフラ以

外は損傷し機能していない。 

防災拠点施設特級は機能を維持してい

る。 

防災拠点施設上級は建物な軽微な被害

を受け、インフラもダウンしているが

使用は可能。 

一部の住民は避難所へ。 

 

数日後 

津波が引く 

被災者は避難。物資供給エリアに移動 

入院患者は中継都市拠点病院へ移動。 

一時避難所に物資が届く。一部の避難

者は中継都市に移動 

被災地からの入院患者受け入れ、避難

施設の利用開始。 

基幹広域防災拠点から物資受け入れ開

始。 

復旧工事拠点の設置開始。 

 

防災庁舎は司令塔として被害把握・避

難計画・他エリア立ち上げの指揮。 

被災地からの入院患者受け入れ、避難

施設の利用開始。 

国内外物資受けれ、人員受け入れ、ボ

ランティアの受け入れの開始。 

復旧協力事業者（地元、広域）協定 

ボランティア受入準備 

1週間後 

☆上級建物へのインフラ再開 災害廃棄物の集積場所の設置 避難生活の安定（上級建物インフラ再

開をうけ） 

 

ボランティアの宿泊施設確保（上級建

物インフラ再開をうけ） 

 

1か月後 

★普通級建物へのインフラ再開 

☆上級建物ほぼ通常利用可能 

津波被害の大きい帰宅不可能エリアと

帰宅可能エリアを分ける 

がれきの撤去開始 

帰宅可能エリアの復興住宅の建設地確

保 

仮設住宅の建設地確保 

 

 ●被災状況調査 

3か月後 

 仮設住宅の建設、生活再開 

帰宅可能エリアの復興住宅建設地の造

盛工事開始 

仮設住宅の建設、生活再開 

 

 ●復興まちづくり基礎調査 

（被災状況に基づく居住エリア、拠点

エリアの見直し、地域資源の把握） 

6か月後 

★普通級建物利用再開 がれきの撤去中 

ライフライン工事開始 

花、みどりの芽吹き 

 

  ●復興まちづくり計画策定 

（復興ビジョン） 

（復興事業の優先順位付け） 

１年後～ 

 帰宅可能エリア住民の復興住宅の建設

完了し生活再開 

がれきの撤去終了 

道路、区画整理、造成工事開始 

被災者住宅の再建開始 

 

  ●復興まちづくり計画事業化 
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図5.2.1 計画例題 バックアップ防災タイプ 数日～1週間後 
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図5.2.2 計画例題 バックアップ防災タイプ 3～6か月後  
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5.2 中核市及び20万人以上の人口市区町村の一覧 
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5.3 防災拠点施設の事例 

事例１：熊本県防災センター 

平成28年（2016年）熊本地震及び令和2年（2020年）7月豪雨など大規模災害の被災経験が

ある熊本県（人口：約175万人）は、九州各県へのアクセス性がよいことを踏まえ、2022年8

月に「九州を支える広域防災拠点構想」を作成した。同構想では、熊本県が担う機能として、

①合同現地災害対策本部機能、②九州各県へのアクセス機能、③情報収集機能、④支援物資

の集積拠点機能、⑤広域支援部隊等の集結・活動拠点機能、⑥災害医療支援機能、⑦水・食

料・医薬品等の備蓄・供給機能、⑧避難者受入れ機能、⑨災害対応ノウハウ等の提供・発信

機能、の９項目を挙げている。そして、それら機能は、県庁本館に隣接整備した県防災セン

ターのほか、阿蘇熊本空港、総合防災航空センター、県産業展示場、県民総合運動公園、県

消防学校、県警察学校などに分散配置することとしている。 

これら施設のうち、県庁本館に隣接して2023年5月に整備された県防災センターは大規模災

害発生時における「災害対策本部機能」、災害対策職員及び他組織からの応援職員のための「仮

眠・休憩機能」、「ヘリポート」を有し、また平常時の「防災学習機能」を備えている。 

 

図 5.3.1 熊本県防災センター 各階図 

出典：イディマ研究会 熊本視察報告、2024年3月15日 
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事例２：宮崎県防災庁舎 

宮崎県（人口：約100万人）は2020年度に県庁舎の隣接街区に防災庁舎を整備した。同防災庁

舎は、災害時の司令部のほか国と市町村などの関係機関との連絡調整といった「災害対策本部機

能」、国や自衛隊などの関係機関の活動スペースである「広域支援部隊等拠点機能」、防災庁舎前

の駐車場は災害時には自衛隊や消防などの「大型車両駐車スペース」として活用、屋上には「ヘ

リポート」を有している。 

 

図 5.3.2 宮崎県防災庁舎 各階図 

出典：県広報みやざき、2020年（令和2年）10月号 

 

 

 

事例３：宮城県広域防災拠点（令和6年8月時点、事業中） 

2011年東日本大震災での経験を踏まえ、宮城県（人口：約230万人）は大規模災害時に効果的

に対応するため、県内の７圏域に中核的機能を担う広域防災拠点の構想を作成し、令和6年8月

現在、事業中である。 

広域防災拠点には、同拠点に集結した警察や消防等の支援部隊等の現地調整や県庁の県災害

対策本部との情報連絡を行う「防災センター」（下図）のほか、支援部隊の一時集結場所、宿営

用地、災害医療活動スペース、ヘリポート、荷捌きスペース・一時保管所、資機材倉庫及び燃

料倉庫での構成を想定している。 
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図 5.3.3 宮城県広域防災拠点 配置図案 

出典：宮城県広域防災拠点基本設計（案）、2015年（平成27年）10月 

 

 

図 5.3.4 宮城県広域防災拠点の防災センター 平面図案 

出典：宮城県広域防災拠点基本設計（案）、2015年（平成27年）10月 
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事例４：江戸川区新庁舎（令和6年8月時点、詳細設計中） 

江戸川区（人口：約70万人）は、2030年度の完成を目指して新庁舎を整備しているところで

あり、2024年7月には基本設計が完成した。新庁舎は地震災害時及び水災害時においても、機能

継続できる庁舎をめざすとともに、長期間の自立的運用を見据えた「防災拠点機能」を有する

ものとなっている。具体的には、災害時の復旧・復興に向けた司令塔としての「災害対策本部

機能」、区民に向けて確実な情報発信を行う「情報発信機能」、消防や警察、自衛隊の「災害応

援受入機能」、災害対応要員の「仮眠室、シャワー室」、「ヘリポート」を備える見込みである。

また、2階レベルに歩行者デッキを整備し、水害時の「一時的な避難場所」とする計画である。 

 

 

図 5.3.5 江戸川区新庁舎 各階図案 

出典：江戸川区新庁舎基本設計方針（案）、2023年（令和5年）6月 
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事例５：つくば市防災拠点施設（令和6年8月時点、計画中） 

つくば市（人口：約25万人）は、市役所本庁舎から北約6kmの地点で防災備蓄倉庫と防災多目

的利活用広場、臨時ヘリポートからなる防災拠点施設の整備を計画している。 

なお、つくば市の地域防災計画（2019年1月改定）では、「地域の防災活動拠点の整備に努め

る」とし、具体的には、「中枢拠点として、災害対策本部、自衛隊集結・活動拠点、消防広域

応援部隊集結場所、ボランティアセンター本部、医療救護所、広域的救援物資集配拠点、災害

用臨時ヘリポートなど」を掲げている。また、「大規模災害に備えるため、つくば市及び周辺

を含む広域的な避難・防災拠点の整備の推進を図る」としている。 

 

 
 

図 5.3.6 つくば市防災拠点施設 配置図案 

出典：広報つくば、2022年（令和4年）10月1日 
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事例６：石巻市防災センター（宮城県） 

2011年東日本大震災で津波浸水被害を経験した石巻市（人口：約15万人）は、2005年に１市

６町が合併した自治体である。市は2018年3月に市役所隣接地に防災センターを整備した。 

 

図 5.3.7 石巻市防災センター 平面図 

出典：石巻市ホームページ 

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10106000/-map/BC_floorguide.pdf 

同センターには、「災害対策本部機能」として災害対策本部室、オペレーション室、災害対策

本部連絡班執務室、通信指令室、コールセンター室が設置されたほか、「災害復旧支援活動機

能」として詰所、消防団室、仮眠・休憩室、「情報発信機能」としてプレスルーム、「備蓄・供

給機能」として倉庫を有している。特に１階はピロティ式となり、組み立て式ボートや発電機・

投光器などの資材倉庫を配置し、津波や浸水に強い施設としている。 
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事例７：益城町新庁舎（熊本県） 

2016年4月熊本地震で被災した益城町（人口：約3万人）は、2023年に新庁舎を再築した。町

の防災拠点施設は、新庁舎、隣接する別施設、新庁舎の駐車場で構成される。新庁舎には、平

常時の２階会議室を災害時には迅速にレイアウト変更することで指示拠点となる「災害対策本

部機能」を有している。隣接する復興まちづくり支援施設は災害時の「一時避難者の収容機能」、

「災害支援物資の備蓄・集配機能」、地域住民の防災組織の活動拠点となる「地域ネットワーク

の支援機能」を担う。新庁舎の駐車場は、町地域防災計画に則して、警察、消防、自衛隊等車

両の受入れを行う駐車場や災害対策活動エリアとして利用されることになる。 

 

 

図 5.3.8 益城町新庁舎 配置図 

出典：益城町新庁舎建設基本設計（案）、2020年（令和2年）1月28日 
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図 5.3.9 益城町新庁舎 2階平面図 

出典：益城町役場ホームページ 庁舎案内図（令和6年10月時点） 

https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0031405/index.html 

 

  

災害時には会議室のレイア
ウトを変更し、災害対策本
部機能の会議室になる 
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事例８：新地町消防・防災センター（福島県） 

2011年の東日本大震災で津波浸水被害を経験した福島県新地町（人口：約8千人）は、町役場

の近傍（徒歩10分弱）に、消防署分署と防災センターからなる複合施設である消防・防災セン

ターを2016年9月に整備した。防災センターは、大規模災害発生時の「防災対策本部機能」、避

難所確定までの「一時避難所機能」、ボランティア受付などの「各種事務スペース」、倉庫であ

る「防災備蓄機能」を設けており、平常時は防災学習を行うスペースや会議室といった「防災

学習機能」を有している。 

 

 

図 5.3.10 新地町消防・防災センター 平面図 

出典：広報しんち、2016年（平成28年）10月5日 
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事例９：県南総合防災センター（茨城県） 

 茨城県南西部の８市町村（常総市、取手市、守谷市、つくばみらい市、竜ケ崎市、牛久市、つ

くば市、利根町）は、国土交通省が管理する小貝川藤代地区河川防災ステーションに、内閣府や

茨城県の協力により、2001年（平成13年）に県南総合防災センターを開設した。同センターは、

災害に備えるため、食料や防災用機材などを備蓄し、災害時には救援物資の供給活動拠点と広域

避難場所として機能する。平常時は防災学習施設、研修会、レクリエーション等に利用できる。 

 

図 5.3.11 県南総合防災センター 平面図 

出典：常総地方広域市町村圏事務組合ホームページ 

http://www.jyouso-koiki.or.jp/bosai/gaiyo.html 

 

事例１０：防災道の駅 

国土交通省は、2021年（令和3年）に、都道府県の地域防災計画などで広域的な防災拠点に位

置付けられている道の駅を「防災道の駅」として全国39か所を選定した。選定要件は、都道府県

の地域防災計画などに位置付けられていること、建物の耐震化・無停電化・通信や水の確保等に

より災害時でも業務実施可能であること、災害時支援活動に必要なスペースとして2500㎡以上

の駐車場を備えていること、道の駅の設置者である市町村と道路管理者の役割分担等が定まっ

たＢＣＰ（業務継続計画）が策定されていること。これにより、災害時は自衛隊や警察の活動拠

点のほか、緊急物資の輸送、地域住民らの避難受け入れなどに使われる。 
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第６章 参考資料 

6.1 立地計画 

（１）「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（新築版＋追補版）」（11-12頁抜粋）（令和

元年6月、国土交通省住宅局） 
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（２）ハザードマップポータルサイト（国土交通省 水管理・国土保全局 防災課、国土地理院 応用地理

部 地理情報処理課） https://disaportal.gsi.go.jp/ 
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（３）富士山ハザード総合マップ（2021年3月改定、静岡県） 

https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/sonae/kazanfunka/fujisankazan/1030190.html 
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6.2 建築計画 

6.2.1 建物仕様に関する個別技術の事例 

防災拠点として機能を維持するためには、建物仕様や建築設備に対して個別技術の採用が有

効であり、その具体的な事例1)を以下に紹介する。なお、各個別技術の詳細については、4章およ

び6章の該当する節を参照されたい。 

 

（1）設備機器等の地震時における揺れ対策 

設備の耐震対策としては、機器や配管の固定が基本となる。東日本大震災の教訓として、揺れ

の長時間化が原因と思われる吊りボルトの抜けや破損による天井設置機器の落下や、変圧器の

一次端子接続部の破断などが生じる恐れがある。天井吊設備機器の落下防止対策としては、吊り

材を極力短くしたり、筋交い材を用いて揺れを抑えることが有効である。また、天井材との間に

クリアランスを設けることで、天井材と設備機器との揺れ特性の違いによって生じる衝突・損傷

を回避できる。受変電設備については、頭部にストッパーを設けたり、脚部のストッパーを強化

することで配線の破断による短絡や、機器の転倒を防止する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）インフラ設備の水損防止対策 

東日本大震災では、地下階設置の受変電設備や発電機設備が津波による浸水被害を受けた事

例があった。電力が復旧しても、キュービクルが水損した場合、新たな製作に数か月単位の時間

を要する場合があり、復電が遅れる可能性がある。津波や河川氾濫等によるインフラ設備の水損

防止対策としては、インフラ設備の主要部分を想定される浸水階以上の階に設置することが基

本となる。また、発電設備に燃料を供給する地下タンクを設置する場合は、移送ポンプを浸水防

止型とし、ポンプ制御盤や地下タンクの通気管も想定される浸水階以上の階に設置する。 

 また、低層階に設置される機械室扉は頑丈で気密性の高いエアタイト仕様とし、比較的小規模

の浸水時には機械室への浸水を最小限に限定し、受水槽や給水ポンプへの水損被害を軽減する。

さらに、低層階の衛生機械室内の受水槽や給水ポンプ、動力制御盤等の主要機器の基礎高さを通

常よりも高くすることで機器の水損被害を軽減できる。衛生機械室が設けられた階の浸水水位

図6.2.1 天井吊り設備と天井材との 

クリアランス1) 

図6.2.2 受変電設備の頭部への 

ストッパー設置例1) 
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が想定できる場合に、衛生機械室の壁や建具の水密性能を把握したうえで、衛生機械室内にピッ

トと排水（水中）ポンプを設置し、浸水による水損の低減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.3 設備機器の浸水深以上の階への設置例1) 

図6.2.4 機械室に浸水した水を設定水位以下に抑制する方法例1) 
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（3）ライフライン途絶対策 

災害後にライフラインが途絶した際でも防災拠点建築物の機能継続を図るためには、様々な

手段が考えられる。本項では、負荷低減および並列化・冗長化、備蓄、補給、仮設設備の視点か

らこれらの手段を整理し、紹介する。 

1）負荷低減 

エネルギー消費量の負荷低減策として、パッシブデザインの導入、創エネルギーの実施が有効

である。 

① パッシブデザインの導入例 

・ 外壁や屋根、開口部の断熱性を高め、熱負荷を小さくする。 

・ 庇やブラインド、窓ガラス等によって開口部からの日射流入をコントロールし、災害時の

空調熱源停止時でも、日射による執務空間の温度上昇を最小限に止める。 

・ 天窓等による自然採光の採用により、電力途絶時も施設内の照度環境を執務可能な状態に

維持する。 

・ 自然換気を採用することで、中間期にエネルギーを消費せずに快適な執務環境を維持する。 

・ クールヒートトレンチなど、地中熱や大気の熱を活用した予冷・予熱によってエネルギー

消費量を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②創エネルギーの実施 

・ 太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーを活用することにより、災害時に電力が

途絶した際の電力利用を可能とする。 

2）並列化・冗長化、備蓄、補給、仮設設備 

重要な設備システムについて、災害によってシステムの一部に何らかの被害が発生した場合

図6.2.5 日射遮蔽の外装のイメージ1) 図6.2.6 クールヒートトレンチの採用例1) 
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においても、システム全体の機能を大きく損なうことなく主な性能が維持し続けられるように

予備装置等を設置することで、設備システムの並列化・冗長化を図り、機能維性能を向上させる。

また、備蓄や補給、仮設設備などにより機能維持を図る計画とする。以下に具体的な対策例を示

す。 

①電力・ガス 

・ 受電系統の多重化 

・ 発電設備・燃料供給の二重化対応 

・ 中圧ガスを活用した保安用電源の設置 

・ 保安負荷用の小容量発電機の設置 

・ 災害時に対応可能な太陽光発電設備の設置 

・ 保安負荷用のコージェネレーションシステムの設置 

・ 燃料の備蓄 

・ 間欠運転に耐える回路の設定 

・ 仮設電源の導入を想定した設備計画 

・ 可搬型発電機の用意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.7 非常用発電・燃料供給施設の二重化のイメージ1) 

図6.2.8 保安負荷用小容量発電機のイメージ1) 
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図6.2.9 中圧ガス管を用いた非常用発電のイメージ1) 

図6.2.10 災害時対応可能な太陽光発電設備のイメージ1) 

図6.2.11 移動電源車による電源供給のイメージ1) 
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②通信 

・ 衛星電話の設置 

・ 防災行政無線の利用 

・ 移動系地域防災無線の利用 

・ 緊急時も活用可能なWi-Fiの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.12 衛星電話を用いた連絡手段1) 

図6.2.13 防災行政無線による連絡イメージ2) 
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③飲料水・雑用水 

・ 水源の多様化 

・ 被害後の機能継続に配慮した給水系統 

・ 浄水設備による飲料水の確保 

・ 飲料水用水槽、雑用水用水槽の大型化 

・ 給水車の接続を想定した設備計画 

・ 雨水の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④排水 

・ 緊急汚水槽の設置 

・ マンホールトイレの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.14 2系統給水方式のイメージ1) 

図6.2.15 緊急汚水槽を屋外に設けた場合のイメージ1) 
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⑤空調・冷暖房 

・ 重要室の個別空調方式化  

・ 扇風機、可搬式ヒーターの用意 

・ 複数熱源（ヒートポンプ2台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真6.2.1 マンホールトイレの設置例1) 

図6.2.16 重要室の個別空調化のイメージ1) 
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（4）被災状況の見える化 

大地震後の建物の被災状況や安全性の確認については、通常、構造設計者などの専門家による

調査が必要であり、時間を要することとなる。一方、構造ヘルスモニタリングを採用することに

よって、被災状況をリアルタイムに「見える化」することが可能となり、建物管理者は、被災後

の避難の要否や建物の継続使用の可否等の判断に役立てることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.17 構造ヘルスモニタリングの概要1) 
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6.2.2 個別の建物事例 

以上に述べたような建築計画への配慮や個別技術を採用した建物事例2)を以下に示す。 

 

（１）福島県須賀川市庁舎 

【建物概要】 

所在地：福島県須賀川市八幡町135 番地 

敷地面積：23,110m2（防災広場等含む） 

延床面積：17,020m2（庁舎棟） 

階数：地上6階、地下1階 

構造：PC造＋RC造（一部SRC造、S造）、免震構造 

 

本建物は、幹線道路に面した防災広場を設置し、幹線道路からのアクセス性の向上、周辺施設

と連携した防災拠点となっている。防災拠点建築物としての特徴を以下に示す。 

 

・ 3階では、防災会議室（平時は、市政経営会議室として使用）を市長室の隣に設置。作業室

も併設し、災害時の情報収集・配信を効率化。 

・ 市街地再開発事業で庁舎の接道条件を改善するとともに、幹線道路に面する角地に防災広

場を整備し、周辺地域からの避難者受け入れの空間を確保。 

・ 災害時は、1階の「みんなのスクエア」、2 、3 階の「市民協働スペース」を一時避難スペー

スとして活用。 

・ 免震構造を採用している。 

・ 電力は２系統から引き込んでいる。非常用発電機により、72時間程度の電力利用が可能で

ある。 

・ 外構キャノピー上部に70kW の太陽光発電機を設置し、75kW/hの容量を有する蓄電池も設置。 

・ 太陽光発電と風力発電を利用した、外部電源を必要としないハイブリッド屋外照明器具を

設置。 

・ 窓ガラスは高断熱LOW Eガラスを採用し、熱負荷を軽減し、空調の消費電力を削減。また、

自然光を取り入れることで、照明の消費電力を削減 。 

・ 井戸水を空調熱源に利用し、利用した井戸水をトイレの洗浄水等に再利用 。 

・ 4,500人分の1週間程度の飲用水を貯留する非常用飲料水貯水槽100トンを設置。 また、雨

水貯留槽を設置し、敷地外への雨水放流を抑制。 
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図6.2.18 須賀川市庁舎 平面図3) 

図6.2.19 須賀川市庁舎 断面図3) 
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（2）茨城県水戸市庁舎 

【建物概要】 

所在地：茨城県水戸市中央１丁目４番１号 

敷地面積：22,092.29m2 

延床面積：40,187.62m2 

階数：地上8階、地下1階 

構造：RC造（柱頭免震構造） 

 

本建物は、東日本大震災で使用不能となった旧庁舎にかわり、防災センター機能を備えた市の

総合防災拠点として同じ敷地で建替えられた。防災拠点建築物としての特徴を以下に示す。 

 

・ 災害対策本部は、4階の市長室に近接した会議室に設置。作業を行う事務局室 も併設し、災

害時の情報収集・配信を速やかに行う。屋上にヘリポートを設置し、支援物資の受入や救急

患者の搬送等を行う。 

・ 一時避難者 700 人の受け入れも想定し物資を保管する 。 

・ 地震動の大きさをその発生頻度に応じて2段階に分け設定。時刻歴応答解析による構造設計

を行う。什器の転倒や電子機器の誤作動、主要構造部材の損傷などがほとんどない構造シ

ステムとして地下1階柱頭免震構造を採用し、基礎については、杭頭部の曲げ応力を低減す

るため、杭頭半固定工法等を採用。 

・ 部材の耐震設計ほぼ全館を無天井として天井材等の落下物を抑止する計画となっている 。

照度300Lxとして天井照明を抑え、手元照明で照度を確保する。また、避難経路やガラス落

下防止・仮設修復足場として外周にバルコニーを配置。 

・ 電力は異なる変電所からの2回線受電。非常用電源を設置し、72時間の連続運転が可能とな

るように燃料を備蓄。また、太陽光発電は20kWで電力供給し、補助電力として利用される。 

・ 飲料水・雑用水ともに7日分の必要量を確保。耐震性貯水槽の設置等により飲料水を、雨水

槽や井戸の設置により雑用水を確保。下水道が途絶しても、地下ピットで貯留し、トイレの

継続使用が可能。 

・ 通信回線として光ケーブルを2系統、断絶に備えメタルケーブルを2系統採用。 

・ 屋外の給水管、ガス管には、柔軟性・可とう性の高い樹脂管を採用。 

・ エコボイド、各階窓開閉による自然換気・採光を導入している 。 
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図6.2.20 水戸市庁舎 防災配置図3) 

図6.2.21 水戸市庁舎 防災断面図3) 
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（3）栃木県日光市庁舎 

【建物概要】 

所在地：栃木県日光市今市本町1番地 

敷地面積：14,879.26m2 

延床面積：10,526.52m2 

階数：地上4階 

構造：S造（耐震構造） 

 

本建物は、旧庁舎建物の老朽化や狭隘化への対応、利用者の利便性の向上を図るため、新庁舎

として建設された。「新たな日光ブランドを創出するまちづくりの拠点」のコンセプトのひとつ

として、災害時の中枢機能を果たす防災拠点としての庁舎が位置付けられた。高い耐震性能を確

保するため、当該敷地の 地盤情報や想定地震波を元に耐震設計方針を検討し、鉄骨造の耐震構

造を採用している。防災拠点建築物としての特徴を以下に示す。 

 

・ 1階は一時避難場所として利用可能な機能を有し、ボランティア受け入れセンター等にも活

用できる。 

・ 庁舎北側には防災ポケットパークを整備し、マンホールトイレ、かまどベンチ、受水槽等を

設置して、災害時の救援スポットとしても機能する。 

・ 車止めを設置しない駐車場は、災害時の作業スペースとして利用できる。 

・ ３階正庁（大会議室）が災害対策本部となるように、情報収集ができる設備等を設置し、市

長室と連携して災害対応の中枢を担うよう整備している。 

・ 災害対策室兼中会議室と防災担当執務室は正庁に近接し、日常的に危機管理活動を展開す

る機能を有する。 

・ 自家発電設備を備え、災害時も中枢機能を果たす防災拠点として業務が継続できる（ディ

ーゼルエンジン、500kVA 、72時間対応）。 

・ 太陽光発電・採熱システムを採用し、太陽光発電だけでなく、太陽熱によって外気を予熱

し、空調の外気処理負荷を低減する。 

・ 大屋根で集めた雨水を地下ピットに貯留し、便所の洗浄水に利用する。また 大屋根の誘引

換気で、日常時・非常時において、庁舎全体で自然通風を確保する。 
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図6.2.22 日光市庁舎 配置図3) 

図6.2.23 日光市庁舎 自然エネルギー利用概念図3) 

111



112 
 

（4）神奈川県横浜市庁舎 

【建物概要】 

所在地：横浜市中区本町6丁目50番地の10 

敷地面積：13,160m2 

延床面積：143,450m2 

階数：地上32階、地下2階 

構造：S造、RC造、SRC造（中間層免震、制振構造） 

 

本建物は、旧庁舎の築年数が 50 年以上経過し、建物・設備が老朽化するとともに、業務量の

拡大により各部署が関内周辺に分散化していたため、市民に開かれ様々な危機に対処できる危

機管理の中心的役割を果たす防災拠点施設として、横浜の核エリアを結ぶ結節点となる北仲通

地区に移転建替えされたものである。防災拠点建築物としての特徴を以下に示す。 

 

・ 危機管理諸室を10階に配置 。 

・ 18階は会議室のみのフロアで、非常時に柔軟な使用が可能 。 

・ 2階に避難デッキを設け、屋内展示スペースとあわせて津波からの避難待機スペースとした。 

・ 屋上にヘリポートを設置。 

・ 中間層免震に加え、制振装置を配置したハイブリッド免震を採用し、高い構造性能を確保。

万一の大災害時において建物の損傷防止に加え、什器等の転倒を防止。 

・ 免震層は、津波による浸水を免れる３階の床下に設置。 

・ 「構造ヘルスモニタリングシステム」を設置し、地震到達前の建物の揺れ予測（エレベータ

ーの緊急停止に活用）や、地震後の建物状態把握（避難要否の判断に活用）を迅速に行う。 

・ 主要な設備機器は地震や津波の影響を受けない免震層上部に設置。 

・ 電力の引込は信頼性の高い特別高圧3回線スポットネットワーク受電を採用。隣接する横浜

アイランドタワーと連携し、地域冷暖房を導入。災害時対応を考慮し、中圧ガス供給による

コージェネレーションシステムを導入。燃料電池、太陽光発電による電力供給の多様化を

図る。 

・ 停電時に7日間運転できる大容量非常用発電機4,000kVA(軽油27万リットル)を4階に設置。

また、災害時用の電源車等接続用高圧引込口を建物外部に設置。 

・ 通信回線は複数の引き込み経路を確保。 

・ 給水は4階と32階の受水槽で7日間分の水量を確保。便所洗浄水は地下水槽に7日間分の水量

を確保。 

・ 災害時にも空調稼働が必要な室(危機管理諸室、サーバー室等)は個別熱源で計画。 

・ 自然換気 (コーナーエコボイド、センターエコボイド)、自然採光、太陽光発電、地中熱利

用、フリークーリング(冷却塔～空調機)、下水再生水利用(水資源を有効活用し、トイレ洗

浄水、空調熱源として利用)を導入する。 
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・ メンテナンス、修繕、更新に必要なスペースを確保。 

・ 超高層の庁舎という特性を踏まえ、機器更新時等の搬出入の容易性やコストを考慮した計

画。 

・ 将来の設備システム等の変更に柔軟に対応できるよう、予備スリーブ、設備バルコニ―な

ど建設当初に必要な対応を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.24 横浜市庁舎 断面計画図3) 

図6.2.25 横浜市庁舎 環境計画図3) 
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（5）新潟県長岡市庁舎（シティホールプラザ アオーレ長岡） 

【建物概要】 

所在地：新潟県長岡市大手通1-4-10 

敷地面積：14,938.81m2 

延床面積：35,485.08m2 

階数：地上4階、地下1階 

構造：RC造一部S造（制振構造） 

 

旧長岡市庁舎は、2004年の新潟県中越地震で当時の市庁舎は被災し、漏水と停電から利用でき

ず、防災拠点としての機能継続が一時できなかった 。中越地震の教訓を踏まえ、2012年に長岡

市厚生会館跡地に耐震性能、被災時の自立継続機能を備えた防災拠点としての新庁舎が建設さ

れた。新庁舎は「ナカドマ（屋根付き広場）」 を中心に「市役所」「アリーナ」等が一体になっ

た複合拠点であり、中心市街地の活性化に寄与している。防災拠点建築物としての特徴を以下に

示す。 

 

・ ナカドマ（広場）の周辺に東棟（市庁舎）、西棟（市議会議場、市民交流ホール、市民協働

センター）、アリーナが配置されている。 

・ 災害時には、市庁舎に「災害対策本部」が設置され、アリーナは「一時避難場所」としての

利用も想定されている 。 

・ 「災害対策本部」は、市庁舎４階の危機管理防災本部室に隣接する災害対策本部会議室を

利用して設置される。 同じ階には大会議室、市長室、休憩室（災害時の泊まり込み職員及

び支援部隊等の休憩所としての使用を想定）も配置 。 

・ 市庁舎から1キロ離れた ところに市民防災公園（被災時には「ボランティアセンター」「物

資一時集積所」となる）が立地し、拠点間で連携・役割分担している。 

・ 構造体は制振構造とし、「官庁施設総合耐震計画基準」のⅡ類（重要度係数 1.25）を採用 。

東棟、西棟、アリーナの3棟をナカドマ上空に設けた鉄骨屋根で連結することで、制振効果

を発揮する構造としており、大地震の際も高い構造安定性を確保している。 

・ 非構造部材は「官庁施設総合耐震計画基準」のA類を採用。大地震時の層間変形角を1/100 

に抑えることとしている 。その他主要機器の転倒防止、配管・ダクト・ケーブルラックの

固定支持等の耐震対策を講じている。 

・ 電力受電は2回線（本線＋予備線）に分けて引き込むことで、電力遮断リスクを軽減させて

いる（異なる送電所から受電）。 

・ 非常用発電設備（72時間）を設置し、災害対策本部の機能維持ができるようにしている。 

・ 給水は鋼板製受水槽（30㎥）、地下ピットは非常時の排水槽に切り替えを可能にしている。 

・ 中圧ガス管引込を低圧ガスに変更し、ガス機器を使用できるようにしている（別途プロパ

ンガス系統もある）。 
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・ 災害対策本部の冷暖房は非常用発電による個別運転に対応。加圧給水ポンプ、保安照明等

を非常用発電供給範囲とするとともに、非常用発電供給範囲の一部には電源車からの供給

を可能 にしている（電源車からは災害対策本部とアリーナの一部 に供給）。 

・ 大屋根のガラス面は一部開閉式として自然換気に活用するほか、53基・計10kWの太陽光発

電パネルを組み込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.26 長岡市庁舎 概念図3) 
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（6）徳島県阿南市庁舎 

【建物概要】 

所在地：徳島県阿南市富岡町トノ町12-3 

敷地面積：9,003.24m2 

延床面積：20,704.24m2 

階数：地上7階、地下1階 

構造：S造、RC造一部SRC造（免震構造） 

 

旧庁舎は、1966年に建設された老朽化した建物で、今後、高い確率で発生が予想される南海ト

ラフ巨大地震に耐えられる構造ではなかったことから、高い耐震性や安全性を確保した建物と

して、また、大地震等の発生時には救援・救助活動や災害復旧活動を迅速に行うための機能を有

し情報の収集・発信をする防災拠点施設として建替えられた。防災拠点建築物としての特徴を以

下に示す。 

 

・ 庁舎外周は二重偏心トラス梁（｢竹林トラス｣）を配置。免震部材の数を減らすことで 建物

の免震周期が長くなり、免震性能をより高めている。 外観デザインや内部空間の開放感の

向上に寄与している 。 

・ 震度7クラスの揺れに対応できるように免震装置を34基設置。（建物の揺れを1/4～1/5に低

減） 

・ 液状化対策として、静的締固砂杭工法を採用。東西約74ｍ、南北約84ｍの範囲に約1,500 本

の砂杭を打設し、地盤改良。 

・ 災害対応の中枢となる課・室を3階フロアに集約 。浸水を免れるだけでなく、低層棟の吹き

抜けで庁舎内を広く見通せるよう工夫。2階床を3階から吊る構造としているため、柱が少

なく見通しの良い執務フロアを実現。 

・ 庁舎1階部分の吹き抜け空間｢あなんフォーラム｣を津波時の緊急避難場所に指定。 

・ 備蓄倉庫は地下1階に配置。津波や河川氾濫の際は防潮板を設置して対応。 

・ 非常用発電機により72時間機能継続できる電力を確保。加えて、太陽光発電による電力も

利用。また高層部2階の道路側から電源車が接続できるようになっている 。 

・ 非常時は災害対応上重要な室には100％の電力供給を想定。その他の執務室や｢あなんフォ

ーラム｣の照明は半分程度の電力供給を想定。非常用発電機から電力が供給されるコンセン

ト差込口は、庁舎内に計画的に配置。 

・ 非常用コンセントの差込口を一般用コンセントと区別できるように赤く着色し、一目で判

別できるようになっている。 

・ 上水道の途絶に備え、30tの貯水槽を設置。3,000人が3日間過ごせる量（在館想定は職員500 

人、避難者750人）。下水道が途絶した場合は、地下の湧水槽を汚水槽として使用。 

・ 自然換気システムやトップライトの採用 により、停電時においても空調や人工照明に頼ら
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ず、最低限の執務環境を維持。 

・ 非常用発電機は定期的に自動運転を行うように設定。電気保安協会にて定期的に点検。 

・ 配電盤は、平常時から使うものを標準色（ベージュ系）、非常用発電機を赤色、太陽光発電

関係を緑色に着色しており、いざというときに操作しやすいように配慮 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.27 阿南市庁舎 ゾーニング計画図3) 

図6.2.28 阿南市庁舎 環境配慮概念図3) 
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（7）熊本地方合同庁舎A棟 

【建物概要】 

所在地：熊本県熊本市春日2丁目10番1号 

敷地面積：24,141.21m2 

延床面積：26,348.70m2 

階数：地上12階、地下1階 

構造：S造（一部SRC造） 

 

本庁舎は、 老朽化が進み点在 していた各庁舎を移転統合し、大地震動後の災害応急活動を行

う拠点施設として必要な耐震安全性の確保、機能の集約化等を図るために新たに整備されたも

のである。また、JR 熊本駅周辺や熊本城地区の整備事業と連携し、県や市が計画するまちづく

りに寄与し、駅周辺の良好な市街地環境の形成に先導的な役割を果たすことを目的としている。 

2016年4月に発生した熊本地震では、前震、本震ともに最大震度７を記録し、本庁舎の所在地

では震度6強を記録した。地震発生後、直ちに本庁舎の安全点検を実施し、必要な機能が確保さ

れ執務が行えることを確認している。災害応急活動を実施するとともに、熊本市の要請を受け、

被災者の受入れも実施している。電力供給は、約1時間停電し、その間は非常用発電設備が稼働

した。上水は、約6日間断水したが、約2日間は受水タンクの備蓄水を使用し、4日間は非常用の 

ペットボトルを使用した。トイレは断水していたが、雨水再利用設備を備えていたこと等により

継続的に使用することができた。防災拠点建築物としての特徴を以下に示す。 

 

・ 周辺河川の氾濫を想定し、電気室、機械室などの重要諸室を2階以上の階に配置している。 

また、 建物内への浸水を防ぐために、各出入口には防水板を設置している。 

・ 「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づき、構造体はⅠ類としての性能を有している。架構

形式は、東西方向は純ラーメン架構、南北方向は座屈拘束ブレースを併用したラーメン架

構である。大地震動に対しては、保有水平耐力計算による確認に加えて、時刻歴応答解析に

より層間変形角、層の塑性率等の確認を行っている。 

・ 基礎については、鋼管杭を採用し、大地震動時における杭の安全性を確認している。 

・ 建築非構造部材は、上記基準に基づきＡ類としての性能を有している。また、エントランス

ホールの特定天井は、耐震対策を行っている。 

・ 建築設備は、上記基準に基づき甲類としての性能を有している。非常用の自家発電設備に

より、最大72時間、エレベーター、電灯、空調、給排水設備等に電力供給ができる。 

・ 貯水タンク（上水受水槽及び高架水槽）を設けており、断水時には貯留分を使用することが

できる。 

・ 排水機能が停止した場合に備えて緊急汚物槽と簡易トイレを備えている。 
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図6.2.29 熊本市庁舎 断面図3) 

写真6.2.2 熊本地震発生時の被災者受入れ状況（エントランスホール）3) 
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1) 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン-防災拠点等となる建築物の機能継

続に係る事例集-、https://www.mlit.go.jp/common/001292553.pdf、pp.34-56、2018.5 

2) 内閣府 平成22年度防災白書 

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h22/bousai2010/html/zu/zu018.htm 

3) 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン-防災拠点等となる建築物の機能継

続に係る事例集-、https://www.mlit.go.jp/common/001292553.pdf、pp.6-19、2018.5 
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6.3 構造計画（構造躯体および非構造部材） 

 

災害拠点施設となる建築物が、発災後、直ちに災害拠点としての役割を果たすには、室内被害

を防止することが極めて重要である。そのため、4.4節で示した通り、官庁施設に関する耐震基

準等では、家具又は備品類の固定に配慮することが求められている。 

ここでは、参考として家具類の転倒及びすべりに関する既往研究例を示す。代表的な家具の転

倒及びすべりの判定基準としては、日本建築学会による文献１）によるものが知られる。 

すなわち、転倒限界加速度𝐴𝐴0は、床応答の見かけの卓越振動数𝐹𝐹𝑒𝑒(等価振動数)に応じて、(1)

式で表される。 

𝐹𝐹𝑒𝑒 ≤ 𝐹𝐹𝑏𝑏のとき、𝐴𝐴0 = 𝑏𝑏

ℎ
𝑔𝑔        (1-1) 

𝐹𝐹𝑒𝑒 > 𝐹𝐹𝑏𝑏のとき、𝐴𝐴0 = 2𝜋𝜋 𝑏𝑏

ℎ
𝑔𝑔 = 𝐹𝐹𝑒𝑒

𝐹𝐹ℎ
∙ 𝑏𝑏
ℎ
𝑔𝑔     (1-2) 

ここに、 

𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 �2𝜋𝜋𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓�⁄        (2) 

𝐹𝐹𝑏𝑏 = 11 √ℎ⁄          (3) 

また、b、hは対象となる家具の奥行の半分（cm）と重心高さ(cm)、𝑔𝑔は重力加速度(cm/s2)であ

る。 

すべりの開始加速度𝐴𝐴𝑠𝑠(ｇ𝜇𝜇で、𝜇𝜇は摩擦係数)が𝐴𝐴0より小さい場合は、すべり可能性の有無を

判断する。すべり可能性がある場合は、(4)式による略算式ですべり量𝛿𝛿𝑠𝑠[cm]を計算することが

できる。 

𝛿𝛿𝑠𝑠 = 0.035𝜇𝜇−0.3𝐹𝐹𝑒𝑒−0.5�𝑉𝑉𝑓𝑓 − 𝑉𝑉𝑠𝑠�
1.56

       (4) 

ここで、𝑉𝑉𝑠𝑠は家具がすべり始める速度[cm/s]であり、次式による。 

𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝜇𝜇
2𝜋𝜋𝐹𝐹𝑒𝑒

         (5) 

図1は転倒限界加速度𝐴𝐴0及びすべり開始加速度𝐴𝐴𝑠𝑠を図示したものである。 

 

         

(a) 転倒可能性                             (b) すべり可能性 

図6.3.１ 家具の転倒・すべり条件 

可能性低い

可能性高い

等価振動数

最大加速度

可能性低い

可能性高い

等価振動数

最大加速度
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図1で転倒の「可能性高い」と判定される場合でも、さまざまな地震波を入力した場合に必ず

転倒する訳ではない。金子2),3)は、対象とする家具の寸法や摩擦係数を基に家具の転倒率Rを提案

し、実際の地震時状況データから(6)式に示す住宅内の大型家具の転倒率関数を構築している。

ただし、転倒率関数はある範囲（床応答等価振動数0.8Hz以下で最大加速度300cm/s2以上）の被

害データとの比較が出来ておらず、家具の固定の影響は考慮されていない。 

𝐹𝐹𝑒𝑒 ≤ 𝐹𝐹′𝑏𝑏のとき、𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 ⋅ Φ((ln𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ln𝐴𝐴𝑅𝑅50) 𝜁𝜁𝐴𝐴⁄ )    (6-1) 

𝐹𝐹𝑒𝑒 > 𝐹𝐹′𝑏𝑏のとき、𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 ⋅ Φ((ln𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ln𝑉𝑉𝑅𝑅50) 𝜁𝜁𝑉𝑉⁄ )    (6-2) 

ここに、Φは対数正規分布を表わす関数であり、𝐴𝐴𝑅𝑅50、𝑉𝑉𝑅𝑅50は家具が滑らない条件下で転倒率

50%となる最大入力加速度および最大入力速度であり、以下の式で表現される。 

 𝐴𝐴𝑅𝑅50 = 𝑏𝑏
ℎ
𝑔𝑔 �1 + 𝑏𝑏

ℎ
�       (7) 

 𝑉𝑉𝑅𝑅50 = 10√2 𝑏𝑏
√ℎ
�1 + 𝑏𝑏

ℎ
�
2.5
      (8) 

(6)式の𝐹𝐹′𝑏𝑏は家具の境界振動数であり(9)式で表される。建築学会の指針1)による(3)式に相当

するが、やや異なる値を取る。 

 𝐹𝐹′𝑏𝑏 = 11 √ℎ ∙ (1 + 𝑏𝑏 ℎ⁄ )−1.5⁄       (9) 

住宅内の家具においては、文献3)より𝛼𝛼 = 0.8、𝜁𝜁𝐴𝐴 = 0.5、𝜁𝜁𝑉𝑉 = 0.6と設定されている。 

図１あるいは式(6)に示される最大加速度𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚または最大速度𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚は、家具の設置された床面

で生じるフロアレスポンスである。免震構造を適用する場合には、このようなフロアレスポンス

を低減できるため、家具等の転倒による室内被害を低減するには免震構造を適用することが一

つの有力な解決手段となる。 

 

【参考文献】 

1) 日本建築学会：非構造部材の耐震設計施工指針・同解説および耐震設計施工要領、2003.1 

2) 金子美香：地震時における家具の転倒率推定方法，日本建築学会構造系論文集、No. 551，

pp.61-68，2002 

3) 金子美香：家具の転倒率関数を用いた住宅内の地震被害推定，日本建築学会構造系論文集、

No. 693，pp.1879-1886，2013 
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6.4 基礎・地盤 

 

液状化対策に関する指標について 

 

① 建築基礎のための地盤改良設計指針案．日本建築学会1） 

概要：液状化対策に関する改良地盤の検討項目および検討法について推奨法が示されている。

（表6.4.1） 

・損傷限界でFL>1.0 ,終局限界でDcy,PL値の目安が示されている。あくまでも、目安であり、建

物用途・規模・重要度に合わせて設定することが推奨されている。 

・終局限界（大地震時）でFL＜1.0は許容している。 

 

② 小規模建築物基礎設計指針．日本建築学会2） 

概要：小規模建築（高さ13m、軒高9m以下、延床500m2以下）を対象に液状化の危険度を判定する

手法が示されている。200galに対して非液状化層が3m以上あれば液状化の影響は低いと

判断されている。 

 

③ 宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針 国土交通省3) 

市街地液状化対策推進ガイダンス 国土交通省4) 

概要：非液状化層の厚さは5m以上あれば顕著な被害はないと判断されている。（図6.4.1） 

 

④ 段差走行実験に基づく地震時の道路の評価及び交通運用5) 

概要：被災直後における段差被害による交通止めに 対して、段差の補修水準の変化に伴う緊急

車および一般 車の暫定的、さらに定常的な交通開放の流れの概念が示されている。（図

6.4.2） 

 

【参考文献】 

1) 日本建築学会. (2006). 建築基礎のための地盤改良設計指針案：2006 制定. 日本建築学会. 

2) 日本建築学会. (2008). 小規模建築物基礎設計指針. 日本建築学会. 

3) 国土交通省. (2013). 宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針（案）. 国土交通

省.https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000053.html [www.mlit.go.jp] 

4) 国土交通省都市局都市安全課. (2019). 市街地液状化対策推進ガイダンス（令和元年 6 月改

訂）. 国土交通省. https://www.mlit.go.jp/common/001123039.pdf [www.mlit.go.jp] 

5) 常田賢一、小田和広・中平明憲・林 健二・依藤光代：段差走行実験に基づく地震時の道路の

評価及び交通運用，土木学会地震工学論文集（2007 年 8 月） 
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表6.4.1 液状化対策に関する改良地盤の検討項目および検討法の例 

（参考文献1）表4.1.1より） 

 

検討 

内容 
検討項目 

選択 

手法 
具体的手法 

液
状
化
対
策 

液状化判定 

簡便法 ・基礎指針に準じた液状化安全率Ft による簡易判定 

推奨法 

・液状化安全率Ft による判定の他、終局限界状態においては、

液状化時の地表面倒的変位Dcy 液状化指数Pl による液状化

程度の判定方法を併用 

詳細法 

・損傷限界状態において、不合格率（Ft ≦1.0となる点数の割

合)を用いた判定方法 

・有効応力解析などにより、直接、過剰間隙水圧、地盤変形量

を算出する方法 

液状化に対

する限界値

の目安 

簡便法 原則として Ft ＜1.0 

推奨法 

・損傷限界状態：原則として Ft ＜1.0 

・終局限界状態 

杭基礎・べた基礎（塔状比の小さい建築物）：Dcy≦5～10cm、 

Pl≦5～10cm 

独立基礎・連続基礎：Dcy≦5～10cm、Pl≦5～10cmかつ基礎幅

の約2倍の深度までは、原則Ft ＞1.0と

する。 

詳細法 

・損傷限界状態において、10％を上限値として不合格率の限界

値を設ける 

・有効応力解析による値に対して限界値を設定 

液状化抵抗

比の評価 

簡便法 杭間地盤 N 値に基づいた評価 

推奨法 杭間地盤のFt に割増係数 C を乗じて複合地盤として評価 

詳細法 

試験施工や改良後の地盤調整によって改良効果を確認し、その

結果に基づいて割増係数を設定、もしくは液状化抵抗比を直接

評価 
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図6.4.1 ボーリング調査毎の判定の例（参考文献3）より引用） 

 

 

 

図6.4.2 段差量と車両の走行可否の関係の例（参考文献5）より引用） 
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6.5 設備計画（建物内給排水設備） 

防災拠点として給排水機能を維持するために必要な対策について、4章にて説明した。本章で

は、その各対策について補足的に解説する。 

 

（1）水槽に関する対策 

・受水槽はスロッシング対策を行う。 

・受水槽・高架水槽は、災害時の損傷に備え、中仕切形式とせず、2槽に分離して設置する。  

・受水槽・高架水槽には直接採水可能な給水栓を設置する。 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）地震時における変形追従に関する対策 

・地震時の変位を受ける給水引込区部に変位を吸収できるエキスパンションジョイント

(EXP.J)を設置する。 

・変位量に見合うEXP.Jの選定及び生じる反力に耐えられる固定架台を適切に選定する必要 

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.5.1 水槽のスロッシング対策の例2) 図6.5.2 水槽の2槽化と給水栓1) 

図6.5.3 建物引き込み部における給水管の変形追従対策3) 
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（3）地震作動による緊急遮断弁を用いた漏水対策 

・緊急遮断弁は、地震時に水槽からの取出し配管破損による貯留水の流出を防止し、災害時の

水源を確保するために設置する。地震感知器からの信号により遮断弁を閉じる。遮断弁の駆動方

式は電気式と機械式がある。  

・災害時に水道本管が破損等により汚染水・赤水が流入する恐れがある場合の対策として、引

き込み側(補給水側)にも水道本管からの汚染水流入防止の為に設置するのが望ましい。  

・1槽式受水槽を2基設置し連通管でつないでいる場合、連通管出口にも配管状況に応じて緊急

遮断弁を設置するのが望ましい。(給水取り出し配管と連通管を兼用していない場合)  

・駆動方式が電気式の緊急遮断弁の場合、制御盤に停電対応用の小型バッテリーを内蔵してい

る。バッテリーは約3年ごとに交換する必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）給水ポンプ・排水ポンプの故障時・停電時の対策 

・給水ポンプ・排水ポンプ共に故障時を考慮し、複数台設置する。1台が故障した時には自動

的にもう一方のポンプに自動で切替える運転を可能とする。  

・加圧給水ポンプの制御盤のCPU基盤も故障時自動切替えが出来るように二重化を行う。 

• ポンプは停電時においても運転可能なように発電機電源とする。  

• 発電機電源の燃料は機能継続日数分の確保が必要。 

沈下

沈下

震災前 震災後

排水管用
可とう継手

排水管用
可とう継手

図6.5.4 建物引き込み部における排水管の変形追従対策3) 

図6.5.5 緊急遮断弁設置例4) 
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（5）給水車対応に関する対策 

・水道本管の破断もしくは、引込給水管の破断による断水に備え、給水車から水槽に給水が行

える配管を設置する。  

・給水車用給水配管は耐震対策を行う。  

・給水車用給水配管の破断の可能性に備え、2系統を設けるのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）水源の多様化に関する対策 

・災害時の水源確保に備えて、災害時用井戸設備を設ける。 

・雨水貯留槽や消火関連の水槽を利用できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①臨時補給水口
(給水車に接続）

②切替弁
（常時閉）

④塩素
　 滅菌 
   装置

④濾過器

フレキ
ホース
（仮設）

③高置水槽の大型化

揚水ポンプ

③受水槽の大型化

図6.5.6 給水車による補給水配管 

大容量雑用水槽
（主にトイレ洗浄水に使用）

雨水利用槽
（利用目的で貯める）

塩素滅菌 雑用水
揚水
ポンプ

上水配管

雑用水配管

雨水配管
（井水配管）

F
雨水

フィルタ

雑用水
高置水槽

雨水利用

井戸

消火用
補助水槽

 

消火
水槽

屋内消火栓
ポンプ

消火栓箱

屋内消火栓
配管

連結送水管
配管

放水口

送
水
口

防火
水槽

仮設ポンプ

図6.5.7 井戸設備と雨水貯留槽 図6.5.8 消火水槽の活用 
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（7）給水配管の漏水防止対策 

・地震時の配管破断による断水エリアを細分化できるように、各端部に止水弁を設ける。 

• 給水堅管の破断による断水エリアを細分化できるように、堅管系統を複数設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）排水槽に関する対策 

・汚水排水系統に対して、常時使用する汚水槽とは別容量として非常時用の排水貯留槽を確保

する。 

・汚水排水配管に、非常時に切り替え可能なバルブを設置して排水をゆう水槽へ貯留する仕組

みを構築する。 

・切り替えバルブは長期間使用しないと固着等で開閉不能となることが想定されるため、メン

テナンスとして開閉操作が可能なように、仮設ホース等が接続できるタッピングを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.5.9 止水弁の設置と竪管系統の複数化1) 

常時使用の水位

常時使用の水位

常用汚水槽 空堀 空堀 空堀

常用汚水槽 緊急汚水槽 緊急汚水槽 緊急汚水槽

連通管 連通管 連通管

水中ポンプ
（通常時は稼働）

①水中ポンプ
（停止）

通常時

非常時

マンホール

マンホール

空
堀 空

堀

緊
急
汚
水
槽

緊
急
汚
水
槽

止水蓋

平面図

平面図
断面図

断面図

①止水蓋
設置

止水蓋

通常時

非常時

汚水桝

汚水桝

汚水桝

汚水桝

②止水蓋
取外し

①止水蓋
設置

②止水蓋
取外し

図6.5.10 非常用汚水槽の設置 図6.5.11 汚水の放流先の切り替え 
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1) 災害時のBCP検証手法ガイドライン-空調・衛生設備を中心に- 公益社団法人空気調和・衛

生工学会 

2) 日建連設備工事情報シート 

http://www.nikkenren.com/kenchiku/setsubi/setsubidata/info/contents/2kiki/2p03.p

df 

3) 建築設備耐震設計・施工指針〈2014年版〉 

4) 株式会社ベンのカタログより引用 

https://www.venn.co.jp/catalog/leaflet/leaflet_eit-2d.pdf 
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6.6 情報通信インフラ 

 

6.6.1 日本における防災情報システムの整備状況 

日本における防災情報システムの整備状況について、「令和４年版情報通信白書（総務省）」を

もとに、以下に示す。 

 

【令和４年版情報通信白書】より 

第４章 総務省におけるICT政策の取組状況 

第６節 ICT利活用の推進 

２ 社会・経済的課題の解決につながるICTの利活用の促進 

６ 防災情報システムの整備 

我が国は世界有数の災害大国であり、大規模な自然災害が発生する都度、社会・経済的に大

きな損害を被ってきた。今後も南海トラフ地震をはじめとする大規模な自然災害の発生が予

測される中で、ICTを効率的に活用し災害に伴う人的・物的損害を軽減していくことが重要で

ある。 

 

ア 災害に強い消防防災通信ネットワークの整備 

被害状況などに係る情報の収集及び伝達を行うためには、災害時にも通信を確実に確保で

きる通信ネットワークが必要である。このため、現在、国、消防庁、地方公共団体、住民など

を結ぶ消防防災通信ネットワークを構成する主要な通信網として、①政府内の情報の収集及

び伝達を行う中央防災無線網、②消防庁と都道府県を結ぶ消防防災無線、③都道府県と市町村

などを結ぶ都道府県防災行政無線、④市町村と住民などを結ぶ市町村防災行政無線、⑤国と地

方公共団体又は地方公共団体間を結ぶ衛星通信ネットワークなどが構築されている。また、衛

星通信ネットワークについては、高性能かつ安価な次世代システムの導入に関する取組など

を進めている。 

 

（防災行政無線通信網） 

出典：総務省 電波利用ホームページ 防災無線システム 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/trunk/disaster/ 

 

日本における防災行政無線通信網は、国、都道府県及び市町村の各階層から構成されている。 

① 中央防災無線 

内閣府を中心に、指定行政機関等（中央省庁等２８機関）や指定公共機関（NTT、NHK、電力

等52機関）、立川広域防災基地内の防災関係機関（東京都防災センター等10機関）を結ぶネッ

トワーク。 
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② 消防防災無線 

消防庁と全都道府県の間を結ぶ通信網で、 電話及びファクシミリによる相互通信と、消防

庁からの一斉通報に利用されている。 

③ 都道府県防災行政無線 

都道府県と市町村、防災関係機関等との間を結ぶ通信網で、防災情報の収集・伝達を行うネ

ットワーク。衛星系を含めるとすべての都道府県に整備されている。 

④ 市町村防災行政無線 

市町村が防災情報を収集し、また、住民に対して防災情報を周知するために整備しているネ

ットワーク。令和6年3月末現在、全市町村（1,741）中、同報系については74.0％（1,289市町

村）、移動系については48.1％（838市町村）の市町村が整備している 

 

図 6.6.1 防災行政無線システムの全体構成 
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（県防災行政無線） 

出典：総務省 九州総合通信局ホームページ 

防災行政無線とは・市町村防災行政無線のデジタル化 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/prevention.html 

 

県防災行政無線は、固定系と衛星系の併用により出先機関や市町村との無線網を構成してい

る。平常時は一般行政事務用として使用され、災害時には県庁から通信統制を行うことによ

り、県内の市町村等に一斉に緊急通報を伝達し、災害現場の状況をいち早く把握する等、災害

対策に大きく貢献する。 

 

（市町村防災行政無線） 

出典：総務省 九州総合通信局ホームページ 

防災行政無線とは・市町村防災行政無線のデジタル化 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/prevention.html 

 

市町村防災行政無線は、「同報通信用(同報系防災行政無線)」と「移動通信用(移動系防災行

政無線)」の 2 種類に大別される。 

○ 同報系防災行政無線 

屋外拡声器や戸別受信機を介して、市町村役場から住民等に対して直接・同時に防災

情報や行政情報を伝えるシステムです。 

○ 移動系防災行政無線 

車載型や携帯型の移動局と市町村役場との間で通信を行うもので、同報系が市町村役

場(行政機関)と住民との通信手段であるのに対して、移動系は主として行政機関内の通

信手段と言える。 

 

なお、移動系防災行政無線の中で「地域防災無線」と呼ばれるものは、市町村役場のほか消

防、警察等の防災関係機関や医療、電気、ガス等の生活関連機関にも移動局が配備され、地域

における関係機関相互の防災通信網として利用されている。 

 

近年の大規模災害の発生を教訓として、防災行政無線にはこれまで以上に多様化・高度化す

る通信ニーズ(画像伝送・データ伝送等)への対応が要求されるとともに、平常時における有効

活用を図るために更なる改善が求められている。このため、平成 13 年度からデジタル方式によ

る防災行政無線(市町村デジタル同報通信システム、市町村デジタル移動通信システム)の導入

が可能となった。 
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図 6.6.2 市町村防災行政無線による連絡イメージ 

 

 

図 6.6.3 市町村デジタル同報無線システムの活用イメージ 
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【令和４年版情報通信白書】より 

イ 災害対策用移動通信機器の配備 

総務省では、携帯電話などの通信が遮断した場合でも被災地域における通信が確保できる

よう、地方公共団体などに、災害対策用移動通信機器を貸し出している（2022年（令和4年）

4月現在、衛星携帯電話317台、MCA無線280台、簡易無線1,065台を全国の総合通信局等に配備）。

これらの機器を活用することにより、初動期における被災情報の収集伝達から応急復旧活動

の迅速かつ円滑な遂行までの一連の活動に必要不可欠な情報伝達の補完を行うことが期待さ

れている。 

 

（災害対策用移動通信機器の貸与） 

出典：総務省 関東綜合通信局ホームページ 災害対策用移動通信機器の貸与 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/saigai/osirase/kikitaiyo.html 

 

図 6.6.4 災害対策用移動通信機器の貸出しのイメージ 

 

表 6.6.1 貸出される移動通信機器 

線の種類 想定される通信用途 通信可能なエリア 

衛星携帯 

電話 

災害対策本部と山間部の公民館等との連絡用

（避難状況、必要な物資の情報入手等） 

空が開けていればどこでも（スマホ圏

外となる山岳地、海上、不感地帯でも） 

MCA無線 
災害対策本部と避難所間での連絡用、市町村

内の物資供給所間での連絡用 
中継局（※）を中心に半径30Km程度  

簡易無線 

物資供給所内での連絡用、避難所内での人や

車の整理のための連絡用、被災地区の家屋調

査時の現地連絡用等 

1～5km程度 

※：一般財団法人移動無線センターが設置する中継局 
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【令和４年版情報通信白書】より 

ウ 災害時の非常用通信手段の確保 

災害時などに公衆通信網による電気通信サービスが利用困難となるような状況などに備

え、総務省が研究開発したICTユニット（アタッシュケース型）を2016年度（平成28年度）か

ら全国の総合通信局等に順次配備し、地方公共団体などの防災関係機関からの要請に応じて

貸し出し、必要な通信手段の確保を支援する体制を整えている。 

 

（ICTユニット） 

出典：総務省ホームページ ICTユニットの概要 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000416391.pdf 

 

図 6.6.5 ICT ユニットの概要 

 

図 6.6.6 ICT ユニットの利用方法（ネットワーク構成例） 
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【令和４年版情報通信白書】より 

エ 全国瞬時警報システム（Jアラート）の安定的な運用 

消防庁では、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対処に時間的余裕のない事

態に関する情報を、携帯電話などに配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線などによ

り、国から住民まで瞬時に伝達するシステムである「全国瞬時警報システム（Jアラート）」を

整備しており、Jアラートによる緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、不具合解消対策な

どの運用改善やJアラートと連携する情報伝達手段の多重化などの機能向上を進めている。 

 

（Jアラート） 

出典：総務省 消防庁ホームページ 全国瞬時警報システム(Jアラート)の概要 

https://www.fdma.go.jp/about/organization/post-18.html 

 

 

図 6.6.7 J アラートの概要 
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【令和４年版情報通信白書】より 

オ Lアラートの活用の推進 

総務省では、地方公共団体などが発出する避難指示などの災害関連情報を多数の放送局や

インターネット事業者など多様なメディアに対して一斉に送信する共通基盤（Lアラート）の

活用を推進している。Lアラートは、2019年（平成31年）4月から福岡県が運用を開始したこと

によって全47都道府県での運用が実現するなど全国的な普及が進み、災害情報インフラとし

て一定の役割を担うに至っている。 

総務省では、Lアラートの更なる普及・利活用の促進のために、Lアラートを介して提供され

る災害関連情報を地図化し、来訪者などその地域に詳しくない者であっても避難指示などの

発令地区などを容易に理解することを可能にするための実証に取り組んだほか、地方公共団

体職員などの利用者を対象としたLアラートに関する研修などを継続して行ってきた。 

 

（Ｌアラート） 

出典：総務省ホームページ 「Lアラート（災害情報共有システム）」の普及促進 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/02ryutsu06_03000032.html 

 

 

図 6.6.8 Ｌアラートの概要 
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（参考：LGWAN（総合行政ネットワーク）） 

出典：総務省ホームページ 

自治体の情報システムについて 令和3年6月30日総務省自治行政局 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000757995.pdf 

 

 

図 6.6.9 LGWAN の概要 

 

 

図 6.6.10 LGWAN の構成 
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6.6.2 令和６年能登半島地震における通信インフラの状況と課題 

令和６年能登半島地震における通信インフラの被害、通信手段の確保に向けた取組、浮かび上

がった課題と今後の対応について、「令和６年版情報通信白書（総務省）」をもとに、以下に示す。 

 

【令和６年版情報通信白書】より 

第Ⅰ部 特集①令和6年能登半島地震における情報通信の状況 

第１章 令和６年能登半島地震における情報通信の状況 

第２節 通信、放送、郵便等の状況 

１ 通信インフラへの被害 

１ 固定通信 

固定通信については、石川県輪島市、珠洲市、志賀町等を中心に、サービスが利用できない

状況が発生した。NTT西日本によると、今般の震災により通信ビルが停電したほか、土砂崩れ

などの影響で中継伝送路やケーブルが損傷し、大規模なサービス障害が発生、最大で固定電話

7,860回線、固定インターネット約1,500回線に影響した＊1。 

サービス再開に向け、移動電源車や発電機を活用した通信ビルへの電力の供給、ケーブルの

損傷修理、断線区間へのケーブル新設、被害を受けていない中継伝送路への迂回等による基幹

設備の復旧が進められた。また、被災者の通信確保のため、衛星携帯電話やポータブル衛星電

話が配備された＊2。5月末時点で、石川県輪島市の一部（アナログ電話：約180回線、ひかり電

話：約40回線）を残し、復旧が進んでいる＊3。 

また、石川県の固定系超高速ブロードバンド市場において約17%のシェアを占めるCATVアク

セスサービスにおいては＊4、センター施設や伝送路に甚大な被害が発生した＊5。4月12日時点

で、石川県珠洲市の一部（能越ケーブルネット）、輪島市の一部（輪島市ケーブルテレビ）に

おいて、幹線は一部復旧済みであるものの、伝送路断が続いている状況である。 

 

＊1 通信ビルの被害状況。そのほか、ソフトバンクの固定電話についても、149 回線に支障が生じた。 

＊2 NTT西日本「令和6年能登半島地震の影響により被災・避難されたお客さまへの支援とご案内について」

<https://www.ntt-west.co.jp/share/shien.html>（2024 年4月30 日閲覧）衛星携帯電話を最大8台、ポータブ

ル衛星電話を延べ25か所にて配備・運用していたが、設置場所の通信サービスの復旧に伴い、配備を終了（2024 

年3月22 日20 時00 分 時点） 

＊3 総務省，令和6年能登半島地震に係る被害状況等について（第104 報）（2024 年5 月28日） 

＊4 総務省（2023 年8 月），「令和4 年度（2022 年度）電気通信事業分野における市場検証に関する年次レポート」，

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000900509.pdf> 

＊5 ケーブルテレビの被害状況については、第1 章第2 節2．「放送網への被害」も参照 
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２ 移動通信（携帯電話等） 

携帯電話等についても、発災直後から発生した停電の長期化や土砂崩れなどによる伝送路

等の断絶等の影響により、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル各社を合計して最

大839の携帯電話基地局（うち石川県799）において停波が報告された（1月3日時点）＊6（図表

Ⅰ-1-2-3、図表Ⅰ-1-2-4）。 

土砂災害や液状化による道路の寸断、被災地に向かう幹線道路の渋滞等の課題がある中（図

表Ⅰ-1-2-5）、携帯電話事業者各社は、移動基地局車や可搬型衛星アンテナ、可搬型発電機の

搬入を進め、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは1月15日、NTTドコモは1月17日に、土砂崩

れなどによる立入困難地点を除き、応急復旧を概ね終了した（その後、立入困難地点について

は、道路啓開等により立入が可能となった後原則2、3日以内に応急復旧を実施し、3月末時点

において、NTTドコモ及びKDDIは石川県輪島市の一部（舳倉島）を除いて完了している。）。 
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＊6 総務省，令和6年能登半島地震に係る被害状況等について（第13報）（2024 年1 月3 日） 

＊7 内閣府，復旧・復興支援本部（第2 回）（2024 年2 月16 日）西日本電信電話配布資料

<https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_hukkyuhonbu02.pdf> 
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応急復旧と並行し、基地局が本来の機能を回復する本格復旧を着実に進め、５月末時点では

能登半島北部6市町の基地局のうち97％が本来のかたちに戻っている。被災地全般にわたる本

格復旧に向けて取組が継続されている（図表Ⅰ-1-2-6）。 

 

 

３ その他 

ア 防災行政無線 

地方公共団体が無線局を開設し、整備した防災行政無線については、石川県珠洲市、穴水

町、志賀町等から被害が報告された。被害が大きかった珠洲市では、津波により一部の音声拡

声子局が損失したほか、山上中継局の停波により配下の子局が停止する事象が複数発生した。

なお、5月8日時点においても、猫ヶ岳の山上中継局が停波中となっている＊8。 

イ 自営通信システム（MCA無線） 

災害に強い通信手段として行政機関等で使用されているMCA無線システムについては、国内
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サービスエリアに異常は見られなかった。石川県中能登町設置の同報用子局のうち、2局が停

止したものの、その後復旧が報告されている。 

 

＊8 総務省，令和6年能登半島地震に係る被害状況等について（第101 報）（2024 年5 月8 日） 

 

 

【令和６年版情報通信白書】より 

４ 通信手段の確保に向けた取組 

2011年の東日本大震災以来、通信事業者各社は、災害時の通信確保のために停電対策や伝送

路断線対策等を強化するなど、様々な取組を進めてきた。今般の能登半島地震に際して、通信

手段の確保に向けて講じられた取組について取り上げる。 

 

１ 車載・可搬型基地局、移動電源車、発電機等の稼働 

土砂崩れなどによる伝送路等の断絶、発災直後から発生した停電の長期化に対応するため、

携帯電話事業者各社は最大約100台の車載・可搬型基地局を運用するとともに、官民合わせて

最大約200台の移動電源車・発電機を運用した。 

 

 

２ 移動型基地局の活用 

NTTドコモとKDDIは、陸路からの復旧が困難な輪島市の一部沿岸エリアに向けて、共同で船

上基地局の運用を実施した。船舶上に携帯電話基地局の設備を設置するものであり、NTTドコ

モグループが所有する海底ケーブル敷設船「きずな」を使用した＊16。 

また、ソフトバンクは、地上給電装置から有線給電することで長時間の飛行が可能になるド

ローン無線基地局を投入した。ドローンに無線中継装置を搭載し、上空から端末に電波を届け

るもので、通信エリアの補完を実現する仕組みである＊17（図表Ⅰ-1-2-9）。 
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＊16 NTT ドコモ、KDDI，令和6 年能登半島地震に伴う「船上基地局」運用の実施について（2024 年1 月6 日）

<https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/detail/20240106_00_m.html?icid=CRP_INFO_news_release_2024_01_17_
00_to_CRP_INFO_news_release_detail_20240106_00_m> 

＊17 ソフトバンク，「被災地に早く“安心”を届けたい」。担当者が見た能登の現状と通信ネットワーク早期復旧への

道（2024年1月12 日）<https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20240112_02?page=02#page-02>） 
＊18 内閣府，復旧・復興支援本部（第3 回）（2024 年3 月1 日）NTT ドコモ、ソフトバンク配布資料 

<https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_hukkyuhonbu03.pdf> 

 

３ 衛星通信サービスの活用 

能登半島地震においては、伝送路の断絶や携帯電話基地局の停電などで通信サービスが利

用できなくなった地域が多く発生したことから、応急復旧に向け、米SpaceX社の低軌道衛星通

信サービスStarlinkが広く活用された。KDDIは、応急復旧にあたり、土砂災害などで切断され

た光ファイバ等の通信ケーブル（携帯電話基地局のバックホール回線）の代替として、

Starlinkアンテナを携帯電話基地局に接続し、バックホール回線を衛星回線とすることで通

信を復旧させる取組を行った（図表Ⅰ-1-2-10）。また、同社の他、NTTドコモ、ソフトバンク

がStarlink機器を、避難所や災害派遣医療チーム（DMAT）等に提供し、Wi-Fiを通じたインタ

ーネット通信に活用された＊19。Starlinkは、避難所等へ660台（KDDI、ソフトバンク、NTTドコ

モ）提供された。 

 
＊19 「4 キャリアが能登半島地震のエリア復旧状況を説明 “本格復旧”を困難にしている要因とは」，『ITmedia 

Mobile』2024 年1 月19 日．<https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2401/19/news120.html> 
＊20 総務省，活力ある地域社会の実現に向けた情報通信基盤と利活用の在り方に関する懇談会 地域におけるデジ

タル技術の利活用を支えるデジタル基盤の利用環境の在り方WG（第2回）（2024年3月11日），「衛星ブロードバ

ンド「Starlink」による地域・産業・防災への活用事例（KDDI）」，
<https://www.soumu.go.jp/main_content/000934326.pdf> 
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４ 通信機器の貸与 

能登半島地震においては、電話、インターネット等の通信サービスに大きな影響が発生した

ことから、特に被害が大きかった地域を中心に、衛星携帯電話が活用された。総務省では、被

災した地方公共団体等に対して、災害対策用移動通信機器として備蓄していた衛星携帯電話

を最大102台無償貸与した。また、携帯電話事業者においても、携帯端末や衛星機器の無償貸

与が行われており、NTTドコモが携帯端末計1,520台を、KDDI・ソフトバンク等が衛星機器約

660台を貸し出している。 

 

５ 公共安全モバイルシステム（旧：公共安全LTE） 

総務省では、2019年度（令和元年度）以降、災害現場等において公共安全機関が共同で利用

する携帯電話技術を活用した無線システムとして、公共安全モバイルシステムの実現に向け

た取組を実施してきた。2023年度（令和5年度）の実証期間中に発生した、今般の震災に際し

ては、公共安全モバイルシステムの実証端末が被災地において活用された。 

具体的には、石川県内の全11消防本部に実証端末を貸与し、救急活動等において使用した

（図表Ⅰ-1-2-11）。 

また、被災地で活動した自衛隊にも実証端末を貸与し、現地派遣部隊が、輸送／給水／入浴

支援、宿泊支援（船舶）等の任務に際し、部隊内の連絡・情報共有などで使用した（図表Ⅰ-

1-2-12）。 
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６ その他通信事業者等の取組 

ア 災害用伝言サービス 

災害時には、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル各社

が災害用伝言サービスを展開している。 

イ 無料インターネット接続サービスの提供 

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、ワイヤ・アンド・ワイヤレス、楽天モバイル各社は、1月

1日から＊21、石川県、新潟県、富山県、福井県において、災害用統一SSID「00000JAPAN」（ファ

イブゼロ・ジャパン）＊22を用いて公衆無線LANを無料開放した＊23。 

 

＊21 NTTドコモは1月1日20時から順次、KDDI/ ワイヤ・アンド・ワイヤレス、ソフトバンクは同日21 時から順

次、楽天モバイルは1月2日10 時から順次開放。 
＊22 電気通信事業者が平時は有料で提供している公衆無線LANサービスを、災害時に無料開放する取組。（一社）

無線LAN ビジネス推進連絡会（Wi-Biz）が認定する事業者が提供者となっている。 
＊23 「令和6年能登半島地震に伴う00000JAPAN の無料開放」（（一社）無線LAN ビジネス推進連絡会）

<https://www.wlan-business.org/archives/43065> サービスは4 月23日に終了。 

 

７ 現地へのリエゾン等の派遣 

今般の震災に際しては、各省庁、地方公共団体等が被災自治体等に職員の派遣を実施した。 

総務省では、大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、情報通信

分野における被災状況の詳細な把握、早期復旧その他災害応急対応に関する技術的な支援や

関係行政機関・事業者等との連絡調整等を円滑かつ迅速に実施することを通じて、情報通信手

段の確保に向けた災害対応支援を行うことを目的に「総務省・災害時テレコム支援チーム

（MIC-TEAM＊24）」を2020年から立ち上げている。能登半島地震においても、通信サービスの確

保・早期復旧に向け、1月1日から総務本省及び総合通信局等の職員を石川県災害対策本部に

派遣し、きめ細かな支援活動を実施している（5月末までに延べ約133名派遣）。 

 

＊24 MIC-Telecom Emergency Assistance Members 
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【令和６年版情報通信白書】より 

第２章 情報通信が果たした役割と課題 

第２節 浮かび上がった課題と今後の対応 

１ 通信 

１ 携帯電話基地局、光ファイバの強靱化 

今般の能登半島地震においては、停電や伝送路の切断等により、携帯電話基地局が長時間機

能しない状態が発生した。今後の災害に備えた携帯電話基地局の強靱化に当たっては、携帯電

話基地局に搭載している蓄電池の長寿命化や、ソーラーパネルの設置、衛星回線の活用の検討

等が必要である。 

また、光ファイバについても、伝送路の切断によって固定インターネットサービスが利用で

きない状態が発生したことから、今後電柱倒壊による光ファイバの切断等を回避するための

地中化等を推進することが必要である。 

 

２ 非常時における事業者間ローミングの実現 

携帯電話利用者が臨時に他の事業者のネットワークを利用する「事業者間ローミング」も、

自然災害や通信障害等の非常時において継続的に通信サービスを利用するための方策の一つ

である。 

総務省が2022年（令和4年）9月から開催している「非常時における事業者間ローミング等に

関する検討会」において、作業班での検証の結果、今般の震災で発生した携帯電話サービスの

支障について「一部の事業者のみサービス支障が発生している地域では、事業者間ローミング

による補完が可能」との報告がされている（図表Ⅰ-2-2-1）。同検討会においては、一般の通

話やデータ通信、緊急通報受理機関からの呼び返しが可能なフルローミング方式や、コアネッ

トワークに障害が発生した場合を想定し、「緊急通報の発信のみ」を臨時に可能とするローミ

ング方式について、2025年度（令和7年度）末頃までの導入を目指して技術的な検討・検証を

行っている。 
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３ 衛星通信の利用の拡大 

離島、海上、山間部等を効率的にカバーできる衛星通信は、自然災害をはじめとする非常時

の通信手段として有用とされており、実際、今般の能登半島地震においても、応急復旧に向け

て米SpaceX社の低軌道衛星通信サービス「Starlink」が広く活用された。また、携帯電話（ス

マートフォン）から衛星通信の利用を可能とする衛星ダイレクト通信サービスの提供も計画

されており、今後の更なる利用拡大に向けて、使用周波数等の技術的条件に関する検討や周波

数の確保等の取組が進められているところである。 
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6.6.3 通信分野における新たな潮流としての NTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク） 

(１) 令和６年情報通信白書におけるNTNに関する報告 

令和６年情報通信白書（総務省）では、通信分野の新たな潮流の１つとして、非地上系ネット

ワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）について、以下のように報告している。 

 

【令和６年版情報通信白書】より 

第Ⅱ部 報通信分野の現状と課題 

第１章 ICT市場の動向 

第２節 通信分野の動向 

３ 通信分野における新たな潮流 

３ NTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク） 

非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）は、移動通信ネットワークについ

て、地上に限定せず、海や空、宇宙に至るすべてを多層的につなげるHAPS（High Altitude 

Platform Station）、衛星通信などによって、通信インフラが整備されていない地域にもシー

ムレスに通信サービスを提供することが可能となる。（図表Ⅱ-1-2-16）。 

5Gのカバレッジ拡張としての活用も期待されており、5G NTNの市場規模は2023年の49億ド

ルから2026年には88億ドルに成長すると予測されている（図表Ⅱ-1-2-17）。 

 

 

HAPSについては、携帯電話事業者等により、携帯電話基地局としての導入に向けて、無線機

器や機体の開発等の準備が進められており、2026年に実用サービスを開始することが発表さ

れている。 

また、衛星通信については、多数の非静止衛星を一体的に運用する「衛星コンステレーショ

ン」による通信サービスの提供が欧米企業を中心に活発化しており、例えば、SpaceX社が提供

する衛星通信サービス「Starlink」は、高速大容量の通信が可能であり利用者は全世界で300

万人を超えている（2024年5月現在）。我が国の事業者は、これらの企業への出資や業務提携な
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どによって、国内サービスを展開している。また、通信速度の高速化により、ブロードバンド

サービスへの利用や携帯基地局のバックホールへの導入等が行われている。 

 
＊19 https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2022/01/17_01.html 

＊20 https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230413-11642.html 

 

 

(２) NTN（非地上系ネットワーク）の動向 

出典：総務省ホームページ 電波政策の最新動向 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000932571.pdf 
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6.6.4 自治体施設の通信インフラ冗長化例 

出典：国土交通省ホームページ 

防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン 

「防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集（平成30年5月）」 

https://www.mlit.go.jp/common/001292553.pdf 

 

自治体施設の通信インフラの冗長化例として、「防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事

例集（平成30年5月）」に示されている通信回線の多重化を図った庁舎の例を以下に示す。 

自治体施設ではないが、データセンターの多くは、通信事業者からの回線の引き込み口を２ル

ート以上用意しており、様々な通信事業者の回線を引き込める「キャリアフリー」に対応し、ネ

ットワークの冗長性を高めている 

 

（例１：水戸市庁舎） 

 

  

155



 

156 
 

（例２：横浜市庁舎） 
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6.7 エネルギーインフラ（電力） 

〇一時的な電力確保の対策例 

 電力供給の途絶時における電力復旧までの一時的な電力確保の対策として活用が考えられる

仕様例の詳細を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

●LPガス発電機 ●V2X（Vehicle-to-Everything） 
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〇近年の災害時における停電復旧対応について 

2019年9月8日に関東に接近した台風15号は、中心気圧960hPa、最大風速40m/sという強力な勢

力を保ったまま、9日早朝に千葉県に上陸した。この台風は、2018年の台風21号の約2倍の気圧傾

度を持ち、特に千葉エリアでは最大瞬間風速58m/sの暴風が発生し、大きな被害をもたらした。 

東京電力グループの供給エリアでは、鉄塔の倒壊や配電設備の損壊が生じ、停電が広範囲に発

生した。停電は9日中に一部地域で解消されたものの、千葉エリアにおいては停電解消までに約

2週間を要したことが、「台風15号対応検証委員会報告書（最終報告）（2020年1月16日、東京電力

ホールディングス株式会社）」に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.7.1 2019年台風15号における停電軒数推移 

出典：「台風15号対応検証委員会報告書（最終報告）」、2020年1月16日、東京電力ホールディングス株式会社 

https://www.tepco.co.jp/press/release/2020/pdf1/200116j0101.pdf 
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図6.7.2 （参考）近年の台風被害における停電戸数の推移 

出典：総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会／産業構造審議会 

保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 合同 電力レジリエンスワーキンググループ「台風15

号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」、2020年1月 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/resilience_wg/pdf/20200110_r

eport_02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.7.3 （参考）近年の大規模地震時における停電戸数の推移 

出典：「平成二十八年熊本地震における設備被害と停電復旧対応について（産業構造審議会 保安分科会 

電力安全小委員会（第13回）資料４）」、2016年7月13日、経済産業省 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/pdf/013_04_00.pdf 
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〇建築物における電気設備の浸水対策について 

 洪水、内水、高潮等の水害発生時においても建築物の機能継続を確保するためには、建築物

における電気設備の浸水対策の充実を図ることが望ましい。 

建築物における電気設備の浸水対策の参考として、「建築物における電気設備の浸水対策ガイ

ドライン（2020 年 6 月、国土交通省住宅局建築指導課／経済産業省産業保安グループ電力安全

課）」において、浸水対策及び電気設備が浸水した場合の具体的な取り組み事例が示されてい

る。 

 

（参考）浸水対策の具体的な取り組み事例 

（「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」別紙２） 
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（参考）電気設備が浸水した場合の具体的な取り組み事例 

（「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」15～17 頁） 
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出典：「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」、2020年6月、国土交通省住宅局建築指導課／経

済産業省産業保安グループ電力安全課 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001349327.pdf 
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6.8 エネルギーインフラ（ガス） 

6.8.1 災害時連携計画について 

①災害時連携計画の概要 

2022年9月1日に施行された改正ガス事業法（第56条の2）により、災害その他の事由による事

故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための「一般ガス導管事業者相互

の連携に関する計画（災害時連携計画）」を作成し、経済産業大臣に届け出ることが規定された

ことを受け、一般社団法人日本ガス協会（略称：JGA）は、一般ガス導管事業者193者が連名で

策定した「災害時連携計画」を当改正事業法の施行日同日に届出を行った。災害時連携計画に

記載の概要は下表のとおり。 

 

表6.8.1 災害時連携計画の記載内容（概要） 

  ⾚字︓都市ガス特有の取り組み 

  項⽬ 主な記載事項 

法
令 
事
項 

⼀般ガス導管事業者相互の連絡に関する
事項 

応援要請の考え⽅、その範囲、災害対策本部
の設置、情報を迅速に連絡するための体制 

⼀般ガス導管事業者による従業者の派遣
及び運⽤に関する事項 

応援要請が予測される場合の準備体制、応援
事業者の安全管理・健康管理 

省
令 
事
項 

復旧⽅法等の共通化に関する事項 
復旧に必要な特殊⼯具及び資機材の保有状
況の共有⽅法、前進基地の確保 

災害時における復旧に必要な情報の共有
⽅法に関する事項 

復旧状況の迅速な把握に関するシステム等の
活⽤ 

⼀般ガス導管事業者による移動式ガス発⽣
設備の派遣及び運⽤に関する事項 

移動式ガス発⽣設備による臨時供給の考え⽅
や当該設備の運⽤等 

地⽅公共団体その他の関係機関との連携
に関する事項 

災害復旧作業について、地⽅公共団体、消防
及び警察との連携 

共同訓練に関する事項 
⾮常災害時における連携の円滑化を図るため
の共同訓練（応援受⼊演習、ガス防災⽀援シ
ステム操作訓練）の内容 

 

②復旧状況の迅速な把握に関するシステム等の活用（災害時連携計画 第16条） 

被災事業者は、非常事態時において、速やかな情報の整理・共有のため、あらかじめ定め

られた連絡体制及び連絡フローに基づき被害状況報告を行こととし、地震時には、被災事業

者はガス防災支援システム（G-React）に必要な情報を適時適切に入力することを規定してい

る。地震防災関連システムの活用により、供給停止状況や復旧進捗状況を共有するためのル
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ートを多様化している。都市ガスにおける地震発生時の初動対応（地震発生からの主な流れ）、

および地震防災関連システムの活用よる情報連携の概要は下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.8.2 地震発生時の初動対応（地震発生からの主な流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.8.3 地震防災関連システムの活用よる情報連携の概要 
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③移動式ガス発生設備による臨時供給（災害時連携計画 第19条） 

一般ガス導管事業者は、移動式ガス発生設備の把握を迅速に行うため、ガス防災支援シス

テム（G-React）に保有台数を登録する。被災事業者は、非常事態時において、臨時供給すべ

き需要家（原則、最優先需要家）に対して、保有する移動式ガス発生設備の数や要員等が不

足する場合、日本ガス協会を通じて、移動式ガス発生設備等の広域融通に係る応援要請を行

う。 

 

④円滑な復旧活動のための前進基地の確保（災害時連携計画 第15条） 

応援事業者が円滑な復旧活動にあたるためには、前進基地を確保する必要がある。復旧現

場のできるだけ近くに前進基地を設けることで、復旧作業の効率が向上する他、仮の資材置

場や仮休憩所、プレハブや既存の建屋等を利用した作戦本部としての機能を果たすこともで

きる。地震発災時に迅速に前進基地を確保するため、候補地をG-Reactに予め登録している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府北部地震時（2018年6/18発生）        東日本大震災時（2011年3/11発生） 

図6.8.4 前進基地の事例 

 

⑤一般ガス導管事業者が実施する共通の訓練・演習（災害時連携計画 第21条） 

非常事態における応援を適切かつ円滑に実施するため、及び平時から応援受入体制を構築

するため、一般ガス導管事業者は、「共同訓練マニュアル」に基づき、ガス防災支援システム

（G-React）の操作訓練及び応援受入の演習等を行う。 
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「共同訓練マニュアル」の概要（災害時連携計画 別添5より抜粋） 

 

２．ガス防災支援システム（G-React）の操作訓練 

（１）概要 

一般ガス導管事業者毎に、任意で被害状況（供給停止したブロック）を想定し、ガス

防災支援システム（G-React）により報告する。 

（２）訓練手順・内容 

基本的な訓練の流れは下図のとおり。供給停止を想定し、ガス防災支援システムに以

下の項目を報告する。また、別紙を参考にして訓練を行う。 

・ブロックの供給停止情報 

・SI 観測値 

・高中圧導管図 

・低圧導管情報 

 
 
 
 

 

３．応援受入の演習 

（１）概要 

想定地震をもとに、応援隊を円滑に受け入れるための、平時からの事前準備を実施す

る。 

（２）演習手順・内容 

基本的な演習内容は以下のとおり。 

①一般ガス導管事業者にて、想定地震に基づく発災から応援受入までの必要な以下の事

項を整理、確認する。 

・発災から応援受入までの時系列を確認する。 

・想定地震に基づく応援受入の規模および体制等を検討する。 

・事前準備（宿泊地、拠点等のリスト、書類の作成等）の状況を確認し、必要に応じ

て更新する。 

②日本ガス協会等において、報告会等が開催される場合には、一般ガス導管事業者間で

情報共有、意見交換することにより、自社の準備状況の改善につなげる。 

 

出典：経済産業省 ニュースリリース 2022年9月 

「ガス事業法に基づく災害時連携計画の届出を受け付けました」 

https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220901004/20220901004.html 
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6.8.2 全国のガス事業者の応援体制の構築について 

大規模な災害発生によりガスの製造・供給を停止する場合など、被災地域内のガス事業者のみ

では復旧に時間を要すると判断した場合、被災事業者の要請により、全国のガス事業者から応援

派遣を行う体制が確立している。これまでの実績から、ガス事業者には供給地域外で災害が発生

した場合には、早期に応援隊を派遣する意識が根付いており、応援要請を待たずに能動的に派遣

準備を実施する仕組みが構築されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図6.8.5 復旧対象戸数と復旧人数の実績（阪神・淡路大震災は供給停止戸数） 

 

出典：一般社団法人日本ガス協会ホームページ 「都市ガス事業者の地震対策」 

https://www.gas.or.jp/anzen/taisaku/ 
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6.9 視察 宮崎 

 

調査期間：令和６年(2024年)1月23日 

参加者：東京工業大学・竹内徹 

    日本建築住宅センター・石崎 和志 

    大成建設・川崎 泰之 

    日建設計・貞許 美和 

調査域： 宮崎県総合運動公園、宮崎県防災庁舎 

 

 

 

  

〇宮崎県防災庁舎

〇宮崎県総合運動公園
津波避難施設
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（１）宮崎県総合運動公園 

 

 

 

 
 

  

 

 

169



170 
 

 

  
 

  

170



171 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

171



172 
 

 

 

 
 

  

 

 

172



 

173 
 

（２）宮崎県防災庁舎 

 

概要 

延床面積：25,155㎡（防災庁舎：24,406㎡、5号館：749㎡） 

構造：S造、RC造、木混構造、柱頭免震構造 

階数：地上10階・地下1階建て 

建設事業費：123億円（県庁5号館・外構工事含む） 

設計：山下設計・岩切設計・ごどう計画・設計JV 

基本構想：H26年度、基本設計・実施設計：H27・28年度、建設工事：H29～R2年度 

 

事業背景 

県民の生命と財産を守る災害応急対策の司令塔としての機能や、国・市町村などの関係機関と

の連絡調整など、重要な役割を果たす庁舎が必要との認識のもと、平成24年から検討を行い、

平成26年度から事業を進めてきました。 

 

十分な災害応急対策活動の場の確保 

県災害対策本部や国、自衛隊などの関係機関の活動スペースを確保。 

防災庁舎前広場は、災害時の自衛隊や消防などの大型車両駐車スペースとして活用。 

屋上には、県防災救急ヘリコプター「あおぞら」などが発着できるヘリポートを設置。 

 

災害発生時における必要なライフラインの確保 

最長14日間の連続運転が可能な非常用発電機を設置。 

断水時に貯留雨水および井戸水を飲料水として利用できる浄水設備や、下水道が機能停止し

た場合、7日間程度貯留できる地下排水槽を設置。 

 

防災システム整備 

防災庁舎の整備にあわせ、災害関連情報を防災関係機関で共有するためのシステムなども整

備しました。今後は、このシステムや新たな施設・設備を有効に活用できるよう、防災訓練や

研修などを充実させ、関係機関と連携して本県の災害対応力をさらに向上させていきたいと

考えています。 
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屋上へリポート 

 
非常用発電機 

 

3階 総合対策部室 
大型モニターを配置し、被災状況などの情

報を瞬時に把握することができます。 

 
地下免振装置 

免震構造の採用により高い耐震性能を有し

ているため、大規模地震などにおいても、

災害応急対策や通常業務を継続して行うこ

とができます。 
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 防災庁舎の概要: 

地下 1 階、地上 10 階建て 

地下柱頭免震構造 

総合対策室: 3 階に設置、大型モニターあり 

執務室・会議室: 4-5 階に内閣府、自衛隊など 

  防災体制: 

南海トラフ巨大地震対策: 震度 7 の揺れ、最大 17m の津波、死者 1.5 万人、避難者 37 万人を

想定 

災害対策本部: 発災後 40 分で立ち上げ、総合対策部を本部屋に設置 

防災情報共有システム(SIP4D)利用 

 施設利用: 

自衛隊車両: 玄関周辺スペース利用可能 

ヘリポート: 屋上に設置 

避難民受け入れ: 1 階展示コーナーで一時的に可能 

 津波・洪水浸水域: 

津波域外: 宮崎市ハザードマップによる 

台風洪水時: 職員は事前滞在 

 宿泊施設: 

職員簡易宿泊部屋のみ外部ホテル利用 

 避難場所: 

1 次避難場所: 近隣公園 

2 次避難場所: 市町村設定、県が調整 

 通信 

通信回路については、有線の多重化は可能だが、無線はキャリア依存で多重化が困難。 

また、災害用の自治体無線連絡網はインターネット非対応であり、衛星インターネットの要件

から外れている。 

 電気 

東西異なる変電所より２系統弾いており、重油による72時間の自家発電施設が設置されてい

る。また、ガスタービンによる発電システムがあり、ガス供給復旧後、連続発電が可能となる。 

 ガス 

中圧～低圧配管で引き込み、地下１階で低圧に減圧、大地震時を感知した場合には自動閉鎖。

また、バックアップとしてガス供給会社が保有するプロパンエア発生装置が接続できるよう

にしている。遠方湾岸部からの供給継続は対応が難しい。 

 上下水道 

７日程度の下水受槽を有するほか、マンホールトイレも準備。給水は上水・雑水の２系統とし、

雑水は雨水・井戸を原水としてろ過処理して便所洗浄水として使用。 
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 SIP4D 利活用システム 

宮崎県では、SIP4D利活用システムが整備されており、情報を地図上にレイヤーとして重ねる

ことが可能。このシステムの整備には約1億円が投じられ、年間約1千万円の保守管理費用がか

かる。災害対策法に基づき、市町村は県を通じて内閣府（消防庁）に被害情報を報告し、県は

データを集約してLアラートシステムを運用。 
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打合せ記録 

ご担当者のお名前 

 この立地に防災庁舎を設置した理由は 

→暴風雨時の浸水域にはあるが、津波の想定区域外で県庁の前ということで議会で決めたと

理解している。 

 津波・洪水時に職員は集まれるか 

→住んでいる場所に拠る。 

 広域被災時の県としての物資の受け入れについて 

→高千穂、都城など広域搬送拠点が3カ所程度分散させて山の上に設定されている。これらの

拠点から被災地の市町村に搬送される。山間部には海岸沿いの南北動線を通してアプローチ

するイメージ。孤立集落は３日程度以内の救援が目標。 

 災害拠点病院について 

→災害拠点病院12あるが3つは浸水域にある。バックアップ体制・籠城訓練もしている。 

 上下水の想定人数は 

→延べ職員1400名、一時避難者初日750名、２日以降150名で、一週間で述べ約10,000名程度を

想定している。 

 今回の能登半島地震の状況を見てどう感じるか 

→広域避難対応のマンパワー確保、受援体制が課題。県からも１週間交代で応援が行っている

が、水・食糧・燃料・ガスコンロ・寝袋等持参するのはもちろん、トイレが使えないので排泄

物もごみと併せて梱包し持ち帰っている状況。支援者は基本的に自己完結型でなければなら

ない。石川県の司令塔としてもここほどのスペースが無いのでは。 

 今回お持ちしたガイドラインには国交省のガイドラインでははっきりしなかったグレードの

提案およびそれぞれの具体的な仕様例を提案している 

→本防災庁舎を計画する際には何もガイドラインが無かったため、自前で議論して設定した

が、このようなガイドラインがあると目安にはなると思う。 
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6.10 視察 熊本 

 

 2016年4月14日に熊本地震が発生し、2020年7月3日～31日に令和2年7月豪雨が発生し、地震と

水害の両方に被災した熊本県において、当時の被災状況及びその後の復興の取組について視察・

ヒアリングを実施した。ヒアリングには、熊本県庁危機管理防災課、益城町危機管理課、球磨村

総務課にご協力いただいた。 

調査期間：令和６年(2024年)3月2日～3日 

参加者：東京工業大学・竹内徹、建築研究所・藤井利幸、建築研究所・小豆畑達哉、 

日本建築住宅センター・木下真、日建設計・荻野太一 

調査域：2/1(木) 午前：熊本県庁ヒアリング  

         午後: 益城町役場ヒアリング 

        2/2(金) 午前：熊本地震震災ミュージアムKIOKU（南阿曽村） 視察 

         午後: 球磨村役場ヒアリング 
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(1) 熊本県庁ヒアリング 

日時：2024 年 2 月 1 日（木）10：00‐11：30 

対応者：熊本県危機管理防災課 吉岡参事、時松主幹、川中主任 

熊本県財産経営課 田添主幹（施設管理担当） 

 概要： 

 ＜新防災センターについて＞ 

・熊本地震の際、防災部署は新館の10Fで県知事が階段で昇り降りした。 

 →低層部に防災部署を配置する考え方で設計した。 

・クラウドサービスを利用し、システム関連の大きなサーバー室などはない。 

・救助・避難所開設などは基礎自治体が行う。県は情報の集約を行う。 

・会議室は国からのリエゾンが派遣された際に使うことを想定。 

＜施設設計仕様について＞ 

・電気の非常時の仕様は72時間確保の非常用発電機あり。 

 →重油とガス両方使える仕様。重油は72時間以上もつタンク容量。ガスは中圧ガス。 

 →ガス供給が止まらなければ、電気の連続使用可能。熊本地震でも供給できた。 

・地下水・井戸を一つ確保している。加えて、緊急廃水槽を配備している。 

 →500人（職員＋応援職員）で5日間維持できる。 

 →地下水は雑排水利用を想定。 

・仮眠室が2部屋ある畳の和室（男女別想定）。（60＋40＝計100㎡程度） 

 →実際の災害時は仮眠する暇はないが。 

 →他組織からの応援職員は自分で寝泊まり場所を確保することが通常。 

  

＜九州広域防災拠点構想について＞ 

・南海トラフ地震の想定では、宮崎県と大分県が被災する。 

 →熊本県が災害時の拠点となる構想の検討を始めている。 
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＜熊本県庁新防災センター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

２F：仮眠室のシャワー室【低層階に設置】 

２F：左が職務室・右側がオペレーションルーム 

  間仕切りがスライドできる扉 

２F：オペレーションルーム 

１F展⽰室：プロジェクションマッピングの展⽰ ２F：災害対策本部会議室【低層階に設置】 

２F：仮眠室【低層階に設置】 
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(2) 益城町役場ヒアリング 

日時：2024年2月1日（木）14：00‐15：30 

対応者：益城町役場 危機管理課 岩本課長 復興整備課 水口課長 

新庁舎建設課 内村課長 竹辺主幹 

概要： 

＜新庁舎について＞ 

・事業費は51億円、復旧事業債を活用。 

・地震が起きても壊れない庁舎として、免震構造・鉄骨鉄筋コンクリート造を採用。 

・下水管、浄化センターへの被害を想定し、切換え弁を容易している。 

 →33t容量の地下水槽を持っている。直結機能付き給水管で常時真空状態。 

 →熊本市の水は100％地下水。益城町も同じ水系の井戸が掘れる。 

 →熊本地震の際、井戸水は2.6％が濁った程度。井戸水がダメになることはない。 

＜熊本地震の状況について＞ 

・7,000人が町の外に避難したと言われている。閑散とした印象となる。 

・車中避難が多かった。 

 →緑地公園で10－20台の駐車場を確保。 

・サーバーがクラウド化していなかったためHPの更新ができなかった。 

 →今はクラウド化した。 

 →防災用無線もアナログからデジタルに変更している。 

・震災の時に使えなくなった避難所は天井の崩落が原因。壁やガラスの散乱が原因 

 のところはほぼない。 

・集団移転の要望はいくつかあったが、合意が取れなく止めた。 

 →生まれ育った土地を離れるのは抵抗がある。 

 →インフラの維持管理費を考えれば、集団移転を選択すべきだか、町から住民に 

  説得するというスタンスは取れない。 
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(3) 熊本地震震災ミュージアムKIOKU（南阿曽村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時、東海大学の農学部のキャンパスであった建物が被災。被災の記憶を伝えるため、ミュー

ジアムとして活用されている。深度7の地震が2度も起きた被害の大きさを伝えている。 
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(4) 球磨村役場ヒアリング 

日時：2024年2月２日（金）14：15‐15：15 

対応者：球磨村役場総務課 境目 課長 中渡 防災管理官 

球磨村役場復興推進課 友尻課長、村中係長 

概要： 

＜7月豪雨の状況について＞ 

・特別養護老人施設「千住園」が浸水。入所者1４名死亡。村内合計25名死亡。 

 →千住園は高台移転が計画中。 

・主要道路が国道219線のみ。多くの孤立集落が発生。 

 →避難路の整備を計画。 

・公共施設ほぼすべて使えない状況。壁・床のないさくらドームに200人避難。 

・球磨村だけでは、避難できず人吉市内の施設に避難。旧県立高校の建物が空いていた。 

・立地特性上、土砂崩れを避けると水害に合う。水害を避ければ、 

 土砂崩れにあうという土地。施設配置の検討が非常に困難。 

<当時の通信と復興状況>   

・大雨初日から通信関係はすべてダウンした。携帯電話と衛星電話のみ使えた。 

 →72時間後には中継基地の電力が落ち、携帯電話が使用不可に。 

 →衛星電話は球磨村の地形が邪魔をして、使用できない場所が多い。 

 →3日後にはすべて使えなくなった。1週間ぐらい経って徐々に復旧した。 

＜電力設備について＞ 

・自家発電装置はあるが、72時間で電源がなくなる。 

 →石油備蓄施設はない。 

 →ガスはプロパンガス。 

 →災害時には地形の関係上、燃料を運べる状態じゃない。 

 →球磨村が被害にあったときは、周辺の市町村も被害にあうので、村外避難は有効ではない。 
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6.11 視察 能登 

 2024年１月１日に発災した2024年能登半島地震の被災状況および現地での対応状況を把握す

べく、金沢工業大学・西村督教授、金沢大学・村田晶助教にご案内いただき2024年3月2日、3日

の2日間に渡り現地調査を実施した。 

調査期間：令和６年(2024年)3月2日～3日 

参加者：東京工業大学・竹内徹、寺澤友貴、濱大貴、 

    金沢工業大学・西村督、金沢大学・村田晶 

調査域：3/2(土) 金沢市内→のと里山海道→穴水→県道1号→輪島市内→金沢市内 

    3/3(日) 金沢市内→のと里山海道→穴水→珠洲道路→見附島→珠洲市内→正院町→ 

松波→宇出津→穴水→金沢市内 

 

3 月 2 日(土)：七尾・穴水・輪島 

金沢市内より能登里山海道に入ると、七尾以北の山間部で多くの地点で谷部の道路が陥没して

おり、代替緊急迂回路を通りながら北上した。県道１号の被災は軽微であった。 

   
2024 年 3 月時点での能登里山海道の状況 
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輪島市内の様子を以下に示す。下地図のルートで調査を行った。 

 
輪島市内調査ルート 

  
河合町の倒壊RC7階建て建物。 

5階レベルまで地表より沈みこんでおり、現地では基礎の様子は不明

    
周辺地盤では軟弱粘性土の圧密沈下の様子が見られる 
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火災で焼失した朝市通りの状況。鉄骨造も多く見られる。 

  

  
いろは橋護岸の損傷と上町の被災状況。一層崩壊が典型的 
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     249号線川沿いの被害       子育て支援・児童センターの仮設給水・トイレ 

  
１号線沿いの被害             無被害に見える建物もある 

    
      １号線沿い海側の被害               EXP.Jでの分離 

  
     海沿いの道路の液状化               輪島港の隆起 
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     矢田高台での被害              地上の臨時下水道 

 
高台からの眺め 

  

サンアリーナは自衛隊の備蓄庫として利用。RC片持ち架構が構面外変形し屋根架構損傷 
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3 月 3 日(日)：珠洲・松波 

  

   金沢市内より自衛隊車両           津波のあった見附島海岸 

  

津波によるレストハウスの被害は比較的軽微 

  
珠洲街道沿いの被害               珠洲市内西勝寺本堂の倒壊 

壁の少ない寺社建築は倒壊率が高い  
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珠洲市庁舎。地震直後から通信は機能し災害対策本部を設置。上下水道は止まっており仮設ト

イレを設置。バスセンターに臨時医療テントが設置されている。 

  
   珠洲市内の被害           バキュームカーによる汚水収集 

  
珠洲港の被害状況 

 
正院町の被害状況  
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正院町の街並み、倒壊率は極めて高い。3カ月後も撤去はほぼ手つかず。 

  
珠洲市内：耐震補強(左)、新築(右)で無被害の住宅も少数だが見られる 

   
松波港の津波被害 

  
宇出津市内では上下水が通じ、入浴サービスが提供されていた。 
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